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　創立 50 周年、ほんとうに嬉しく思います。パルシステム東京に
関わってきた組合員や関係者の皆さま、生産者・メーカー、委託
協力会社の皆さま、ほんとうにありがとうございました。役職員、組
織を代表して感謝を申し上げます。　
　私が組合員になったのは約四半世紀前、試行段階だった個人宅
配の組合員として加入しました。今は多くの組合員が個人宅配です
が、あの頃はまだまだ少数派でした。カタログから見えてきた商品
の確かさや正直さ、そしてそれを実感し、共有し合える組合員の仲
間の存在、商品を選んだり暮らし方を選ぶなかで主体的に生活が
できる醍醐味を感じて、この生協が大好きになりました。
　パルシステム東京は、多様な前身生協が集まってできた組織で
す。どの生協も組合員自らが考え動く風土だったと聞きます。個性
豊かな組織が集まってできた私たちの理念「『食べもの』『地球環境』
『人』を大切にした『社会』をつくります」は、私たちの原点でも
あり、めざすものです。
　そして、この 50 年のあゆみのなかで、食品の安全に対する姿勢、
平和への思い、原発に頼らないくらしなど、数々の思いを積み重ね
て具体的な方針にしてきました。そのプロセスこそ、先輩の皆さん
がつむいできたパルシステム東京の良さです。私たちは常に社会課
題に向き合い、その時々で自分たちができることを模索してきました。
東日本大震災後の支援活動に留まらないさまざまな取り組みはその
一例です。
　また、欲しい商品がなければ自分たちでつくる、商品への支持や
購買を通じて社会を変えるといった「運動が事業をつくり、事業が
運動をつくる」という、経済を巻き込んでの社会づくりもパルシステ
ム東京が大切にしてきた強みです。なぜなら、多くの人を巻き込む
ことでしか社会は変わらないからです。
　この半世紀、社会も変わり、私たちの暮らしを守る事業や社会
づくりの活動も変わってきました。これからも変わり続けるでしょう。
でも、私たちが大切にしてきた理念への思いを大事にしていけば、
「私たちであること」は変わりありません。感染症拡大に伴うさまざ
まな不安が蔓延するなか、どんな社会を次世代に残すかが今まで
以上に問われます。パルシステム東京は、これまで先輩たちが積み
上げた「協同の力」をもって、より良い社会に向けて皆さんとともに
すすめていく所存です。次の 50 年もよろしくお願い申し上げます。

2021 年３月

生活協同組合パルシステム東京
理事長

松野 玲子

創立50周年史刊行にあたり
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生活協同組合パルシステム東京
専務理事

杉原 学

　生活協同組合パルシステム東京は、2020 年４月で創立 50 周年
を迎えました。この「半世紀」にわたる長い道のりを今日まで歩ん
でこられたのは、ひとえに事業と活動の双方で支えていただいた組
合員と、諸先輩、生産者・メーカー、委託協力会社、パルシステ
ムグループの関係者の皆さま方の多大なるご支援とご指導の賜であ
ると心から感謝と御礼を申し上げます。本来なら、この記念すべき
年に喜びを分かち合いたいところでしたが、この先振り返ったときも
忘れることのできない、世界規模の感染症に見舞われてしまったこ
とがとても残念でなりません。
　さて、パルシステム東京 50 年の歴史のなかで、私自身は 31 年
間をともに歩ませていただきました。このような記念すべき節目の
年に関わることを大変光栄に感じております。50 年を振り返ると、
1970 年に当組合の前身の地域生協が誕生し、時代の流れや社会
環境の変化に合わせ、同じ考えをもった小さな生協が合併を繰り返
し歩んできました。80 年代は生協の原点である共同購入を中心に
組合員の輪が広がり、90 年代を迎えると陰りが見えてきた基幹事
業に、いち早く諸先輩方が将来を見据え、全国の生協でも先駆け
となる「個人宅配」に舵を切りはじめました。ここがパルシステムグ
ループの今を支える大きな転機となりました。その後もライフステー
ジ別のカタログ創刊、インターネット注文の早期導入など、数々の
先進的な改革をすすめました。この改革は、「ニッチ」といわれてい
た生協の宅配事業が「メジャー」へと転換するきっかけとなりました。
生協を知らない多くの消費者に支持され、パルシステムブランドが
浸透し、発展しました。時には低迷期もありましたが、毎年度２桁
成長を続け、組合員数は 50 万人を超え、事業高も700 億円規模
に至るまで成長することができました。
　このような歩みを、この先も変わりなく続けていかなければなりま
せん。当組合を取り巻く環境は大きく変化し続けており、厳しい環
境が待ち受けておりますが、今後も組合員の生活に寄り添い、信頼
される生活協同組合になれるよう、多くの関係者の皆さまのお力も
お借りしながら、より一層の努力を重ねて参ります。今後もこれまで
と変わらぬご指導とご支援をお願い申し上げます。

2021 年３月
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パルシステム東京の理念

「食べもの」「地球環境」「人」を大切にした「社会」をつくります

食べものの安全性にこだわり、
生活者のくらしと健康を守ります❶

安全・品質・価格・産直・環境面で
もっと優れた「商品」をつくります❸

日本の食料自給力を強めるため、
生産者とともに産直運動を発展させます❷

女性の社会参加を応援します❹
平和、地球環境、福祉、たすけあいの
活動を広げ、地域社会に貢献していきます❺

生活協同組合（以下、生協）は、組合員の生活の
文化的・経済的改善向上を図ることを目的に設立
された組織です。組合員自らが出資し、自分たち
のくらし全般を向上する
ためにそれぞれの思いを
寄せ合って決めた方針に
基づく商品・サービスを
利用します。組合員一人
ひとりが、生協組織の「主
体」なのです。

生協とは？

みんなで

出資

みんなで

運営
みんなで

利用

パルシステム東京2030ビジョン
「たべる」「つくる」「ささえあう」ともにいきる地域づくり
一人ひとりの行動で、持続可能な地域社会をつくり、世界の平和につなげます

実現するための取り組み
社会活動	 ●	 社会的課題の解決に向けて、NPOをはじめとした他団体や協同組合間で連携した取り組みをすすめます。
	 ●	 笑顔ひろげる身近な地域づくりに向けて、事業所を拠点に、行政・地域団体と連携した取り組みをすすめます。

事業と活動	 ●	 人生 100年時代を見据えた学びや活動の機会を広げていきます。
	 ●	 一人ひとりの多様なくらしに対応した事業の改善・開発をすすめます。

人と組織	 ●	 生協運動の活性化と継承に向けて、組合員参加の入り口を広げるとともに、担い手づくりをすすめます。
	 ●	 パルシステムを担う人材の多様な働き方の創出や雇用環境の整備をすすめます。
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一人ひとりの「エシカル」な選択でSDGsの実現ヘ

持続可能な開発とは…
国際連合は 2015 年に持続可能な開発目
標（SDGs：Sustainable	Development	
Goals）を採択しました。2030年までに「誰
も置き去りにすることなく、すべての人に
とって尊厳ある生活を現実のものとするた
め」の目標です。

SDGs
（エスディージーズ）

Sustainable	Development	Goals

　「エシカル」とは、「倫理的な・道徳的な」という意味の言葉です。ふだん購入している食材や日
用品が、どのようにつくられ、どう届けられたのか。パルシステムは、その過程で起こった環境や
社会への影響を考えて商品を選ぶ「エシカル消費」をめざしてきました。パルシステムの事業は「エ
シカル」そのもの。常に人や環境への配慮を中心に据え、すすんでいきます。

　パルシステムの「『ほんもの実感！』くらしづくりア
クション」が、	SDGs 推進副本部長（内閣官房長官）賞
を受賞しました。パルシステムの商品について「地域、
環境、生産者、女性と結びついており、SDGs が目標
に掲げる貧困や環境といった 17の課題解決をつなげ、
統合的に取り組んでいる」との講評をいただきました。

（2017年）

004-007_理念_CC2021.indd   5004-007_理念_CC2021.indd   5 2021/04/01   11:202021/04/01   11:20



6

パルシステム東京

パルシステム東京の組合概要

●	名　称	 	生活協同組合パルシステム東京

●	設　立	 	1970 年	4 月 21日	

●	役　員	 	理事長		 	 	松野　玲子
	 	専務理事		 	杉原　学
	 	常務理事		 	佐藤　健二
	 	業務執行理事		 	戸井田　直人
	 	業務執行理事		 	杉村　剛是

●	事業エリア	 	東京都全域（島蝦を除く）
	 	本部所在地		 	東京都新宿区
	 	配送センター		 	17 カ所
	 	福祉事業所		 	13 カ所
	 	保育園		 	 	2 カ所

●	職員数	 	1,855 名（定時職員含む）

●	組合員数	 	51 万 4,531 名

●	総事業高	 	769 億 1,449 万円

●	出資金	 	192 億 1,664 万円
	 	※数値は 2020年 3月末時点

パルシステムグループ概要

商品や環境政策などについて考え方を共有している10生協が、
パルシステムグループを構成しています。

パルシステム東京はこのグループの中で、総事業高と組合員数ともに最大規模の生協です。

パルシステム連合会

商品開発、仕入れ、
商品管理、物流、
情報システムを担当

それぞれの生協

商品やサービスの供給
（個人宅配等）、福祉事
業、組合員活動の支援
ほかを担当

利用事業会員を含めると13生協

パルシステム生活協同組合連合会
パルシステムグループ　会員生協　約162万世帯

パルシステム山梨

パルシステム千葉 パルシステム福島

パルシステム神奈川 パルシステム群馬

パルシステム埼玉 パルシステム静岡

パルシステム茨城	栃木 パルシステム新潟ときめき
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組織統合の歴史

前身生協から現在のパルシステム東京に至るまでの統合の経緯

1970年

1972年

1974年

1976年

1971年

1973年

1975年

1988年

1993年

1995年

1994年

1996年

1977年
〜1987年

1989年
〜1992年

2008年
〜現在

1997年
〜2007年

生協東京マイコープ

生協JOYCOOP

生協パルシステム東京へ名称変更

生協Eコープ

辰巳団地生協（たつみ生協）

あけぼの生協

生協共働社 立川生協

江戸川生協

下馬生協
※設立1946年　　
　1996年に
　合併

小金井生協

西多摩生協

北多摩生協

タマ消費生協

調布生協
（ふれあい生協）
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パルシステム事業

太陽光発電設備（足立センター）

出発前の積み込み作業（大田センター）出発前の積み込み作業（大田センター）

商品を個人宅やグループ（共同購入）へ
配達する配送センターは都内に 17 カ所。
組合員のくらしを支え、持続可能な社会
づくりへの貢献をめざします。

屋上緑化設備（昭島センター）

●配送センター 

●環境配慮型の主な事業所 

青梅センター

昭島センター

板橋センター
東村山センター

府中センター

足立センター

世田谷センター

練馬センター

江戸川センター

八王子センター

多摩センター 狛江センター

池尻センター

大田センター

港センター

江東センター

三鷹センター
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トラックから荷下ろし中
（2017年　府中センター）

お留守時のカバー掛け（2019年　三鷹センター）

見守り安心サービス（2016年より）

配達の様子（2017年　足立センター）

保冷力を向上させ、温度管理を改善
（2020年より）

出発前の積み込み風景（2020年　江東センター）

50周年記念Tシャツで配達中（2020年　江東センター）

口絵
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福祉事業

ぱる★キッズ府中

足立福祉棟外観

上町陽だまり

第二中野陽だまり

都内10カ所で 13の福祉事業所「陽だまり」
を展開。直営保育園の「ぱる★キッズ」は、
高齢者と子どもが一緒に過ごせる複合型施
設として「共生ケア」の充実を図っています。

中野陽だまり（2013年）中野陽だまり（2013年）

●福祉事務所

●主な事業所

東村山陽だまり

府中陽だまり
ぱる★キッズ府中

愛宕陽だまり

狛江陽だまり 上町陽だまり

八潮陽だまり

江戸川陽だまり

足立陽だまり
ぱる★キッズ足立

第二中野陽だまり

中野陽だまり

中野中央陽だまり

東雲陽だまり

辰巳陽だまり
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「野菜くらぶ」のレタスで調理のお手伝い（2018年　ぱる★キッズ府中）

デイサービスの送迎風景
（2020年　足立陽だまり）

共生ケア「高齢者と子どもたちのふれあい」（2019年）

パルシステム食材を用いて自前調理
（2005年　愛宕陽だまり）

ぱる★キッズ足立
（2020年）

ぱる★キッズ府中
食育の一環で「レタス」生産者へ届けたメッセージ

口絵
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公開確認会

ＪＡつくば市谷田部産直部会（2016年　生しいたけ（原木栽培））
ＪＡ山形おきたま（2018年　エコ・つや姫）

野菜くらぶ青森支部（2019年　レタス）

常盤村養鶏農業協同組合（2017年　鶏卵）

産直産地の農作物の栽培・生産方法や安
全性の取り組みを、組合員が直接確認す
る「公開確認会」。パルシステム独自の
活動です。　　※（　　）内は実施年と監査品目

すすき牧場（2006年　牛肉）すすき牧場（2006年　牛肉）
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アップルファームさみず、サン・ファーム、青木農園
（2015年　エコ・りんご）

JAえちご上越（2004年　新潟こしひかり）

JA魚沼みなみ（2006年　エコ・魚沼こしひかり） 佐原農産物供給センター（2002年　無農薬人参、ほうれん草）

大紀コープファーム（2013年　梅） 無茶々園（2014年　糖度保証早生みかん）

口絵
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産地交流

秋田県 秋田南部圏　りんご収獲体験（2013年）

山梨県 御坂うまいもの会　ぶどう収穫体験（2003年）

北海道 富良野青果センター　親子料理教室（2018年）

山形県 JA山形おきたま　生き物調査（2017年） 

「産直方針」に基づき、生産者と組
合員の相互交流を積極的に行ってい
ます。生産者とつながることで産地
に対する理解を深めています。

青森県 藤崎町　田植え体験（2019年）青森県 藤崎町　田植え体験（2019年）
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千葉県 うなかみの大地　収穫体験（2003年）

長野県 佐久市　稲刈り体験（2014年）

北海道 えりも漁協　浜の母さん料理教室（2019年）

北海道 宮北牧場　放牧見学（2019年）

新潟県 JAささかみ　サマーキャンプ（2018年）

新潟県 上越市　酒仕込み体験（2012年）

口絵
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3．年号は西暦を基本とし、適宜、和暦を併記した。

下馬生活協同組合に関する記述について

本誌では、下馬生活協同組合に関する記述は、東京マイコープへの合流に関するも
のなど、ごく限られたものとなっています。同生協は 1946 年 5 月に「下馬三丁目
生協」として設立されて以来 1996 年東京マイコープに合流するまでの間、日本の
生協運動にさまざまな影響を与えてきました。このため、パルシステム東京に至る
前身生協群とは別立てで論じるべき歩みの部分が多く、その歩みを本誌に記載する
ことは本誌の役割を超えるものと判断したためです。
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生協の萌芽

パルシステム東京の前身は、東京都内に拠点
を置いていた複数の生活協同組合（生協）です。
協同組合は、共同で所有し民主的に管理する

事業体を通じ、共通の経済的・社会的・文化的
ニーズと願いを満たすために自発的に手を結んだ
人々の自治的な組織です。発祥は 19世紀のイギ
リスで、産業革命によって工場の生産力が伸び
るなか、長時間労働と低賃金に悩まされ、生活
に困難をきたしていた労働者が自らを守るために
生まれました。
生協は協同組合のひとつの形態であり、日本

国内では 1921 年に設立された神戸購買組合と
灘購買組合（いずれも現・コープこうべ）が、現
代につながる生協のなかでは最初に設立されたと
いわれています。国内の生協がその数を一気に増
やしたのは第 2次世界大戦後の混乱期で、食料
品の確保などを目的として、全国の地域や職場・
大学で設立されました。

1970 年代になるとさらに多くの生協が設立さ
れましたが、これは 1950 年代後半からはじまっ
た高度経済成長がもたらした歪みが引き起こした
現象であるともいえます。経済成長の一側面とし
てインフレが生じ、物価の高騰が生活にさまざま
な悪影響を及ぼす一方で、河川や大気の汚染に
代表される公害や、食品や洗剤に使用される有
害物質が社会問題となり、その解決をめざす人々
による社会運動や消費者運動が盛んになりました。
1960 年、1970 年の日米安保条約改定への反
対運動やアメリカがはじめたベトナム戦争への反
対運動など、既成の権威や価値観を問い直す若
者たちの運動は、日本だけでなく、世界を大きく
揺るがしました。そうした社会背景のなかで、パ
ルシステム東京の源流を担った人々は、地域生
協が行う事業活動そのもの、つまり「運動が事業
をつくり、事業が運動をつくる」活動によって、
くらしと社会に変化をもたらすことを試みました。
身近なくらしを変えることを通して、社会に変化
をもたらそうという生協の誕生です。
その取り組みは生協という組織を通じた「生活

神戸購買組合開設（コープこうべ提供） タマ消費生協通常総代会　1970年代

母体生協の誕生1 1970-1976
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の連帯」を指向するようになり、共同購入という
生協の基本事業へとつながっていきます。さらに、
生産者と消費者との共感・共有関係をはぐくむ
産直事業も生まれました。多くの人々が立場を超
えてつながることで、生命の大切さ、食の安全、
環境を考えて、持続可能な社会・地域づくりに
つなげていくことが、パルシステム東京の各前身
生協における共通の基本理念でした。

東京における生協の創設

1970 年代には、のちにパルシステム東京とな
る地域生協が多数設立されました。その先駆け
となったのが、江東区の辰巳団地生活協同組合
（以下、辰巳団地生協）と、町田市のタマ消費生
活協同組合です。
辰巳団地生協は、1968年より住民の入居がは

じまった辰巳団地の自治会を母体として設立され
ました。当時の辰巳団地は、公共交通が東京駅ま
での1日数本のバスのみという、いわば「陸の孤
島」でしたが、約3,300戸、住民1万名に対して
商店が24店舗しかなく、商品の質が悪く高価で
あることに住民が不満を募らせていました。そのな
かで、住民の自発的な取り組みにより、灯油や酒、
布団などの共同購入が行われるようになりました。
1969 年 8月には辰巳団地自治会ができ、自

治会のなかに生協設立準備会が設置されました。
1970 年 3月 5日、加入者 1,070 名によって辰
巳団地生協の設立総会が開かれ、同年 4月 3日
には正式に都知事の認可を受けました。当面の
活動として、生活必需品の予約計画購入や展示
即売会などが行われ、同年には計画購入申込書
を添付した機関誌『物価と生活』も創刊されま
した。また、「一刻も早く生協のお店がほしい」
という声を受け、団地内に生協の店舗を開設す
るため関係各所に陳情を繰り返すなど苦労して都
の許可を取得し、1971 年 2月 21日、待望の生
協店舗（辰巳店）が正式に開店しました。
1973 年になると、辰巳団地生協は「たつみ生

活協同組合」（以下、たつみ生協）と名称を変更
し、辰巳団地から離れた江東区南砂 3丁目に江
東事業所を開設しました。
一方、同時期に、タマ消費生活協同組合（以

下、タマ消費生協）も設立されました。中心と
なったのは、町田市の鶴川団地で高額な運行料
の深夜バスに異議を唱え、自主運行バスを走らせ
る住民運動に参加していた人たちと、明治大学生
活協同組合（以下、明大生協）です。明大生協
が参加したのは、大学生協連（現・全国大学生
活協同組合連合会）が地域生協を支援する決議
を行い、大学の生協が各地の市民生協づくりに
積極的に参加していったことが関係しています。
タマ消費生協は 1970 年 12月 6日に設立総

会を行い、1971 年 2月に正式に認可を受けまし
た。発足時には明大の学生や生協職員をのべ
3,000 名ほど動員し、新しくできた多摩ニュータ
ウンの団地住民に加入を呼びかけることも行いま
した。1971 年には明大、北多摩、小金井、辰巳
団地の各生協と、財務・人事交流を含め日常的
に協力関係を結ぶようになりました。1971 年度
のタマ消費生協の組合員数は 2,000 名前後に達
し、近隣の地域生協のなかでもひときわ大規模な
生協となりました。
この 2生協のほかにも、のちにパルシステム東

京となる、あけぼの、江戸川、共働社、北多摩、
立川、調布、西多摩の各生協が 1970 年代に
次々と設立されました。

辰巳店営業中店内写真　1970年代
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経済問題への取り組み

各組合員の家計の安定を目標に、1972 年から
はじまったのが「労金貯金運動」です。実施した
のは辰巳団地生協で、辰巳団地のなかで過半数
を占める未組織労働者が、低賃金で将来の保証
もない状態であることを問題視し、消費者運動だ
けでなく、「生活計画の運動」も生協の大きな柱
にすべきだと主張したのが発端でした。
これは生活計画のために労金を利用して教育・
住宅・老後資金を貯め、安心してくらせるように
するものです。運動をはじめて 1年半が経過した
1974 年 3月 31日の時点で 800世帯の組合員
が労金の窓口を利用し、100世帯が生活再建や
住宅建設のために借り入れを行っていました。

灯油・電力問題への対応

1973 年、アラブ石油輸出国機構の石油産出
削減宣言をきっかけとしたオイルショックが全世
界に広がり、国内では不安にかられた人々が洗剤
やトイレットペーパーを買い占めるという事態が
発生しました。同時に、灯油をはじめとする生活
物資を売り惜しんだり、便乗値上げをする小売店
が横行したため、物価高と物資不足が加速し、
石油パニックと呼ばれる混乱状態が引き起こされ
ました。
各生協の商品もその影響を受け、食用油、ト

くらしの課題解決に向けて

これらの地域生協の活動の根底には、大規模
な宅地開発によって生まれた新しい地域コミュニ
ティが抱える課題がありました。食品・生活必需
品の確保や交通の利便性向上は切実なくらしの
課題であり、それを解決・改善するために住民が
自ら事業を運営し、生活の構築と自衛を行って
いくことが、生協の活動の軸となっていきました。
そのなかで基礎となったのは、安全・安心な食

品や生活用品を、適正な対価で得られる仕組みを
つくることでした。米、牛乳、酒類、灯油などの
共同購入はその代表で、多くの生協で設立と同時、
もしくは設立前にはじめられました。共同購入で
は店舗がなくても品物を入手できるようにするた
め、近隣の組合員が数世帯ずつまとまって「班」
をつくり、班ごとに手続きや作業を行いました。
このようにして構成された班は生協の活動の基

礎単位となり、組合員の生活インフラとして機
能するとともに、身近な助け合いの役割も担いま
した。班の規模はたつみ生協の場合で、数世帯
から 20世帯ほどを 1班とし、班長は交代で選出
しました。生協の活動を円滑に行うために、設立
間もない生協では班の確立が重要課題として急が
れました。 辰巳団地生協機関紙『物価と生活』第17号　1971年9月

共同購入の仕分け（タマ消費生協）1970年代

20 沿革編
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たつみ生協においてはサラ金からの借入者を対
象とした相談を実施し、顧問弁護士の手も借り
て、法定金利で返済できるようにするなどの措置
をとりました。一方で、「借金しない生活を」と
いう大規模なキャンペーンも展開しました。
これらの活動がきっかけで、東京労働金庫

（現・中央労働金庫）も借入者の救済に乗り出す
など、運動は生協の外部にも影響を与えました。

自主流通米の供給開始

多くの地域生協で発足時から取り扱いがあり、
多数購入された商品のひとつが米でした。なかで
もタマ消費生協が開発し、供給を行った「珠

たま
米
まい
」

は評判がよく、幅広い受注がありました。タマ消
費生協がたつみ生協と事業連携を行っていたこと
から、珠米はたつみ生協でも販売されました。
この珠米は茨城県水海道地域で栽培されたも

ので、今でいう産直米にあたりますが、当時は食
糧管理法（食管法）によって米の流通が管理さ
れており、販売するには小売免許が必要でした。
各生協は小売免許を取得していなかったため、生
産者と購入者（組合員）を引き合わせる斡旋販
売という形をとり、一方で小売免許の取得を試
みている状況でした。
食管法は米が配給制だった戦時体制下で制定

された法律であり、すでに時代にそぐわない内容
となっていましたが、それにもかかわらず免許の
新規取得はなかなか認められませんでした。その
ため、各生協は地域にある食糧管理事務所と折
衝を繰り返し、工夫を凝らして働きかけを行い、
免許を取得しました。
1976 年 8月、あけぼの生協は大田区内に精

米工場を建設し、混米のない自主管理精米をは
じめました。それと同時にほかの生協もこの精米
工場を利用するようになり、他生協とのつながり
が構築されていきました。
また、たつみ生協、北多摩生協、立川生協で

は酒類を取り扱っていましたが、酒類についても

イレットペーパー、洗剤などは入荷がなくなった
り、発注数を大きく割り込む数量しか供給できな
かったりする状態が続きました。
このような事態を重くみて、たつみ生協とあけ

ぼの生協は共同で石油メーカーに元売りを求め
たり、通産省（現・経済産業省）に抗議したり
する「灯油よこせ」運動を行いました。その結果、
組合員の一冬分に相当する灯油を確保すること
ができましたが、新規加入の組合員への供給分に
は達しなかったため、加入希望を断ることもあり
ました。インフレは公共料金にも及びました。た
つみ生協はそれに反発して、1974 年に電力料金
の値上げに対する抗議行動を自治体と共同で行
い、さらに 1975 年には、石油の闇カルテルに対
する集団訴訟を起こしました。
オイルショックは物資やエネルギーの供給に

支障をもたらしただけでなく、経済成長に歯止め
をかけ、深刻な不況を招きました。そのため生活
苦に陥った人々が、個人向けに高金利で融資を
行うサラリーマン金融（サラ金）から生活費を
借り、返済に窮して多重債務や生活破綻に陥る
ことが社会問題となりました。

灯油の配達（江戸川生協）1970年代中期
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当時、朝日新聞に連載された有吉佐和子の小
説『複合汚染』は、合成洗剤がいずれも有害で
あるとし、世に大きな波紋を広げていましたが、
そうした状況下で、あけぼの生協が全国の生協に
先立って合成洗剤を石けんに切り替えたことは共
感を呼び、のちにほかの生協も参加する石けん運
動へと発展していきました。

販売免許が必要であったため、当初は生協側で
注文を取りまとめ、販売自体は酒造メーカーか
ら組合員に行う斡旋販売としていました。こちら
も組合員が区役所や税務署に何度も足を運んで
販売免許を取得し、日本酒や国産ワインの販売
を行うようになりました。

合成洗剤から石けんへ

1960 年代には洗濯石けんに代わるものとして、
石油由来の界面活性剤アルキルベンゼンスルホ
ン酸ナトリウム（以下、略称ABS）を主成分と
する合成洗剤が広く普及していました。しかし、
浄化槽が整備されていない地域も多く、その場合
は分解されにくいABSが河川などの水質汚濁の
原因となることから、より環境負荷の少ない直鎖
アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム（以下、
略称 LAS）に切り替えた洗剤が登場しました。
日本最大の消費者組織である日本生活協同組

合連合会（日生協）でも、LASを使用した合成
洗剤「コープソフト」を販売し、その後、高級
アルコール系を使用した合成洗剤「セフター」
へと切り替えて安全性を主張し、販売を継続し
ていました。あけぼの生協では当初、日生協の主
張を受け入れてセフターの販売を行っていました
が、一部の組合員から安全性について疑問視す
る声が上がったことから、1974 年に販売を中止
し、石けんへと切り替えました。

たつみ生協酒販免許交渉時

汚れた河川、漂う泡は合成洗剤によるもの　1970年
（東京都環境局HP　写真集　記録「東京の公害」より）
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行ったり、加工食品や雑貨などをプライベートブ
ランド（PB）化することにも着手しました。しか
し、加盟生協の多くは経営が厳しく、当面の資
金繰りが優先されがちで、PB化などの新しい試
みの実行には時間を要しました。

首都圏生活協同組合事業連絡会議 結成

商品の共同仕入れや消費者運動を通して、複
数の地域生協が協力し合うことは珍しくありませ
んでしたが、1976 年になると各生協の連帯をよ
り強固にするため、首都圏に拠点をもつ一部の生
協の代表者が集まって相談を重ねるようになりま
した。一般の流通小売店の大規模化とチェーン
化がすすむにつれて、規模の小さい生協は仕入れ
条件の悪化や商品開発の遅れが目立つようになり、
単独の生協ではその打開が困難でした。しかし、
各生協が連携すれば、組織や事業を拡大し、近
代化するための投資が可能になると考えたのです。
こうして、たつみ生協の本部内に準備委員会

を設置して結成されたのが「首都圏生活協同組
合事業連絡会議（以下、首都圏事業連）」です。
茨城、埼玉、千葉、東京、神奈川にある 19生
協の加盟により、法人ではなく、共同商品開発
や共同仕入れの機構として発足し、1977 年 1月
23日に設立総会を開催しました。
首都圏事業連の事務局はあけぼの生協・久が

原センター内に置き、常勤の事務局長も任命し
ました。また、地域ごとの活動を円滑に行うため
に、東京都内の生協は、23区内に拠点をもつ生
協による「区部会」と、東京西部の各市に拠点
をもつ生協による「多摩部会」を設置しました。
首都圏事業連では商品政策の価値基準を統一

し、良質な商品を適正価格で組合員に提供する
ことを重視しました。そのため、共同仕入れを

組織の連帯と
事業システムの変革2
1977-1989

C h a p t e r

整備期

●  首都圏生活協同組合事業連絡会議（首都圏事業連）
発足時の加盟生協一覧

名称 所在地 組合員数

南埼玉生活協同組合わかば 埼玉県蕨市 1,050

埼玉みどり生活協同組合 埼玉県春日部市 1,300

常総生活協同組合 茨城県北相馬郡 1,200

柏市民生活協同組合 千葉県柏市 1,300

下総生活協同組合 千葉県市川市 3,000

花見川生活協同組合 千葉県千葉市 600

たつみ生活協同組合 東京都江東区 5,600

あけぼの生活協同組合 東京都大田区 6,400

きねがわ生活協同組合 東京都墨田区 500

三河島生活協同組合 東京都荒川区 150

生活協同組合共働社 東京都足立区 2,600

江戸川生活協同組合 東京都江戸川区 1,400

小金井生活協同組合 東京都小金井市 2,100

北多摩生活協同組合 東京都小金井市 2,700

立川生活協同組合 東京都立川市 1,200

婦人消費者クラブ 東京都稲城市 200
調布生活協同組合
（ふれあい生活協同組合） 東京都調布市 1,600

西多摩生活協同組合 東京都青梅市 3,000

けんぽく生活協同組合 神奈川県相模原市 1,800

19生協合計 37,700

・タマ消費生協は1981年に加盟。
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将来を展望し、経営の安定をめざして、中長期
の政策を協議・制定するようになりました。
当時、首都圏事業連に加盟する各生協は、ほ
かの一般的な生協と比較して、共同購入システ
ムの改革に後れをとったことなどが原因で、供給
高と組織率で大きく引き離されていました。ただ
し、一人あたりの利用高はトップクラスを維持し
ており、事業政策に理解と共感を寄せる組合員
も多く、求心力がありました。
組織の拡大についてはその是非を論じながらも、
将来への不安感・不透明感を払拭し、経営の安
定に通じる近代化投資を可能にするため、各生
協は連携をすすめました。この連携の推進によっ
て、一時は停滞していた組織と事業の発展に弾
みがつくこととなりました。
また、単独での拡大をめざした生協もありまし
た。1980 年には北多摩生協が、組合員の声が活
かされる仕組みを維持しつつ規模を拡大するため
に、同生協の周辺地域にあたる府中市、国分寺
市、杉並区に、班を基礎単位とした共同購入会
をつくりました。商品の仕入れと配送は北多摩生
協が行い、組織化や経営・管理運営は各地域の
代表が責任をもつ形で整備されました。この共同
購入会は規模が当初の 3、4倍に拡大した 1987
年をもって北多摩生協に統合されました。
1981年、タマ消費生協が首都圏事業連に加
盟しました。1985年には北多摩、立川、調布、西
多摩の4生協が三商食品株式会社（現・共生食

コンピュータ導入とシステム統一の推進

1980 年代には、全国の生協で共同購入シス
テムの近代化がすすみました。その中心になった
のが、注文書の処理に光学読取機と連動したコ
ンピュータシステム（OCR）を導入したことと、
代金の口座引き落としによる集金業務の自動化
です。このような近代化を行うことによって、共
同購入に関わる作業が大幅に合理化・効率化さ
れ、注文から配送までの時間が短くなり、導入し
た生協はその後急成長しました。
首都圏事業連でもOCRの導入は盛んに検討さ

れましたが、導入によって作業の機械化がすすむ
と、人と人とのふれあいの場がなくなり、生協運
動の本質を損なうという理由で反対する組合員が
少なくありませんでした。また、個別の加盟生協
は比較的小規模であり、高額な初期費用が大き
な負担となることから、OCRへの投資はなかな
か決断できませんでした。
しかし、各生協が連携すれば投資の負担が低

減され、効果も期待できるため、1985 年にたつ
み生協とあけぼの生協が共同でOCRを導入しま
した。これは両生協が取り組んでいた「週 1回注
文、翌週配達、青果の小単位化」という改善の
延長線上にあるものでした。また同時に、班別注
文方式を個人別注文方式とすることで、誰もが
参加できる共同購入をめざすという意図もありま
した。それにともない、この 2生協では商品案内
と注文方式を統一し、合同商品委員会を設置し
ました。1986 年頃には注文から配送までの時間
が大幅に短縮されて、毎週の注文書回収と翌週
配達が実現しました。
1987 年には江戸川生協もここに加わり、3生

協の注文書とOCRシステムが統一されました。
（中見出しC）

経営の安定が課題に

首都圏事業連の発足以来、各生協では組織の

Eコープ注文書の読み取り処理　1980年代後期
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しました。未法人ながら、将来の法人化を意識
した名称変更でした。同時に首都圏コープ協議
会を設置しました。首都圏コープ協議会は、連
合会出発当初に厚生省（現・厚生労働省）の行
政指導等もあり、事業活動と組織活動を分離す
る必要が生じ、事業連合会とは別の任意団体と
して設置し、組織活動や社会運動については、
協議会の場で会員生協協同の組合員活動やグ
ループとしての社会活動を展開しました。2年後
に協議会は解散しましたが、連合会との一体化
までの間、事業連合における組合員参加の場と
して有効に機能しました。
（中見出しD）

合成洗剤追放と「粉石けん　水ばしょう」

公害や環境破壊に反対する立場から、各生協
は改善に向けたさまざまな取り組みを行っていま
したが、それが首都圏事業連の取り組みへと発展
して誕生したのが「粉石けん　水ばしょう」です。
水質汚濁の原因になる合成洗剤を追放し、石

けんを使用する取り組みは、従来から複数の生協
で行っていましたが、石けん原料も主成分を国内
で調達したいという声を受け、米ぬかを主成分と
する石けん製造を行っていたボーソー油脂株式会
社と首都圏事業連が共同で、衣料用石けんの開
発をすすめることになりました。開発にあたって
は、1976年 12月ボーソー油脂で「米ぬか粉石け
ん」として開発され、1977年春に「粉石けん　水

品株式会社）に生鮮品の仕分けを共同で委託す
るようになり、1986年からコンピュータの共同利
用を行うようになりました。1987年にはこの4生
協の共同商品部が発足し、注文書の統一も行わ
れました。
1988 年にはそこにタマ消費生協（1981 年に

首都圏事業連に加盟）を加えた多摩地区の 6生
協が共同で立川駅前に共同商品部を置き、同時
に仕分けセンター「多摩連帯事業センター」を神
奈川県相模原市に建設しました。ここは 1階に
冷凍・冷蔵設備と仕分け設備を備え、2階にはコ
ンピュータを備えた事務室と会議室を置きまし
た。稼働は同年 7月からで、それまでは注文書
の提出後、商品が届くまでに中 2週間を要しま
したが、稼働後は注文書提出の翌週に届くなど、
注文から商品が届くまでの時間が大幅に短縮され
ました。この段階では注文書と商品が統一された
のは 5生協で、タマ消費生協は独自の商品と注
文書を使用していました。
一方、区部会でもいっそうの連携がすすみ、た

つみ生協とあけぼの生協が「より質の高い連帯」
をめざして共同で京浜島に建設した配送センター
「せいきょう共同事業センター」が、1986 年 7月
より稼働しました。
このようにして、かつては小規模であった地域

生協も、互いに連携し、経営資源の共有化を図
ることで、経営の安定をめざすようになりました。
そのような状況下で、首都圏事業連は 1987

年に名称を「首都圏コープ事業連合会」に変更

生協・共同購入研究会発行『きょうどうのわ』第1号　
1983年6月25日号表紙

せいきょう共同事業センター内、当時の作業風景
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の取り組みは「3.16 合成洗剤返還行動」として、
その後の全国の石けん運動に大きな波及効果を
もたらすこととなりました。
1984 年には、江戸川生協がたつみ生協と協力
し、すべての合成洗剤を公共施設から追放する
ことを求める署名を集め、江東区議会へ提出し
ました。一方で、1979 年には、タマ消費生協が
大気汚染測定調査をはじめるなど、環境汚染に
反対し阻止するための取り組みも、複数の生協で
すすめられました。
（中見出し E）

畜産とハム製造の開始

首都圏事業連という協力体制ができたことで、
取扱品の PB化やそれを製造する関連会社の設立
がすすむようになりました。
首都圏事業連の発足 2年後にあたる 1979 年
には、株式会社事業連畜産が設立されました。
同社ではたつみ生協江戸川事業所の一部を改造
して精肉処理場とし、産直肉を冷蔵で供給する
事業を行っていましたが、このように精肉を自前
で加工するのは、当時の生協としては画期的な試
みでした。
1983 年に株式会社事業連ハムが設立され、PB
のハムやソーセージの製造を開始しました。事業
連ハムはのちに事業連畜産に統合され、事業連
畜産は 1987 年に株式会社首都圏コープ（現・
株式会社パル・ミート）と改称しました。

ばしょう」と名付けられ、あけぼの生協、下総生
協で取り扱いがはじまりました。
「水ばしょう」の名前は首都圏事業連に加盟す
る全生協より募集した案から選ばれたものです。
供給後も順次改良が加えられ、水に溶けやすく汚
れ落ちのよい粉石けんとして、その後も改良を重
ね、現在も組合員に親しまれています。
環境保全を目的とした脱合成洗剤・石けん推

奨の動きは、首都圏事業連のなかで唯一石けん部
会を置いていたあけぼの生協が、各生協との連
絡・報告・意見交換等をしながら、石けん運動を
すすめた経緯があり、社会運動としても継続され、
1980年 11月 12日には合成洗剤追放集会が開
かれました。会場となった全電通会館には、首都
圏事業連加盟の各生協から400名以上の組合員
が集まり、集会終了後に東京・神田小川町の会
場から御茶ノ水駅まで、ゼッケンやプラカードを
掲げてデモ行進を行いました。これが首都圏事業
連として初めての組合員同士の交流となりました。
集会と連動して実行委員会も結成され、合成

洗剤を追放し、石けんの使用を訴えかける運動は
継続的に行われました。組合員が贈答品として受
け取った使わない合成洗剤を実行委員会が無償
で回収する取り組みも行われました。回収した合
成洗剤は約 2.5t に達し、返還の通知を行ったの
ちに 3台のトラックに積み込んで、1981 年 3月
16日に日本橋にある石けん洗剤工業会前の路上
に積み上げました。石けん洗剤工業会からの対応
はありませんでしたが、この様子はテレビの
ニュースなどを通じて全国に報道されました。こ

1981年3月16日　合成洗剤返還行動、当日の写真

産直肉の自前処理光景　カタログ『えぷろん』表紙（1988年）
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「たすけあい」の事業化

日生協が 1984 年から「たすけあい共済」に取
り組んできたのを受け、首都圏事業連に加盟する
各生協でも、共済の事業化が検討されるようにな
りました。1989 年 12 月には多摩地区の 5 生協

（タマ消費、北多摩、立川、ふれあい、西多摩の
各生協）の代表者 7 名が株主となり、けんぽく生
協も設立発起人となって、株式会社コープふれあ
いサービス（現・株式会社パルふれあいサービ
ス）を設立しました。同社では損害保険と共済事
業を開始し、各種保険を集約して保険料の低減を
図る形で事業化を行いました。同年には首都圏事
業連の多摩部会でたすけあい委員会が発足しまし
た。その後、法人化された生活協同組合連合会 
首都圏コープ事業連合の発足にともない、コー
プふれあいサービスは 1992 年より同連合の子会
社となり、同時に事業内容を保険代理業に特化
しました。
（中見出し H）

くらしに関する運動

首都圏事業連が発足してからも、各生協は単
独、もしくはほかの生協と連携して、くらしと密
接に関連した運動を盛んに行いました。

あけぼの生協では 1976 年より、低農薬米を
生産している長野県の佐久平農協と交流をもち、
米を仕入れていましたが、一方で国は、米の作付
けを減らし、転作を推奨する減反政策をすすめて

1991 年に商品委員会において豚肉・豚肉加
工品の商品政策をまとめたことで、豚肉は 3 産
地（海老名畜産・黒豚産地のサンシンファー
ム・山形コープ豚）を共有し、加工肉は有限会
社中津ミート（海老名畜産の子会社）の取り扱
いを止め、自前工場の山形事業所に一本化する
ことになりました。
（中見出し F）

食品のPB化はじまる

首都圏事業連の発足後、早い段階で PB 化が
すすめられた商品のひとつが牛乳です。1970 年
代に一般に販売されていたのは、生乳を加工した
調整乳が多く、なかにはヤシ油やでんぷんを加え
たものまでありました。そこで「本物の牛乳を」
との思いから開発をすすめ、1981 年に「こんせ
ん牛乳」が誕生しました。これは冷涼な気候で病
虫害が少なく、牧草への農薬使用を抑えられる北
海道根釧地区で生産された牛乳です。その後改
良を加えて 1987 年に発売した「こんせん 72 牛
乳」は、72℃で 15 秒殺菌する牛乳で、現在もパ
ルシステムの人気商品となっています。

PB 化は牛乳のほか、加工食品でも行われまし
た。肉の加工食品といえば真っ赤なウインナーが
全盛だった 1983 年に、できる限り添加物を抑
えた産直肉のハム・ソーセージの製造を開始し、
その後、無塩せき製法のハム・ソーセージを開発、
実現しました。

さらに、1983 年頃には首都圏事業連と三商食
品が共同で、消泡剤を使わない豆腐の開発をはじ
めました。当時は減反政策により、米農家の転作
が奨励されていましたが、その転作作物として山
形県西根農協で生産していた大豆を用い、産直
大豆の PB 豆腐をつくろうという挑戦です。

消泡剤を使わずに豆腐を適度な硬さにするのは
非常に難しく、1986 年頃にようやく安定した品
質の「産直大豆 100％・にがり（塩化マグネシ
ウム）・消泡剤不使用」の豆腐が供給できるよう
になりました。

1981年　こんせん牛乳 1987年　こんせん72牛乳
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つみ生協とあけぼの生協が事業連携するようにな
り、同じく区部会に属する江戸川生協が、1987
年 4 月から注文書と OCR システムを統一のうえ、
共同事業センターに参入したのを機として、3 生
協が合併する案がもち上がりました。

合併に際しては、経営の安定と成長が期待で
きる半面、大規模化した組織に個々の組合員の
声が届かなくなるのではないか、また、各生協の
オリジナル商品がなくなるのではないかといった
不安から、賛成・反対いずれの意見も寄せられま
したが、各生協ではそれらをくみとって調整を行
いました。このようにして、たつみ・あけぼの・
江戸川の 3 生協が合併し、1988 年 4 月 1 日に誕
生したのが、「生活協同組合 E コープ」です。E
コープの E は「EAT、EARTH、ECOLOGY」を意
味しています。

E コープは組合員数 3 万 5,192 名、江東、江
戸川、墨田、中央、葛飾、足立、品川、大田、
目黒、世田谷、港、渋谷の 12 支部をもつ組織と
なりました。従来の生協と同様に各種委員会を
設置するほか、組合員活動をバックアップする組
織運営課を新たに設け、班会議や地区運営委員
会の取りまとめや、運営委員に毎月配付する

『運営情報』などを発行するようになりました。
（中見出し J）

平和と脱原発をめざす運動

各生協の運営が軌道に乗ってくると、組合員

いました。あけぼの生協はこれに反発し、1978
年に減反反対運動を展開して、佐久平農協代表
とともに、農林水産省に陳情を行いました。

1979 年には、たつみ・あけぼの・江戸川の 3
生協が共同で消費税の導入に反対する運動を行
いました。当時の日本において消費税は定められ
ていませんでしたが、財政再建のために一般消費
税の導入が閣議決定されました。それに対しこの
3 生協は、反対署名を 8,000 名分集めたうえで
大型間接税（一般消費税）反対全国集会に参加
し、江東区や国会へ請願行動を行いました。こ
の法案には多くの国民が反発し、同年 5 月に廃
案となりました。

1989 年 3 月には E コープ（後述）において、
生活クラブ生協や消費者グループと共同で、食
品安全条例制定のための署名活動に取り組むよ
うになりました。条例の骨子は食品の安全性の見
極めに都民の意見を取り入れ、同時に認証制度
などの明確な安全基準をつくることでした。

同年 9 月までに全体で 55 万 4,848 名、E コー
プでは 4 万 686 名の署名を集め、都知事あてに
本請求を提出しました。

E コープ誕生

首都圏事業連の結成により、加盟生協の統合
もすすみました。1987 年にはたつみ生協が生協
共働社を吸収し、その後、区部会に所属するた
つみ・あけぼの・江戸川の 3 生協が合併を決定
しました。合併のきっかけは共同購入で利用する
注 文 書 の OCR 化 でした。 初 期 投 資 のかさむ
OCR システムを導入するため、1985 年から、た

あけぼの生協事務所

たつみ・あけぼの・江戸川の3生協統一機関紙『協同の輪』
1988年2月号
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組合員の自発的な学び

安全・安心なくらしと平和への願いは、その背
景を知って、より良い将来をつくるための「学
び」を必要としました。
1976 年には、あけぼの生協が「より安全な商

品を私たち自身の手で」をスローガンに、牛乳
部会や石けん部会など、5つの特別専門部会を発
足させました。活動内容は、牛乳部会の場合で
あれば、産地である北海道の牧場の視察を行い、
取扱商品の選定に活かすといったものでした。
同年にはあけぼの生協において「生協学校」が

設立され、運営委員、理事、職員がともに学習
して商品知識を深め、組合員に呼びかけていく体
制がつくられました。
その後、生協学校は商品知識にとどまらず、平

和や環境問題にも範囲を広げた学習会を次々と
行うようになりました。
たつみ生協においても 1981 年に生協学校がス

タートし、1987 年頃には継続的に開かれるよう
になりました。
たつみ・あけぼの・江戸川の 3生協が Eコー

プに統合されてからは、Eコープ内に「生協学校
委員会」が設けられ、生協学校が継続的に開催
されました。また、調布生協では 1983 年に第 1
回となる生協学校が開催されました。こちらは全
10回開催し、1987 年をもって終了しました。

により、平和を守るための活動が行われるように
なりました。1982 年、たつみ生協が「下町反戦
の集い」をはじめたのをきっかけとして、同年に
米国ニューヨークで開かれた第 2回国連軍縮特
別総会に、たつみ生協の代表者が派遣されまし
た。派遣の費用はたつみ・あけぼの両生協のカン
パなどがあてられました。代表者は核兵器完全禁
止と軍縮を要請する署名 4,554 名分を携えて同
会に参加し、帰国後は生協学校で報告会を開催
しました。
また、原爆被災地の訪問も行われるようになり

ました。1983 年、江戸川生協の代表が広島を訪
問し、アニメーション映画『はだしのゲン』の上
映会を実施しました。同年 11月には同生協で平
和委員会が発足し、映画の上映や講演によって
戦争体験を語り継ぎ、平和の尊さを広める活動
を継続的に行う体制がつくられました。さらに
1986 年に広島、1987 年には長崎の慰霊祭に平
和委員が出席し、戦争の歴史と悲惨さを伝える
報告集がつくられました。
原子力発電に反対する声も高まりをみせ、

1982 年にタマ消費生協が映画『世界は恐怖す
る』を上映して原発に反対する姿勢を明確にし
たのをはじめ、1989 年には、Eコープが、脱原
発法制定を求める署名活動に向けた連続学習会
を開催しました。

あけぼの生協機関紙『ぴおねーる』1982年7月号 生協Eコープ・生協学校委員会講演録　1994年7月
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川生協、小金井生協（以上、東京）、柏市民生
協、下総生協、花見川生協（以上、千葉）、南埼
玉生協わかば、さきたまグリーン生協（以上、埼
玉）、けんぽく生協（神奈川）、茨城労生協、常
総生協（以上、茨城）、生協よつば会（栃木）の
16 生協で、組合員数は合わせて約 23 万名でし
た。

法人化以降は、共同事業体制の整備が加速し、
商品と注文システムの統一がすすめられました。

首都圏コープ事業連合としての事業開始を目
前にして、産直生産者と加盟生協、連合会は共
同で「首都圏コープ生産者消費者協議会（以下、
生消協　現・パルシステム生産者・消費者協議
会）」を設立し、それ以前の生消提携の関係から
さらに一歩踏み込んだ連携の基盤を固めました。
生消協は、それまでバラバラであった生産者同士
の絆を深めるとともに、恒常的な生産者組織と
消費者組織の提携機関として、交流だけでなく、
農法や農業問題への共同の取り組みを強め、生
産物の出荷基準づくりに至るまで組織的に検討
をすすめました。

一方で、産直以外の食品や生活用品メーカー
などの取引先の自主的な連帯組織として、「首都
圏コープ協力会（以下、協力会）」が 1991 年に
組織されました。協力会では、品質管理部会、
物流部会、環境部会、組合員交流部会などを設
けて、活発な活動を展開するようになりました。
（中見出し B）

商品とカタログの統一

法人となった首都圏コープ事業連合には共同

首都圏事業連は法人認可へ

首都圏生活協同組合事業連絡会議（首都圏事
業連・1987 年に首都圏コープ事業連合会に改
称）の設置によって各生協の事業連携がすすみ、
商品開発や産直産地の開拓が積極的に行われた
結果、事業高は徐々に増加していきました。それ
にともない、取引高が増加した取引先との信用問
題や、増加する職員の身分保証などの問題が顕
在化するなど、法人でないことにより、運営に不
都合が生じるようになりました。そこで、首都圏
事業連を事業協同組合として法人化しようという
動きが起こりましたが、厚生省と折衝を行った結
果、生協は事業協同組合をつくることはできない
という法解釈のもと、いったんは却下されました。

しかし、1987 年に北関東の生協の物流連合組
織が、生協の事業連合会として認可されたのを機
として、首都圏事業連においても法人化の実現が
期待されました。そこで再び厚生省や政治家への
働きかけを行ったところ、法人化が認められ、1990
年 2 月に生活協同組合連合会 首都圏コープ事業
連合（現・パルシステム生活協同組合連合会、
2005 年より名称変更）となりました。

発足時の加盟生協は、E コープ、北多摩生協、
タマ消費生協、西多摩生協、ふれあい生協、立

さらなる連帯と運動の広がり3 1990-1995

C h a p t e r

組織拡大期

首都圏コープ事業連合マーク
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を組み合わせた造語で、「個人の参加が大きな協
同をつくり出す」ことの意味を込め、働いている
人や班をつくれない事情をもつ人も、生協の仲間
として自助と協同の精神を共有しようと名付けた
ものです。
パルシステムは導入時に 150名だった利用組

合員が、2年半で 8,000 名に到達するなど急成長
を遂げ、独自の『パル通信』を発行したり、料
理講習会や産地見学、地域集会などの活動を行
いました。1993 年度には首都圏コープ事業連合
も実験事業として個配「パルシステム」を開始
しました。パルシステムはほどなくして軌道に乗
り、その後の飛躍的な拡大によって事業の柱へと
成長していきました。
（中見出しD）

容器のリサイクル・リユース開始

1980 年代なかば、牛乳の紙パックが上質なパ
ルプを原料に使用していることから有効資源とし
て注目されるようになり、各地でリサイクル運動
がはじまりました。しかし、首都圏コープ事業連
合の PB商品であるこんせん牛乳のパックは、
1983 年より未ざらし（未漂白）の紙を使用して
いたため、通常の白い牛乳パック（漂白済み）
の回収ルートにのせることができませんでした。
そこで、首都圏コープ事業連合は1990年に牛
乳パックリサイクルプロジェクトを発足させ、加
盟生協の環境委員会を中心に、未ざらしパックを
活用した商品を独自開発するため、学習会や製紙

商品委員会が設けられ、各生協の商品構成を統
一する取り組みがはじまりました。同委員会では、
各生協が自分たちで開発し、育ててきた独自品
が、統一によって消えてしまうのではないかとい
う危惧により、激論が交わされましたが、最終的
には各生協の独自品を一部残す形で注文書を統
一することを決定しました。
新しい注文書は、全生協で統一された商品を

掲載する「統一版」と地域部会ごとの商品を掲
載する「ローカル版」を設け、さらに各生協の独
自品を、注文書への番号記入により申し込める
仕組みを採用しました。
この新しい統一注文書は「エプロン」の名称

で、1991 年 4月から配付されました。
（中見出しC）

個配「パルシステム」のはじまり

各生協が連携し、購入システムやカタログの
統一がすすんだことで、首都圏コープ事業連合の
加盟生協は、組織・事業とも徐々に拡大してい
きました。しかし共働き家庭の増加などによって
人々の生活環境や価値観が変わり、共同購入だ
けの業態ではそれ以上の成長が望めなくなりまし
た。そのため運営コストの増加を懸念しながらも、
個人宅配（以下、個配）の導入を検討する生協
が現れるようになりました。
1990 年秋には、北多摩生協、ふれあい生協、

南埼玉生協わかばが共同で個配を開始しました。
この個配システムは「仲間づくり」の意味を込め
て「パルシステム」と命名されました。パルシス
テムとは、英語の pal（友達）と system（制度）

初期の個人宅配専用トラック

生協Eコープ機関紙『ひろば』商品統一について1991年5月号
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1993 年は冷夏と日照不足のため記録的な米
不足となり、タイや米国から米の輸入が行われま
した。従 来、国 内 農 業の保 護を訴えてきた E
コープでは、このような状況を経験して改めて日
本の農業が抱える問題を痛感したことから、同年
10 月に食糧自給の回復と食糧の安全を求める署
名活動を行いました。

1995 年になると、首都圏コープ事業連合が、
米のより安定した生産と供給をめざす「予約登録
米」の取り組みをはじめました。

組織拡大期の組合員活動

1990 年 4 月 22 日、環境問題に取り組む世界
規模の運動「アースデイ」が、日本で初めて開
催されました。E コープはアースデイ実行委員会
に参加し、アースデイの実現に向けて支援しまし
た。一方、各支所、店舗、文化委員会が中心と
なって準備をすすめ、同日に江東区・夢の島公
園で行われた「アースデイ・フェスティバル」に

「E コープ館」を出展しました。館内には「地球
にやさしい生活」をテーマにした展示や体験コー
ナーを設け、「大人 4 人の家庭が出す可燃ゴミは
1 カ月平均約 60kg」と表示し、その重さを来場
者に体感してもらう展示を行いました。この試み
は話題となり、翌日の毎日新聞朝刊で取り上げ
られました。1991 年には、E コープが水質安全
基準の見直しを求める署名活動を行い、都をは

メーカーとの交渉を行いました。その結果、未ざ
らしパックを再生したトイレットペーパーやティッ
シュペーパーが製品化されることになりました。

その後、リサイクルを求める声は紙以外の分
野にも広がり、1991 年には、E コープが他団体
とともにリサイクル条例の制定を求める請願署名
55 万名分と、「リサイクル条例要綱」の提案を
提出し、都議会への働きかけをすすめました。

1994 年には、首都圏コープ事業連合が他生
協と共同で、リユースびんの種類をそれまでの
15 種類から 4 種類に規格統一をしたことで、E
コープとジョイコープ（後述）もリユースびん商
品の効率の良い供給と回収が可能になりました。

食の安全とジーピーエスの設立

1992 年、首都圏コープ事業連合は物流会社
の株式会社全通との共同出資により、青果と米
の産直企画・仕入れ、物流の一部を行う株式会
社ジーピーエスを設立しました。ジーピーエスは

「Green Plaza System」の頭文字をとった名称
で、それまで外注していた物流機能に商務機能
を加えて一体化し、食品の鮮度の向上と取扱品
目の増加を実現して、組合員の要望にきめ細か
く対応することを目的とした会社です。

この頃、食に関連した運動や、新たな取り組み
もはじまりました。1992 年、E コープはポストハー
ベスト問題に関連して新残留農薬基準の取り消
しを求める運動に取り組み、弁護士や他団体と
ともに厚生省を相手取り、裁判を起こしました。

牛乳パックリサイクルチラシ　1990年頃

（株）ジーピーエス設立　1992年
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ジョイコープ誕生

1993 年 4月、多摩地域に拠点をもつタマ消
費、北多摩、立川、ふれあい、西多摩の 5生協
が合併して「生活協同組合ジョイコープ」とな
りました。これはバブル経済崩壊後に不況が長期
化するなか、経営の安定と組織の規模拡大をめ
ざしたものです。名称は、組合員より寄せられた
名称案にて投票を行い、総得票数のうち、
「JOYCOOP」 と「JOYCOOP　TAMA」 が 5割
を占めました。新生協の活動エリアが都内全域
であることも考え、「TAMA」に限定されない
「JOYCOOP」に決まりました。シンボルマーク
は、「よろこび、躍動感、広がり、環境（水と青
空）、ひとを大切に、あたたかさ、クリーン感、
五つの生協」などを表現しました。
合併初年度の重点活動目標として「5万人の

組織づくり」が挙げられ、同年 10月に達成され
ました。
合併と同時にコープ共済「たすけあい」にも取

り組みました。割安な掛け金で医療保障など需
要の高い保障を充実させた共済制度で、ジョイ
コープの合併記念事業という位置付けでした。
同年 9月には、高度経済成長を前提とした組

織体制を改め、低成長時代に即した低コスト運
営が可能な事業構造への転換をめざす業務改革
がはじまりました。この改革により、部門再編を
行って効率の良い業務組織に改めるとともに、業

じめとする各自治体での請願採択に活かされるよ
うになりました。
環境問題への取り組みは首都圏コープ事業連

合でも推進されました。1992 年、ブラジル・リ
オデジャネイロで環境サミットと併行してNGO
が開催した「’92 グローバル・フォーラム」に、4
名の代表が派遣されたのもそのひとつです。その
1名は、Eコープ環境委員会メンバーでした。委
員の帰国後はフォーラムの内容とともに現地の経
済格差の状況が報告され、新たな問題提起がな
されました。
また、ジョイコープでは設立間もない 1993 年

6月に創刊した『ごまめ新聞』を、環境問題を全
体に伝える重要な媒体と位置付け、省エネル
ギーや核廃棄物問題をはじめとする幅広いテーマ
を取り上げました。
生活者の権利を守る運動も行われました。E

コープは消費者被害の防止・救済につながる製
造物責任法（PL法）の立法化が先送りされてい
ることに反発し、1992 年頃から PL法の早期制
定を求める運動に取り組みました。署名活動や区
議会への請願要望提出を行う一方で、行政区ご
との学習会を開催し、1993 年秋には国会請願要
請活動を繰り返し行いました。
ジョイコープにおいても、1993 年春に PL法

の早期制定に向けた請願署名活動を行い、同年
秋にはほかの都内消費者団体とともに、署名を都
議会に提出しました。
（中見出しG）

生協Eコープ機関紙『ひろば』アースデイ・フェスティバル
1990年6月号

生協JOYCOOP合併当時の広報チラシ
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国際協同組合同盟（ICA）原則採択

1990 年以降、日本の生協の多くは転換期を
迎えていました。組合員、出資額は伸びていたも
のの、事業実績の改善はなかなかすすまず、店舗
事業の赤字体質と共同購入の収益低下を個配が
カバーする構造となり、全体の収益性は低下傾
向にありました。共済事業は順調に成長していま
したが、競争の激化と規制のなかで、事業全体
は革新を求められていました。

また、世界的にも 1980 年代末から 1990 年
代にかけ、冷戦構造が崩れて市場経済のグロー
バル化がすすんだことが影響し、協同組合は構造
改革を迫られていました。そのような状況で、
1995 年、イギリスのマンチェスターで国際協同
組合同盟（ICA）大会が開催されました。ICA 創
立 100 周年にあたるこの大会では、協同組合の
アイデンティティが改めて問い直され、「定義」

「価値」「原則」が決定・明文化されました。国
際 協 同 組 合 同 盟（International Co-operative 
Alliance、ICA）もこの声明を採択しました。

協同組合の『原則』
協同組合原則は、協同組合がその価値を実
践に移すための指針である。

［第 1 原則］自発的で開かれた組合員制
［第 2 原則］組合員による民主的管理
［第 3 原則］組合員の経済的参加
［第 4 原則］ 自治と自立
［第 5 原則］教育、訓練および広報
［第 6 原則］協同組合間協同
［第 7 原則］コミュニティへの関与

務改善タスクフォースを設置し、7 カ所にあるセ
ンター（拠点）の業務の効率化をすすめました。

また、1994 年度には、商品開発や組合員活動
で交流のある E コープ、下馬生協、小金井生協
との組織統一をめざすことも明言されました。
（中見出し H）→画像なし

店舗事業の動向

のちにパルシステム東京に統合される各生協は、
商品の供給体制として 3 つのルートをもっていま
した。発足時はその中心であった「無店舗による
共同購入」と、新たにはじめて急成長中の「無
店舗による個配」、および「店舗」です。

しかし、1990 年以降は人々の生活の変化など
によって、共同購入と店舗の利用高や利用者数
の落ち込みが目立つようになりました。とくに店
舗事業は不振で赤字店も少なくなかったため、店
舗リニューアルなどの活性化対策を行い、挽回
をめざしました。
（中見出し I）→画像なし

協同組合の『定義』
協同組合は、共同で所有し民主的に管理す

る事業体を通じ、共通の経済的・社会化的・
文的ニーズと願いを満たすために自発的に手を
結んだ人々の自治的な組織である。

協同組合の『価値』
協同組合は、自助、自己責任、民主主義、

平等、公正、そして連帯の価値を基礎とする。
それぞれの創設者の伝統を受け継ぎ、協同組合
の組合員は、誠実、公開、社会的責任、そして
他人への配慮という倫理的価値を信条とする。

協同組合アイデンティティに関する声明
―協同組合の『定義』『価値』『原則』—

国際協同組合同盟（ICA）
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生しました。この統合により、14配送センター、
16店舗、組合員約 14万名、事業高約 300億
円に達する大規模な生協になりました。本部は首
都圏コープ事業連合と共同で取得した土地に、
配送センターとして機能する稲城コープビル /東
京マイコープ稲城本部ビル（稲城市大字百村）
を建設し、そのなかに置きました。
また、「『食べもの』『地球環境』『人』を大切

にした『社会』をつくります」を組織の理念とし
て掲げました。
東京マイコープ設立後の第 1回通常総代会で

は、今後も首都圏コープ事業連合との事業協力
や交流をすすめるとともに、東京における主導的
な生協として成長をめざすことが明言されました。
2001 年には理念に基づきビジョン構築を行う

取り組みがはじまり、2004 年 6月に「東京マイ
コープ 2015 ビジョン」が制定されました。これ
は「東京マイコープは、生活協同組合として、
組合員のくらしを多様に創造し、一人ひとりが輝
いているコミュニティづくりと持続可能な資源循
環型社会づくりをすすめます」という言葉にはじ
まる、「くらし」「地域コミュニティ」「社会」の
ビジョンを明らかにしたものです。
事業・経営構造の改革を目的として、職員の

処遇の見直しも行いました。それにより、業績を
重視した新人事制度を 2004 年 4月から正規職
員を対象として導入しました。また、職員の次世
代育成を意図した男女平等参画や個人の生活と
仕事の両立が課題となり、それを実現するために、
次世代育成支援対策推進法に基づいた基本方針

東京マイコープ誕生

1990 年代半ばになると、バブル崩壊後の消費
低迷により全国の生協は厳しい経営を迫られるよ
うになりました。とくに共同購入の落ち込みが顕
著となりました。それらは共同購入を支える消費
者人口層の減少傾向が続いていること、共同購
入自体が時代の変化（消費者の生活スタイルや
ニーズ変化、生協を取りまく環境変化）に十分
対応できていないこと等に起因していました。収
益を圧迫するなかで、Eコープ、ジョイコープ、
下馬生協、小金井生協の 4生協は組織統一をめ
ざして準備をすすめました。
1995 年 6月、4生協の代表者で構成する統一

推進委員会が発足して準備が本格化し、翌
1996 年 2月に都より合併認可が下りて、同年 4
月 1日に「生活協同組合東京マイコープ」が誕

安全・安心に向けた
ブランド強化4
1996-2010

C h a p t e r

事業成長期

東京4生協組織合同議定書調印式
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ン』と『パル＊マート』を統一し、個人対応型
無店舗事業のための統一版カタログ『エプロン・
パル』としました。
前年の 1998 年には、個配を主力事業とし、
その体制を強化して組合員への配達を安定して
行うために、東京マイコープは子会社「株式会
社マイコープエクスプレス（現・株式会社パル
ライン）」を設立しました。設立時の出資比率は
東京マイコープ 70％、株式会社アシスト（現・
株式会社ロジカル）20％、株式会社総合物流シ
ステム（現・SBSホールディングス株式会社）
10％で、立川・稲城の両センターの個配供給エ
リアから配送をはじめました。
2000 年には世帯構成や生活様式の多様化を
受けて、ライフステージ別のカタログ『マイキッ
チン』と『Kinari（きなり）』を創刊しました。『マ
イキッチン』は子育て世帯向け、『Kinari』は大
人世帯向けです。翌 2001 年にはさらに、乳幼
児がいる世帯向けのカタログ『YUMYUM!!（ヤ
ムヤム）』を追加してカタログを 3種類とし、イ
ンターネットで注文できる「オンラインパル」も
開始しました。
2008 年 4月には、パルシステムの利用形態
を「個人パル」（1名）、「ふれんどパル」（2名）、
「グループパル」（3名以上）の 3種類に整理し
ました。（中見出しC）→画像なし

と行動計画を制定しました。
2007 年 5月には、次世代育成を支援する事

業体など一定の基準を満たした「子育てサポー
ト企業」に認定されたことを示す「くるみんマー
ク」を都内生協として初めて取得しました。
2010 年になると、嘱託職員が意欲をもって長く
働けるよう「専門職員」制度への移行を実施し
ました。新たな「専門職員」制度は、入協後約
1年を経た時点で有期契約から無期契約へ転換
することを可能としたこと、賞与制度の新設
（無期契約者対象）、評価制度において一定の点
数を獲得した職員であれば誰でも正規職員への
登用試験を受験できるように改善、などが主な
改革の柱でした。この制度は同年 12 月より施行
され、専門職員 164 名中 93 名が無期契約に移
行しました。
（中見出しB）

個配の強化とネット注文の開始

首都圏コープ事業連合は、好調な個配事業を
戦略業態として位置付け、業態確立のための改
革に着手しました。その一環として、1996 年 4
月に個配用カタログ『パル＊マート』を創刊し
ました。1999 年には共同購入カタログ『エプロ

『Kinari』創刊号表紙 『YUMYUM!!』創刊号表紙『マイキッチン』創刊号表紙
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1997 年 12月に関係各省庁へ提出しました。
また、首都圏コープ事業連合では取扱商品の

表示ガイドラインを制定し、1998 年度よりカタ
ログに反映することを決めました。その当時、
ごみなどの焼却によって発生するダイオキシン
が土壌や河川に浸透し、農作物や家畜に取り込
まれて人体に悪影響を及ぼす可能性が指摘され
るようになり、その原因物質のひとつとしてポリ
塩化ビニル（以下、塩ビ）が注目されるように
なりました。
東京マイコープは、牛乳・乳製品へのダイオ

キシン検査を 1999 年に開始し、同時に商品の
包材から塩ビを減らして、ポリエチレンへの切り
替えをすすめました。
食品添加物に関する見直しも行われました。食

品用の防カビ剤・イマザリルは、食品衛生法に
より使用が認められていますが、パルシステム連
合会では食品衛生法より厳しい基準を設けていま
した。しかし、2008 年に PB商品「とまとまと」
からパルシステムで使用不可としているイマザリ
ルが微量ながら検出される事態が発生しました。
「とまとまと」の検査および報告が遅れたことや、
その後の対応をめぐって組合員から安全・安心へ
の信頼に疑問が投げかけられました。パルシステ
ム東京では、「パルシステム商品のあり方（基準
の遵守と広報体制など）検討会」を理事会のも
とに設置しました。検討会からの報告書に基づき、
組合員が主体的に関わり、組合員と商品を結び
直す目的をもって 2010 年 7月、理事会のもと
に「パルシステム東京商品会議」を設置しまし
た。
（中見出し E）

商品管理の厳格化

1996 年、生消協の幹事と首都圏コープ事業
連合職員により組織された青果認定委員会は、
青果への農薬の使用や取引価格の基準づくりを
行う役割を担っていました。また、同時に首都圏
コープ事業連合で定められた諸基準を内部監査

店舗事業からの撤退

2004 年、東京マイコープは商品調達力の拡
充と仕入れ価格の改善を目的として、エルコー
プ（現・パルシステム千葉）と、「東京マイコー
プ・エルコープ共同物流センター」を千葉県佐
原市に設置して、仕入れ先の統一による共同物
流・一括納品をはじめました。
一方、大手スーパーなどの進出によって低価

格競争が激しさを増し、東京マイコープの店舗
事業は苦戦するようになりました。こうした状況
に対し、2002 年には、改革店舗準備室を設置し
て事業の再構築を試み、その後も、2006 年のた
つみ店のリニューアルや 2007 年の等々力店の
別館開店などのテコ入れをすすめましたが、1996
年に 16あった店舗は不採算店を漸次閉店せざる
を得ず、2007 年の時点で等々力店、八潮店、た
つみ店の 3店舗を残すのみとなりました。
また、店舗政策のすすめ方や合意形成にもさま

ざまな課題を残しました。その後さらに損益が悪
化し、2010 年に赤字店の全店閉店を基本方針と
した店舗政策が制定されました。それに基づき、
2010 年に等々力店、2011 年に八潮店をそれぞ
れ閉店し、40年以上にわたって地域の需要に応
えてきたたつみ店も 2014 年に閉店して、東京マ
イコープは無店舗事業（パルシステム事業）に
経営資源を集中させることになりました。
（中見出しD）→画像なし

食の安全を推進

1996 年、米国産遺伝子組み換え農作物の日
本への輸出が開始されました。それを受けて東京
マイコープでは、非遺伝子組み換え食品原料や
飼料の調達準備をすすめました。また、「遺伝子
組み換え食品の表示を求める」活動への参加を
組合員に呼びかけ、学習会や農林水産省の実験
圃場見学などを行うほか、「遺伝子組み換え食品
の表示を求める」署名 6万 5,764 名分を得て、
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して、真相を明らかにすることが決定しました。
それを受けて同年 5月より、総代 8名、学識
者 2名、理事 1名で構成する、指定産地外原料
使用問題に関わる組合員参加の調査委員会が設
置されました。
調査委員会は同年 9月に調査報告書を発行し
ました。また、再発防止のために首都圏コープ事
業連合に商品管理本部を新設し、東京マイコー
プでは同年 4月から行っていた商品点検を継続
することになりました。

食品事故を防止する体制づくり

食の安全を脅かす、予期せぬ事故を防止する
ための施策も具体化されました。2005 年には、
鶏卵・鶏肉の産直生産場への鳥インフルエンザ
ウイルスの侵入を防ぐため、農場への出入りの
制限や必要な消毒を徹底し、学習会を開催しま
した。
また、2007 年から 2008 年にかけて、中国産
の餃子に混入された毒物を原因とする食中毒が
国内 2カ所で発生したことから、加工食品の製
造場所や原料産地を商品案内に載せてほしいと
いう要望が、組合員から多数寄せられるようにな
りました。それを受けて 2008 年 9月から、製造
地と条例に基づいた原料産地を商品包材に記載
するようにしました。
2007 年には、2度にわたり供給商品の根菜に

する制度も検討され、1999 年より公開確認会が
はじまり、産直商品の管理に関する意見交換の
場となりました。
1999 年には首都圏コープ事業連合が「商品

検査センター」を立ち上げました。同センターの
設置によって、商品の安全性や品質を科学的に
検証することが可能になり、国の基準よりもさら
に厳しい独自基準を設けて、検査結果を商品の
提案や改善に活かしています。
2001 年には国内外でBSE（牛海綿状脳症）感

染牛が発見されたのを機として、食品原材料の偽
装表示問題などが次々と発覚しました。そうした
なか、首都圏コープ事業連合ではトレーサビリ
ティを徹底するなどして食品の安全管理を行って
いましたが、2002 年、「もつ煮込み」と「産直夢
ころっけ」に指定産地外の原料肉が使用されて
いたことが判明しました。
しかし肉の物流はきわめて複雑で、このような

事態が発生した原因と再発防止策について組合
員が納得できる説明を行うのが難しく、また同時
に、計画中だった一般用医薬品（大衆薬）の斡
旋販売に否定的な意見が少なくなかったこととあ
いまって組合員の不信感がつのり、東京マイコー
プとして初めてとなる、総代請求による臨時総代
会が開催されました。
この臨時総代会は2003年 3月 24日に開催さ
れ、圧倒的多数の賛成により、指定産地外原料
使用問題について調査したすべての情報を開示し、
組合員参加の調査権をもつ委員会を新たに設置

指定産地外調査報告会　2003年10月 調査委員会調査報告書表紙　2003年9月29日発行
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生協などとその産地へと広がりました。
その後農法研究をすすめるため、パルシステム

連合会と JA 全農が事務局となり、「田んぼの生
きもの調査プロジェクト」を設置し、参加する産
地はさらに広がっていきました。

このような取り組みと併行して「食育」の概
念のもと、「東京マイコープの考える食育」への
理解を深め、広める活動がはじまりました。2003
年、組合員による食育チームが発足し、食育出
前講座、学習会、交流企画などを行いました。
この取り組みはその後、食育リーダー（公募した
組合員の養成による講師）に引き継がれ、教育
機関や地域イベントで講座を行うようになりま
した。
（中見出し H）

産直取引の推進

2000 年 3 月、首都圏コープ事業連合におい
て「食料・農業政策」と「産直方針」が制定さ
れました。2001 年には上越市（新潟県）、藤崎
町（青森県）と首都圏コープ事業連合、東京マ
イコープが「食料と農業に関する基本協定」を
結び、安全・安心な農産物の産直拡大の強化を
図りました。

2005 年には千葉県海上町での事業拡大、交
流促進、地域の活性化をめざして、東京マイ
コープ、生活協同組合エル（現・パルシステム

針が混入するという事故が発生しました。東京マ
イコープでは初期対応として外部からのいたずら
を防ぐ封印シールなどの対応を行うとともに、発
生原因の調査をすすめました。原因は不明でした
が、再発を予防するため同年 9 月に金属探知機
と監視カメラを導入し、各配送センターに設置
しました。

パルシステムの考える食を広める活動

2002 年、東京マイコープは新潟県吉川町、JA
えちご上 越との産 地 交 流 会である「田 植えツ
アー」を実施し、参加者が田植え体験や田んぼ
周辺の「生きもの観察（環境調査）」を行いまし
た。この試みはその後広がりをみせ、2004 年、首
都圏コープ事業連合において、農薬や化学肥料
を使わず、生きものの力と水の力を活かす生物多
様性農法を実践するための「田んぼの生きもの調
査」がはじまりました。多様な生きものがいる水
田づくりが安心な米作につながることを、生産者
と消費者がともに実感するための取り組みで、翌
2005 年には参加組織が生活クラブ生協、東都

「うなかみの大地　集まれ！お米づくりチャレンジャー2016」
2016年9月

親子料理コンテスト 2003年11月24日
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2005 年 9月、首都圏コープ事業連合は「パ
ルシステム生活協同組合連合会」に名称を変更
しました。この名称変更は、個人対応型無店舗
事業「パルシステムモデル」の定着をめざすとと
もに、1970 年代から加盟生協で受け継がれてき
た「事業が運動をつくり、運動が事業をつくる」
視点を、21世紀型の生協のなかで実践しようと
いう意図を込めたものでした。
広報戦略として初めてテレビコマーシャルにも
取り組み、2005 年 9月に 15秒 CMの第 1弾、
2006 年 9月に 30秒 CMの第 1弾を、それぞれ
放映しました。前後して、子会社も名称変更や
再整備が行われました。2005 年 5月には、株式
会社首都圏コープが名称を「株式会社パル・
ミート」へと変更しました。
また、2008 年には物流を担う株式会社コー
プ・アイとマイコープエクスプレスが合併し、
「株式会社パルライン」となりました。

パルシステム東京への名称変更

2008 年 9月 1日、東京マイコープは名称を
「生活協同組合パルシステム東京」に変更しまし
た。かつて個配システムの名称であった「パルシ
ステム」が、個人に対応したくらしの課題解決
事業を象徴するブランドに成長し、その結果、
東京マイコープが組織と運動の一層の発展を図
ることを目的に法人名義と事業ブランドを一致

千葉）、海上町、生産者等が共同出資し、「株式
会社うなかみの大地」を設立しました。
「うなかみの大地」では、産直事業の拡大、商
品開発、直売所などの事業展開や、環境・福祉
を含めた地域活性化に関わる事業を展開しまし
た。
また、2006 年に旭市（旧・海上町）、JAちば

みどり、東京マイコープ、生協エルが「食料と
農水産業に関する基本協定」を結び、同年に東
京マイコープと生協エル、パルシステム連合会
が秋田南部圏と「パルシステム・秋田南部圏　
食と農推進協議会」を設立しました。
2010 年にはパルシステム東京において、理

念・ビジョンの浸透を図り、日常業務に活かす
ために、体験型の研修として全役職員参加によ
る産地 1泊研修を実施しました。
（中見出し I）

「パルシステム」ブランドの強化

2001 年、首都圏コープ事業連合は「パルシ
ステム商品政策（1995 年制定）」を改訂し、パ
ルシステム（個人対応型無店舗事業）を組合員
にとってなくてはならない信頼のブランドとすべ
く、その強化に取り組むようになりました。
2003 年 10月、パルシステムの認知度を上げ

るために、東京マイコープと首都圏コープグルー
プは、パルシステムのロゴを刷新し、トラックや
ユニフォームをグループで統一しました。

パルシステムブランド　ロゴマーク 2008年パルシステム東京名称変更チラシ
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屋上には、組合員の環境グループ「萌」が太
陽光パネルを設置し、電力は東京マイコープが
買い取りました。これ以降に開設したセンターに
も、環境配慮が引き継がれることになりました。
2002 年には、東京マイコープ 30周年記念事業
の一環として、港センターに風力発電が設置さ
れました。
また、大気汚染の防止を目的として、1999年
度から東京マイコープで使用する小型貨物車から
ディーゼル車を減らすことを計画しました。
2000年度末までに LPG車を 3台導入して

ディーゼル車比率を37.4％にまで削減し、その
後も LPG車やガソリン車に転換して2007年度
にディーゼル車ゼロを実現しました（委託車両を
除く）。
地球温暖化対策の取り組みもはじめました。

2005 年 2月には京都議定書が発効となり、世
界的なCO2 排出量削減の対策が本格化しました
が、東京マイコープにおいても「温暖化防止自
主行動計画」を制定し、毎年の計画と目標達成
状況を検証して、環境報告書で公表する試みを
開始しました。（

させた名称に変更しました。

地球温暖化と環境問題への対応

1996 年、東京マイコープはその発足とともに
「中計・環境推進室」を設け、環境負荷の低減を
生協の付帯事業として行うのではなく、事業展開
の根幹をなすものとして位置付けました。また、
同年に環境政策「エコプラン」を定め、それを
もとに年度ごとの環境アクションプログラムを制
定し、実施していくことを決定しました。
1997 年には環境マネジメント推進委員会を

設置して、各事業所において環境負荷 10％削減
をめざす活動をはじめました。1998 年には環境
マネジメント・監査制度を発足させ、環境監査
規定を制定しました。また、同年 12月に京都で
開催された地球温暖化防止国際会議に、代表を
派遣しました。
その流れから 1999 年 8月に開設した多摩セ

ンターは、東京マイコープ初の「環境配慮型セ
ンター」として、建設資材の塩ビ使用を抑え、
屋上緑化、消費エネルギーの削減などを取り入
れました。

多摩センター太陽光パネル（開所時）
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福祉事業の開始

1997 年に成立した介護保険法（2000 年施
行）に基づき、東京マイコープではそれまで行っ
てきた、助け合いなどの地域活動を主軸として、
高齢化社会に向けた取り組みをはじめました。

1998 年、品川区からの受託により「デイサー
ビス八潮陽だまり」を開設し、通所介護事業

（デイサービス）、訪問介護事業（ホームヘルプ）、
居宅介護支援事業（ケアマネジメント）の 3 つ
の介護保険サービスを総合的に行うことが可能
になりました。なお、このうち訪問介護事業と居
宅支援介護事業は 2001 年からの開始となりま
した。

2008 年、パルシステムグループの福祉事業
方針に基づいて、東京マイコープ、パルシステム
神奈川ゆめコープ、パルシステム千葉とパルシス
テム連合会が連携して、「福祉事業における相互
協力に関する覚書」を締結しました。N）

平和活動の展開

ヒロシマ・ナガサキ訪問に続く平和活動とし
て、東京マイコープはパプア・ニューギニア駐
日大使館とパプア・ニューギニア総合大学の協
力のもと、1999 年、同大学図書館において「原

NPOや市民活動をサポート

1998 年に特定非営利活動促進法（NPO 法）
が成立し、特定非営利活動を行う団体への法人
格の付与が認められたことから、東京マイコープ
は非営利活動への参加を組合員に呼びかけまし
た。さらに同年 3 月、組合員が地域で非営利活
動を広げていくことを支援するため、市民活動助
成基金制度を設けて応募受付を開始しました。
また、同年 7 月より組合員による NPO づくりと
その法人化の支援を行う NPO サポートセンター
を、東京マイコープの組織機構のなかに設置し
ました。

前年の 1997 年には地域の課題解決などに取
り組む非営利の市民事業・市民活動をしている
ワーカーズ・コレクティブ、のちの NPO 法人が
集まり「コミュニティ・ワーク連絡会＊」を設
立しました。同連絡会は東京マイコープに事務
局を置き、関連のあるほかの非営利（活動を行う
市民）団体の相互交流や、それぞれの事業と運
動の連携や発展を目的とした活動を開始していま
した。

また 2009 年、地域コミュニティのモデル事
業をめざし、多世代交流ひろば「パルぷらす＠た
つみ（現・パルひろば辰巳）」を開所しました。
（中見出し M）

八潮陽だまり室内　1998年

パルひろば辰巳食事会　2014年

＊ コミュニティ・ワークとは、市民自らが自分たちの地域を元気にするため、また地域の問題を解決するために
主体的に取り組んでいる非営利の市民事業・市民活動（ワーカーズ・コレクティブ、NPO法人など）を指します。42 沿革編
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「NPT再検討会議」2015年

海外生協との交流

共通の理念や目的をもった生協同士の交流は
従来より行われてきましたが、2000 年代になる
と国をまたいだ交流がはじまりました。
2001 年、東京マイコープは韓国・高

コ
陽
ヤン
坡
パ
州
ジュ

ドゥレ生協との「日本・韓国友好子ども交流」
を初めて実施し、新潟県笹神村（現・阿賀野市）
でキャンプを行いました。以来 2005 年まで毎年、
日韓を交互に訪問する子ども交流を実施し、約
100名の子どもたちが役職員とともに参加しまし
た。
また 2008～2010 年にかけ、組合員同士の交

換ホームステイによる国際交流「ドゥレの輪」
を実施し、のべ 28名が参加しました。

し P）

災害ボランティア活動の状況

1990 年代に生協と地方自治体との相互理解
や協力が進展したことから、大規模災害により
被災した地域に、ボランティアに出向く機会が
増えました。1995 年に発生した阪神・淡路大震
災では、Eコープの職員がコープこうべの支援に
出向き、たすけあい共済の給付作業などを行い
ました。

爆と人間展」を開催しました。この展示は現地
の新聞が大きく取り上げたこともあり、2,000 名
を超える来場がありました。同展は 2000 年に韓
国・ソウル東国大学およびフィリピン・ネグロス
でも開催しました。
2002 年度からは、実行委員に応募した組合

員による「平和のつどい」が開催されるようにな
りました。初年度は空襲のパネル展示やイラク戦
争の取材記者による体験談などによる構成でした。
2003 年、平和活動を考える新たな場として、

気軽に立ち寄れる「ピース・カフェ」を立ち上げ
ました。
また、自衛隊が戦時下のイラク・サマワ地区

に派遣された 2004 年、東京マイコープは「自
衛隊の撤退について検討を求める声明」を内閣
総理大臣あてに提出しました。
2010 年には、核兵器の恐ろしさを伝え、その

廃絶を求めるため、「NPT（核不拡散条約）再検
討会議」へ、日本生協連の生協代表団の一員と
して職員 1名を派遣しました。以降、5年に 1度
の会議開催に合わせて 2015 年にも職員 1名を
派遣しています。

ドゥレの輪訪日　2008年5月30日
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転し、2009 年に設立されたパルシステム共済生
活協同組合連合会（パルシステム共済連）が、
共済事業を担うこととなりました。
一方で県域規制が緩和され、ほかの生協が合
併して大規模化する例がみられたことから、パル
システムグループ内でも、関東の所属生協の連
帯について論議が行われました。しかしながら、
突出した巨大生協ができた場合のほかの会員生
協に対する影響、地域の実情に合わせた運営等
を考慮し、合併などは行わず現状維持とすること
を決定しました。

2000 年に発生した三宅島噴火災害に際して、
東京マイコープは組合員と職員を派遣し、東京
災害ボランティアネットワークおよび東京都生
協連と協力して、灰除去作業などを行いました。
島にゆかりのある商品の供給なども、独自で行い
ました。
2004 年の新潟県中越地震でも、新潟県生協

連および日生協中央地連の要請を受けて、東京
マイコープはのべ 10名の職員と車両 2台を災害
ボランティアとして派遣しました。

生協法の改正

2007 年、消費生活協同組合法（生協法）が
改正されました。改正法では、供給事業と共済
事業を兼業せず分離させることや、理事・監事の
責任を明確にして、開かれた運営を行うことなど
が定められました。同時に購買事業の県域規制
と、福祉事業の員外利用規制が、いずれも緩和
されました。
員外利用規制の緩和は、過去の生協の災害支

援や高齢者・女性支援などの実績をふまえたもの
で、生協が社会インフラとして定着し、今後も
発展が期待されていることを示したものです。
この法改正を受けて、東京マイコープは共済

事業をパルシステム連合会へ事業譲渡・包括移

三宅島ボランティア作業　2000年7月

パルシステム共済連設立総会　2009年12月
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岩手県石巻市、（株）高橋徳治商店の加工機械の洗浄作業　2011年

県、千葉県、福島県、岩手県）での支援活動に
変更しました。さらに 7月から、パルシステムグ
ループ全体の復興支援企画「“食べる ” で支え合
う」により、被災した生産者やメーカーの商品
利用を通じた長期的な支援を開始しました。
東日本大震災以降も国内で自然災害が多発し、

パルシステム東京は各被災地において復旧に向
けた支援に取り組みました。2015 年の関東・東
北豪雨水害、2016 年の熊本地震、2018 年の西
日本豪雨では、それぞれ職員を被災地に派遣し
て、ボランティア活動を行いました。また、2019
年の台風では、被災した長野県の生産地に職員
を派遣し、漂着物の除去や機材の洗浄などを行
いました。

さらなる「食の安全」の取り組み

2011 年の東日本大震災で東京電力福島第一
原子力発電所事故が起きて、放出された放射性
物質が食品に及ぼす影響が懸念されるなか、パル
システムグループでは、商品の放射性物質の独
自検査を行いました。また、組合員の声を受け、
国よりも厳しい自主基準を設け、検査結果を常
に組合員へお知らせしました。さらに、商品の放
射性物質検査を強化し、パルシステム商品検査
センター内に新たに設置したゲルマニウム半導体
検出器を、2012 年から稼働させました。パルシ
ステム東京としても 1台購入し、運用は商品検
査センターに委託しました。
食の安全に対する新たな課題も出てきました。

2019年には、殺虫剤として用いられるネオニコ

東日本大震災と復興活動

この時期、少子高齢化がすすむだけでなく、社
会の価値観や生活様式の多様化がすすんできまし
た。パルシステム東京は、こうした社会全体の
変化に対応するため、助け合いの原点をみつめ直
し、地域への関わりをすすめ、ひとりでは解決で
きない社会的・地域的な課題への取り組みを強
めるため、2011 年 2月に総代会議において「地
域コミュニティ政策」の提案を行いました。
その矢先の同年 3月 11日、東日本大震災が

発生し、広範な地域に地震や津波の被害が及ぶ
とともに、原発事故という未曽有の人災が発生
しました。この大災害はその後、パルシステム東
京が組合員とともにすすめるさまざまな復興支援
活動へつながっていくこととなりました。
同年 6月、パルシステム東京は東日本大震災

の復興支援プロジェクトの計画を立案。2010 年
から全職員を対象に 3カ年計画で実施していた
「産地 1泊研修」を、2011 年は被災地域（宮城

多様化社会への対応5 2011-2020

C h a p t e r
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脱原発と再生可能エネルギーへの転換

これまでも組合員を中心に六ヶ所再処理工場
の本格稼働中止を求める運動を他団体とともに
すすめてきましたが、東京電力福島第一原子力
発電所事故をきっかけとして、パルシステム東京
では「脱原発を実現し、自然エネルギー中心の
社会を求める全国署名」への取り組みがはじまり
ました。この署名は 2018 年 12月までに 10万
1,913 筆を集めました。
2011 年 9月には全国規模の運動「さようなら
原発 1000 万人アクション」に初めて参加しま
した。同年 12月には、地球温暖化防止を目指
した省エネ推進、脱原発と再生可能エネルギー
への転換を方針に掲げた「パルシステム東京エ
ネルギー政策」を制定しました。
2013 年 4月から、脱原発、再生可能エネル
ギーの推進を願う多くの組合員の声を受け、子
会社の「うなかみの大地」に電力事業部門を新
設し、事業で使う電気を産地で発電した再生可
能エネルギーに切り替えました。
この新電力事業は、2016 年 3月にパルシステ
ム連合会子会社のエコサポートに委譲しました。
その後、エコサポートは名称変更により「株式
会社パルシステム電力」となって、同年 10月か
ら組合員に向けて電力供給を開始しました。
電力事業が自由化された同年、パルシステム

チノイド系農薬や除草剤グリホサートの問題点
や課題を広報しました。また同年、ゲノム編集食
品についての規制と表示を求める署名を集め、消
費者としての立場から国に対し意見を述べました。

食育とお米の出前授業

パルシステム東京では 2003 年に食育チーム
を発足させ、組合員講師による食育出前講座を
はじめとするさまざまな取り組みを行ってきまし
た。2010 年、地域の教育支援の取り組みとして
はじめた「お米の出前授業」（職員が講師となり、
バケツなどを利用した米づくりを子どもたちに体
験してもらう）は、2012 年度より都内全域へと
活動を展開し、以降食育活動の一環として継続
して実施しています。
また、本物の商品を選ぶことで社会を変えよう

という取り組み「『ほんもの実感！』くらしづく
りアクション」を、2014 年よりパルシステムグ
ループ全体で開始しました。商品の売り上げの一
部を海や森などの環境整備に役立てる仕組みをつ
くるとともに、生産者と消費者との交流をさらに
深めました。
2009 年には「パルシステム東京食育政策」

を制定し、「ともにつくり、ともに食べる」とい
う、パルシステム東京がめざす食育の指針を明
示しました。

お米の出前授業（江戸川区立鹿骨小）　2011年 「さようなら原発1000万人アクション」2011年
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いなぎめぐみの里山「竹の伐採と七夕笹飾りづくり」2018年

「いなぎめぐみの里山」は、「農と緑」を体験でき
る場として活用されています。開所以来、土地を
賃借して利用してきましたが、2017 年 1月にパ
ルシステム東京が土地を取得し、2018 年には稲
城市の自然環境保全地域に指定されました。
2017年12月には、竹林フィールドの保全と健
康づくりを目的として、竹の伐採と「道づくり」や
「工作体験」を組み合わせた企画がはじまりました。
近年では、森林資源を経済活動と連動させて活
性化させる取り組みも行っています。2013年から
多摩産の間伐材を使った割り箸の供給にも取り組
みました。2015年には、森林資源の保全と循環
型社会の構築をめざしてNPO法人日本グッド・
トイ委員会が呼びかける「ウッドスタート宣言」
に署名・調印しました。以来、パルシステム連合
会とともに国産木材の利用に取り組んでいます。
また、パルシステム東京が運営する保育園

「ぱる★キッズ」では、理念のひとつに「木育」
を掲げて日常的に木や自然と触れ合える保育を
実践しています。2018 年には「ぱる★キッズ府
中」が日本グッド・トイ委員会より「ウッドス
タート宣言園」として認定されました。
現在は、生物多様性保全の取り組みとして、生

きものの視点から農業や環境を見直す機会として
はじめた「田んぼの生きもの調査」、鹿児島県大隅
産うなぎ資源回復取り組み活動への支援、沖縄県
サンゴの養殖・植え付けなどの「里海保全」を実
施し、もずく商品の売り上げの一部を海の環境保
全活動へ活用するなど、環境保全型農業・漁業の
意義を知ってもらうさまざまな活動を行っています。

プラスチック問題への対応

使用済みプラスチックによる環境負荷を低減
させることが世界的な課題となるなか、パルシス
テム東京はマイクロプラスチックや容器包装に
関する学習会や工場見学などを実施してきました。
パルシステムでは、使い捨てのペットボトル容器
を使った商品を扱ってきませんでした。2015 年、

電力などの小売電気事業者が発電所を特定して
電気を購入できる省令改正案が示されました。こ
れに対し東京を含むグループ生協は、希望する再
生可能エネルギーを特定・表示して買い取れる
点を評価し、改正に賛成するパブリックコメン
トを共同で提出しました。
パルシステム東京では以前から、組合員に省

エネを呼びかける取り組みもすすめていました。
必要事項を入力すると家庭のCO2 排出量が把握
できるWEB版「エコライフチェック」を 2016
年にパルシステム東京のホームページ上に開設し
たほか、環境活動に関する情報誌『エコ＆ピー
スナビゲーター』を 2017 年に創刊しました。

生物多様性保全の取り組み

生物多様性の保全が社会的な課題となるなか、
パルシステム東京では 2009 年から東京大学、
のちに中央大学も加わり、三者の協働による「市
民参加による生き物モニタリング調査」を行っ
てきました。この調査は組合員が身の周りの自然
に目を向けるきっかけになっていますが、その成
果であるチョウのデータベースは学術的に高い評
価を得ており、図鑑『ネイチャーガイド　東京の
チョウ』として 2016 年に発行されました。
また、2004 年に稲城市で開所し、NPO法人い

なぎ里山グリーンワークに運営を委託してきた
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カタログを配付せず、スマートフォンのアプリで
商品選びから注文までが完結する「タベソダ」を
開始し、翌 2015 年には高齢単身世帯向けの注
文用紙一体型カタログ『きなりセレクト』の
サービスを開始しました。
2014 年には献立に合わせて下ごしらえ済みの
材料を揃えた「お料理セット」を商品化しまし
た。そのなかのひとつで、若年層および新規加入
者の利用定着を目的として 2017 年に商品化し
た「3日分の時短ごはんセット」は 2018 年、育
児雑誌 6誌により選ばれる「ペアレンティング
アワード」を受賞しました。
また、パルシステム東京独自の取り組みとして、
配送の曜日と時間帯を選べる「パルシステムの
指定便」を 2014 年より一部配送センターで開
始し、2015 年には全配送センター（一部地域を
除く）に導入しました。

戦後 70年の平和祈念

1996 年に東京マイコープがはじめた平和カン
パは、海外の子どもたちの支援を目的とした、組
合員が気軽に参加できる国際協力の取り組みで
す。2011 年には平和カンパ規則も制定し、さら
なる発展を続けています。
また、2001 年から続けている日韓交流は、子
ども交流からはじまり、ホームステイ、その後、
2014 年からは、両国の組合員が参加する「訪韓

パルシステム連合会より PB（プライベートブラ
ンド）商品として再生ペットボトル入りの水の取
り扱いが提案されましたが、パルシステム東京で
は組合員と 2年にわたり学習し、検討を重ねた
結果、2017 年の総代会で取り扱わないことを決
定しました。
それまでも、くらしにおけるプラスチック問題

を考える機会として、2013 年から東京農工大学
農学部環境資源科学科教授・高田秀重氏の指導
により「有害化学物質削減のための学習会」を
開始、2018 年にはお台場の砂浜でマイクロプラ
スチック採取体験を実施し、組合員を含む親子
と東京農工大学の学生が参加して、プラスチッ
ク問題への理解を深めました。2019 年には、東
京ビッグサイトで開催された環境展示会「エコ
プロダクツ 2019」に環境省からの依頼により出
展協力。屋内での採取体験を実施し、社会に向
けた啓発もすすめました。

ライフスタイル対応型の宅配へ

2010 年代になると、働く女性の増加や高齢単
身者の増大によるライフスタイルの多様化がます
ますすすむとともに、集合住宅の防犯強化などに
よって宅配事情が大きく変化していきました。
それを受けてパルシステムグループは、2014

年より働く女性・若年層向けのサービスとして、 折り鶴を献納　広島平和ツアー　2019年

お台場マイクロプラスチック採取体験（東京農工大コラボ）2018年
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ユースコミュニティー自由塾（大田センター）　2015年

フードバンク八王子を通じ、八王子市子ども食堂等の皆さまが引き
取り、仕分け風景　2020年４月

り、生活相談と情報提供を行う「生活サポート
生活協同組合・東京」を設立しました。
2015 年には、行政や地域との連携がすすんだ

ことで、パルシステム東京が第 1層の生活支援
協議体（介護予防として、地域のメンバーが支
え合う仕組みについて話し合う場。第 1層は区や
市の全域を範囲とし、第 2層以下は範囲が細分
化していく）のメンバーとなり、多摩市の地域包
括ケアシステムに事業主体として参画しました。
また、2016 年には江東区の第 1層委員、2017
年には港区の第 1層委員となり、事業展開をは
じめました。
2018 年には、1998 年からはじまった市民活

動助成基金は 20周年を迎え、記念誌『ともにつ
くる　くらしと地域』を発刊しました。
近年では、毎週同じ曜日・時間帯に配達担当

者が訪問する宅配事業の特徴を活かして、自治
体が推進する高齢者の見守り活動にも参加する
ようになりました。2019 年に東京都および都内
53の行政区（島しょ部を除く）と見守り協定を
締結し、地域包括支援センターおよび行政と連
携して、安否確認などに協力しています。
2019 年からは社会福祉協議会やフードバン

クなどの地域ネットワークを通じて、子ども食
堂をはじめとする団体への提供の仕組みを実験的
に行い、現在は 5センター経由で青果を提供し
ています。なお、2020 年には冒頭の 2つの政策
を合わせ、組合員自らが身近なところから関わる

平和スタディツアー」や役職員訪問等を通じて、
交流を継続しています。
2014 年、パルシステム東京は「平和とはいの

ちを尊ぶこと」という考え方に基づいた「パルシ
ステム東京平和政策」を制定し、平和で公正な
社会の実現に向け、思いを新たにしました。
また、戦後 70年を機に、2015 年から 8～ 10

月を「パルシステム東京平和月間」とし、平和
企画を重点的に実施しています。また、2015 年、
2020 年には、パルシステム東京を含むパルシス
テムグループ 9生協およびパルシステム連合会、
パルシステム共済連合会の理事長の連名で、「パ
ルシステム平和の願い」を表明し、平和の大切
さを広く呼びかけました。
2017 年には内閣総理大臣あてに核兵器禁止

条約への批准を求める要請書を提出しました。

地域コミュニティの課題に対応

2011年に地域に根差す生協として「地域コ
ミュニティ政策」を、2012年には共助の観点か
ら「パルシステム東京福祉政策」を制定しました。
2014 年、学習支援を行っている市民団体に、

パルシステム東京の大田センター会議室を提供
しました。その後もパルシステム東京の施設を組
合員や市民団体が活用した地域の居場所づくり
の取り組みが広がることとなりました。
同年にはパルシステム連合会などが発起人とな
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います。「ぱる★キッズ府中」は当初は無認可保
育所でしたが、府中市の推薦を受けて2017年
10月より東京都の認証保育所に移行しました。
また、2018年 4月には「ぱる★キッズ足立」
を東京都の認証保育所として開園しました。併せ
て、保育園職員の処遇改善も行いました。福祉
専門職員の人事評価は2017年度に導入してい
ましたが、2019年度には保育園の福祉専門職員
の業態に合う制度に改定し、運用を開始しました。
2019年には、一般社団法人国際介護人材育成
事業団を通じ、ミャンマーから介護技能実習生1
期生 2名を受け入れ、辰巳陽だまりと八潮陽だま
りにそれぞれ1名を配置、以降も続きました。

働き方と制度の変化

働きやすい職場環境の整備・構築もすすめま
した。パルシステム東京では、従来、障がい者
雇用を積極的に行っておりましたが、2013 年度
末の雇用者数は 21 名、雇用率 2.34％と当時の
法定雇用率 2.0％を上回りました。同年度には
その家族同士が交流できる「ご家族見学会」を
試験的に行い、2014 年度以降は参加対象を支
援機関、職員本人へと広げながら定期的に開催
しています。
2014 年度には、正規職員を対象とした人事
制度を大幅に改定し、人材育成ややりがいの持
続を目的に、より合理的で実効性のある評価制
度と賃金構成に変更しました。
2016 年には、職員のアンケート回答をふまえ、
ユニフォームを刷新しました。新しいユニフォー
ムは従来のデザインを踏襲せずに、ネイビーを基
調色とし、速乾性、耐久性、伸縮性などの機能
面に配慮したものとしました。
雇用制度の改定も行いました。健康寿命の延
びや少子高齢化、人材不足などを考慮し、また、
労働契約法改定に対応することを目的として、
定時職員の定年を 60歳から 65歳に延長し、同
時に無期雇用化、雇用の安定化を図り、2018 年

ことの大切さを謳った地域福祉政策に発展しま
した。

福祉事業の展開

2011 年に制定した「パルシステム東京 2020
ビジョン」は、福祉事業を商品供給事業、共済
保険事業と並ぶ第 3の事業と位置付けたうえで、
「すべての事業と活動に『福祉』の視点を貫いて
いる」と明記しました。
2012 年にはパルシステムグループ／パルシス

テム東京においてパルシステム総合福祉事業推
進委員会が設置されました。同年には「パルシス
テム東京福祉政策」を制定し、生協の特徴を活
かしながら地域の人々や民間企業、行政等と協
働して、福祉の視点を取り入れた地域づくりに積
極的に関与することを方針としました。
2018 年度には、介護サービスの質の向上を目

的に日生協と連携し、自立支援のための「生協
10の基本ケア」に、パルシステムグループの一
員として取り組んでいく方針を固めました。
また、福祉事業の新たな展開として、保育事

業に進出しました。
2014 年、パルシステム東京が運営する初の保

育園「ぱる★キッズ府中」を開園しました。同園
は開園3カ月後よりグループホームとデイサービ
スを併設し、別棟に訪問・居宅事業を合流させて
複合型福祉施設「府中陽だまり」として運営して

ミャンマー介護技能実習生の作業現場　2020年
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度から運用を開始しました。

2030 年に向けたビジョン

パルシステム東京の「2020 ビジョン」づくり
の計画は 2009 年からはじまりました。制定は
2012 年度で、「ともに　つくる　くらしと地域」
の文言により、従来、行っていた事業に加えて、
「総合福祉」に注力することを方針とし、さまざ
まな支援活動に積極的に取り組みました。
2013 年には役職員向けの行動スローガンとし

て「パルでよかった」が制定されました。このス
ローガンには、職員、組合員、生産者、関係す
る人々に「パルでよかった」といってもらえるよ
うに行動しようという意味が込められています。
2017 年、第 1回「ジャパン SDGs アワード」

においてパルシステム連合会が SDGs 推進副本
部長（内閣官房長官）賞を受賞しました。これ
は産直商品の販売や廃棄物のリユース・リサイ
クルへの取り組み、地域コミュニティとの関係
構築など、これまでの行動が評価されての受賞で
した。
2018 年度より、パルシステム東京の活動方

針にも SDGs の考え方や価値観を広げることを
掲げました。
2020 年、パルシステム東京は創立 50周年を

迎え、「パルシステム東京 2030 ビジョン」を制

アワード受賞式での様子　総理大臣官邸　2017年12月26日

定しました。創立時から標榜してきた「運動が事
業をつくり、事業が運動をつくる」という考え方
はそのままに、「食と農」「持続可能な社会」「生
命をはぐくむ社会」「差別・分断のない社会」「誰
もが居場所があり、働く場がある地域社会」とい
うキーワードをもとにして、未来のありたい姿を
表し、実践的な内容を想像することのできる新た
なビジョンを制定しました。
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52

パルシステム東京は草創期より安全・安心・本物を求めて、
産地開拓や商品開発に取り組んできました。
パルシステム独自の商品基準も確立し、組合員の声に応える商品を生み出しています。

商品

安全・安心・本物を志向
パルシステムの
「活動と政策」

1986 年から牛乳の紙パックに描かれるようになり、
現在ではパルシステムを象徴するブランドキャラク
ターになりました。
また加工食品では、1980 年代初頭より、できる
限り添加物を抑えたハム・ソーセージや消泡剤を使
わない豆腐の製造を開始しました。
ハム・ソーセージは肉の結着性を高めるリン酸塩

を使わないため、当初はバラバラになりやすいという
欠点がありました。また、豆腐は適度な硬さを保ち
ながら量産するのが難しく、発売後も品質が安定し
ませんでした。しかし、いずれも組合員が辛抱強く
買い支えたことで製造が継続され、品質が改善され
ていきました。
パルシステムグループのＰＢ商品は今も常に開
発が行われ、現在 811 品（2020 年 3月時点）。
「商品づくりの基本」を指針とし、「商品づくり7つ
の約束」、「生活用品への6つの想い」にのっとって
原料を調達し、組合員の参加を重視しながら、商品
づくりを行っています。

ＰＢ商品

パルシステムグループは「いのちや環境への配慮」
や「くらしに役立つ」という視点に基づき、開発や
選定を行ったプライベートブランド（ＰＢ）商品を多
数展開しています。
「こんせん牛乳」はその象徴ともいえる商品で混ぜ
物のない本物志向の牛乳として1981 年に誕生し
ました。発売後も絞りたての生乳に近い飲み口を追
求して改良を続け、1987 年には一般的な牛乳より
も低温の72℃ 15 秒殺菌（HTST 法）を実現した
「こんせん72 牛乳」となり、現在も数ある商品の
中で最も支持され続けています。
“こんせん”とは（根室と釧路）地区のこと。牛

の飼育環境が良い北海道のなかでも比較的草地型
酪農地帯であった釧路工場の集乳地帯を選んだこと
や原乳の細菌数が全国でも一番少なかったことから
この地を産地に指定しました。当時の組合員がホル
スタインの子牛をデザインした「こんせんくん」は

プライベートブランド商品
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故を未然に防ぐとともに、検査結果を産地や製造者
と共有して、商品の改善に役立てています。
設立 20 周年を記念して、2018 年には、“ 組合

員や地域の方々に愛される施設に”と、見学・体験
型施設にリニューアルし、翌 2019 年には、グルー
プ組合員に愛称を公募し、愛称を「ぱるあんしん館」
としました。

公開確認会

1990 年代、米や青果の取引において新しい産地
が次々と加わったことで、農薬の適切な使用と取引
価格の適正化を目的とした、栽培・規格の基準づく
りが求められるようになりました。そこで首都圏コー
プ生産者消費者協議会（現・パルシステム生産
者・消費者協議会）の幹事と生協職員が青果認定
委員会を組織しました。

商品検査センター

1999 年に開設した商品検
査センターでは、食中毒を防
ぐ「微生物検査」を実施し、
2002 年からは残留農薬を調べる「理化学検査」
を、2011 年からは見えない不安を取り除く「放射
能検査」を加えて、商品の安全性や品質を科学的
に検証しています。
パルシステムでは国の基準に適合させるだけでな

く、さらに厳しい独自基準を設けることもあります。
たとえば食品添加物なら、国が使用を許可している
1,536 物質から安全性が疑わしいものや必要性のな
いものを除外した1,168 物質に限定し（2020 年 2
月現在）、残留農薬であれば国の基準の10 分の1
以下であることを基準としています。そのために、独
自の検査センターが必要でした。
2017 年度からは、それまで外部委託していたア

レルゲン検査（生化学検査）を自前に切り替えまし
た。登録者にはアレルゲンアラートで注意喚起する
仕組みもできています。
このような検査を実施することによって、食品事

山形県　JA山形おきたま　公開確認会　2018年青森県　常盤村養鶏農業協同組合　公開確認会　2017年

商品検査センター「親子実験教室」2018年 放射能測定器
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農薬削減プログラム

パルシステムは1998 年より、生産者と組合員が
一体となって、毒性の高い農薬を避けながら農薬の
総量を低減することを目的とした「農薬削減プログ
ラム」を制定し、産地での農薬削減を実行するため
の計画や手順を示したアクションプログラムを開始し
ました。
2013 年には農薬削減プログラムを改定し、ハ

ザード評価（農薬の毒性など危害要因の大きさ）と
リスク評価（人体や生態系への影響）の手法を取り
入れました。農薬の使用を減らして、環境や人の健
康への悪影響をさらに抑えることをめざしたものです。
現在では有機 JAS 認証を取得した有機農産物、

またはそれに準ずると判断された農産物を、「コア・
フード」の名称でパルシステムのトップブランドと位
置付けています。当初は「the ふーど」というブラン
ド名でしたが、高い基準を満たすとともに、食の本
質的な姿をめざすという意味を込めて、2010 年よ
り「コア・フード」に名称を変更しました。「コア・
フード」には農産物のほか、牛肉、鶏肉、卵、水
産品、加工食品などが揃っています。いずれも環境
や生態系に配慮し、持続可能な資源管理を行ってい
ることが前提です。
また、化学合成農薬と化学肥料を各都道府県で
定められた慣行栽培基準の2 分の1 以下に削減し、
パルシステムの定める「削減目標農薬」を使用しな
い農産物を、「エコ・チャレンジ」というコア・フー
ドに次ぐ基準を満たした商品として位置付けていま
す。1999 年に公開確認会が開始され、農産物が基

準に基づいて適正に栽培されているかどうかを監査
する場となりました。公開確認会は、その基準と監
査を第三者にゆだねるのではなく、生産者と組合員
が生産について互いに学習し、共感を深めることを
特徴としています。これまでの開催回数はパルシス
テムグループ累計で141 回開催され（2020 年 3
月時点）、さらに年 1 回、全国の生産者や組合員が
一堂に会して内容を共有する公開確認会報告会も
実施しています。

鹿児島県　JAいぶすき　公開確認会　2007年

神奈川県　（有）ジョイファーム小田原　公開確認会　2005年

インドネシア　ATINA（オルター・トレード・インドネシア社）工場　
公開確認会　2008年

「コア・フード」マーク 「エコ・チャレンジ」マーク
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じた地域貢献を目的とし現在に至っています。
また、こんせん牛乳の開発に際しては、良い牛乳
をとるために、牛の乳房を拭く清潔なタオルがたくさ
ん必要となることを知った組合員が呼びかけを行っ
て、生産者にタオルを贈る運動を1985 年よりはじ
めました。
2000 年にはパルシステムグループの「産直四原

則」が制定され、生産者と組合員の相互交流の重
要性が改めて示されました。

予約登録米制度

田植え前の時季から米の予約登録を受け付け、秋
に収穫した新米を組合員に供給する「予約登録米
制度」は1995 年にはじまりました。
発端は1993 年、冷夏と日照不足が深刻な米の

不作を招き、「平成の米騒動」と呼ばれる記録的な
米不足になったことでした。
米不足を解消するため、国が緊急措置としてタイ

生産者との交流

東京に住む組合員にとって交流とは、農を基軸に
して、生産者と消費者が共通の課題（食のあり方や
環境問題）に協同で解決の道をさぐる関係を継続す
るための、大事な接点でもありました。
パルシステムは「地域資源循環型農業モデルづ

くり」と「都市と農村の新たな交流」をめざして、
2000 年にJAささかみ、笹神村（現・新潟県阿賀
野市）の三者間で「食と農に関する基本協定」を
締結しました。この協定によって生産当事者だけで
なく、地域・自治体全体を巻き込んで「農村都市」
「生産者・消費者」の関係を築いています。
2001 年には、東京マイコープ（現・パルシステ

ム東京）、首都圏コープ事業連合（現・パルシステ
ム連合会）と青森県常盤村（旧江戸川生協との交
流産地）や新潟県吉川町（旧たつみ生協との交流
産地）とそれぞれ「食料と農業に関する基本協定」
を締結。米を中心に農産や加工品の産直交流を通

青森県　常盤村養鶏農業協同組合調印式　2001年 千葉県　（株）うなかみの大地「うなかみの大地deさつまいも収穫体験」　
2019年

パルシステム東京の「産直」は、つくる人と食べる人がともに健康で安心なくらしを実現するため、
利益もリスクも分かち合える関係を築いてきました。
環境保全型・資源循環型であることを基本において、産地と食卓をつないでいます。

パルシステムの
「活動と政策」

産直

生産者との共感・共創をはぐくむ
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輸入・供給をはじめました。1980 年代にはじまっ
た世界的な砂糖の取引価格の暴落により、生産地の
ひとつであるネグロス島の農民は貧困と飢餓に陥り
ましたが、それを支援するため、島に自生するバナ
ナを商品として供給する取り組みをはじめたのです。
その後、バナナは自立をめざす農民によって栽培さ
れるようになりました。
この取り組みはパルシステムの国際産直のモデル

となりました。現在、海外の産地は8カ国 12 産地
（2019 年 6月時点）に増加し、農産物以外にも
水産品や加工食品が加わって、さらなる広がりをみ
せています。
また、国内の産直と同様に、国際産直においても
生産者と消費者の支え合いを重視して、交流会や公
開確認会を開催しています。

水産産直と森の産直

農畜産物からはじまったパルシステムの産直はそ
の後、水産品や、森林資源の活用へと広がりました。
水産資源の保全や回復や担い手問題が課題となっ

ている水産業。2009 年に「水産方針」を制定し、
海の環境保全や食品の安全性確保に取り組む事業
者と連携した“ 水産産直 ”をはじめました。水産物
の持続的な利用を実現する事業や運動への取り組み
として、「恩納村もずく」「コア・フード野付のほた
て」などの売り上げを活用したサンゴの養殖や森の

や米国の米を輸入したことが、結果的に米の輸入解
禁を促すきっかけとなり、国内農業を圧迫する可能
性が出てきました。このような事態に際し、従来、
国内農業の保護を訴えてきたEコープ（パルシステ
ム東京の前身生協のひとつ）は、改めて日本の農業
が抱える問題を痛感したことから、同年 10月に食
の安全と食糧自給の回復を求める署名活動を行いま
した。
同時に、パルシステムが自ら行える取り組みとし

て、米のより安定した生産と供給をめざす「予約登
録米」の制度をはじめました。
この制度は現在、米の収穫前に購入の予約をする
ことで、環境保全型農業に取り組む生産者を応援す
るとともに、不作の年も予約者に優先的に米を供給
する仕組みとして定着しています。

国際産直

パルシステム連合会の前身となる首都圏事業連
は、1977 年の発足時より、日本の食糧自給率の低
さを問題視して、国内の食糧生産能力を維持するた
めに、極力、国産の食品を供給する立場をとってい
ました。しかし、国内生産が難しいものに関しては、
フェアトレードを前提に輸入を行っていました。
1989 年には関連会社の株式会社オルタートレー

ド・ジャパンが設立され、同社を通したフェアトレー
ドにより、フィリピン・ネグロス産の無農薬バナナの

新潟県　JAささかみ　作業風景 フィリピン・西ネグロス州「エコ・バナナ（バ
ランゴン）」の生産者
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して行われたものです。組合員に予約登録米制度を
利用するなどして積極的に米を食生活に取り入れて
もらい、食料自給力を高めるとともに、加入者一人
あたりの利用を増やして、パルシステムブランドの確
立につなげる狙いがありました。
「100 万人の食づくり運動」はその後形を変え、
2014 年度より、消費者一人ひとりが本物の商品を
選ぶことで社会を変えようという取り組み「『ほんも
の実感！』くらしづくりアクション」に引き継がれて
います。
2010 年には子どもたちを対象に、パルシステム

東京の職員が講師となって、米の苗植えから脱穀、
籾すり、試食までを体験的に学習してもらう「お米
の出前授業」を開始しました。この取り組みは好評
で、教育機関からの要請に応えて2012 年度から東
京都内全域へと活動を展開しました。2013 年度に
実施したお米の出前授業は93 校・293 回に達し、
食料自給率の向上に寄与したとして「フード・アク
ション・ニッポン　アワード2013」販売促進・消
費促進部門に入賞しました。
また、東京都が支給する広域食育推進民間活動
支援事業費補助金を2013 年より受給し、苗やオ
リジナルテキストなどの教材の充実を図ったうえで、
お米の出前授業を継続しています。

植樹活動には組合員とともに取り組んでいます。
また、2013 年にニホンウナギが絶滅危惧種に指
定されたことで、組合員から食べ続けることへの疑
問の声が上がり、うなぎを食べながら資源・食文
化・産地を守る取り組みとして「大隅うなぎ資源回
復協議会」を設立し、商品利用の賦課金やポイント
カンパからなる組合員の支援金を資源回復活動に活
用しています。
さらに、2012 年に「森林・林業方針」を制定し、
木の価値を見直すとともに、持続可能な森づくりに
貢献するために、生協としては初となる「森の産直」
をはじめました。
山梨県南都留森林組合の間伐材を使用した生活
用品やペット用品など、島根県高津川産の天然あゆ
やワサビと自然薯を使った商品の開発や、組合員の
参加による間伐体験などの取り組みをすすめています。

食に関する運動

パルシステム東京は、発足当初から日本の米づく
りを支援し続けてきました。2008 年度にはパルシ
ステムグループ全体で、米を中心とした日本型食生
活を推進するキャンペーン「100 万人の食づくり運
動」が実施されました。これはグループ全体の無店
舗事業の組合員が100 万人に到達することを目前に 「『ほんもの実感！』くらしづくりアクション」ロゴ

鹿児島県　大隅うなぎ資源回復協議会にて「放流モニタリング」を実施
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足させ、回収した牛乳パックをトイレットペーパーや
ティッシュペーパーに再生し、PB 商品として供給し
たのが、本格的な取り組みのはじまりでした。

1994 年には、首都圏コープ事業連合が他生協
と共同で、リユースびんの種類をそれまでの15 種
類から4 種類に規格統一をしたことで、E コープと
ジョイコープもリユースびん商品の効率の良い供給
と回収が可能になりました。

2001 年には、商品のラッピングやパッケージに
使われたプラスチック類や紙類を回収して、稼働を
はじめた北戸田リサイクルセンター（現・杉戸リサ
イクルセンター）に集めて圧縮・梱包し、再生ルー
トにのせるようになりました。

近年、世界的課題となっている海洋プラスチック
ごみ汚染などの問題を受け、パルシステムは、取引
する団体で構成するパルシステム協力会との連携に
より、プラスチック包材の軽量化や環境負荷の低い
材質への切り替えなどの環境配慮をすすめています。
また、組合員に向けた3R（リデュース・リユース・
リサイクル）の取り組みの周知や、学習会・見学会
を行っています。

石けん運動

環境保全を目的に、パルシステム東京が草創期か
ら取り組んできたのが、石けん運動です。合成洗剤
が環境と人体に及ぼす影響を懸念し、石けんへの切
り替えをすすめるとともに、米ぬかを主成分とする
粉石けん「水ばしょう」を開発して、1977 年より
供給を開始しました。

現在では「水ばしょう」のほかに、石けん成分の
ボディソープやシャンプー、歯みがきなどがPB とし
て商品に加わりました。また、パルシステム東京の
組合員が講師を務める出前講座や、都内石けん工
場の見学会、サンプル配付などを通じて、石けんの
利用を広げる取り組みを続けています。

リデュース・リユース・リサイクル

パルシステムでは商品の容器・包装のリデュース
（発生抑制）・リユース（再使用）・リサイクル（再
生利用）をすすめています。

1990 年に牛乳パックリサイクルプロジェクトを発

石けん使用の推奨にはじまった環境配慮の視点は、
3R、CO2削減、エネルギー問題にも向けられるようになりました。
地球環境を大切にする社会をめざし、取り組みをすすめています。

環境

石けん・容器・エネルギーの考え方
パルシステムの
「活動と政策」

杉戸リサイクルセンター粉石けん　水ばしょう商品群　1980年代
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2010 年 3月からは東京都と連携して「東京都家
庭の省エネアドバイザー制度」の統括団体として活
動、その後、同制度の終了に伴い2019 年から独自
運用での省エネ診断を実施しています。

脱原発に向けて

2011 年 12月、パルシステム東京はエネルギー
政策を制定し、「生協自らが消費者として選択する」
「生協自らが事業者として行う」「生協自らが地域・
社会に運動をおこす」をその３本柱としました。
2012 年にはエネルギー政策作業部会を設置し、

「食糧も産直、電気も産直」という考え方に基づい
て地域連携をすすめ、2013 年 4月に子会社の「う
なかみの大地」に電気事業部門を新設し、事業で使
う電力を再生可能エネルギー（バイオマス発電、小
水力発電、太陽光発電）に切り替えました。
また、その電力を「産直でんき」と名付けて
2015 年に商標登録しました。
2016 年には、１都 8 県のパルシステムグルー

プ組合員への電力供給を目的として、新電力事業を
「うなかみの大地」から「パルシステム電力（旧・
エコサポート）」に移譲し、同年 10月からほかのグ
ループ生協に先行して、パルシステム東京の組合員
に向けて電力供給を開始し、契約保有件数は2020
年 8月末時点で、1 万 4,505 件となっています（パ
ルシステムグループ全体では3 万 9,122 件）。

環境配慮の基準づくり

1998 年、事業活動における環境マネジメント活
動の監査と、理念の具体化を目的として環境監査委
員会を設置しました。
2000 年、東京マイコープ（現・パルシステム東

京）は環境マネジメントシステムの国際規格である
ISO14001 の認証を取得しました。この認証取得
によって、従来は各部門で個別に取り組まれていた
環境配慮活動が、東京マイコープ全体の環境方針
のなかに体系的に位置付けられることになりました。
2007 年には、環境マネジメントをシステム重視

型の監査から社会的責任を意識したマネジメントに
転換するために、自己適合宣言に切り替え、より高
い環境配慮効果をめざすようになりました。さらに、
2013 年度からは自組織に合ったマニュアルに変更
し、運用をすすめています。

身近でできる活動の呼びかけ

1990 年以降に家庭からのCO2 排出量が急増し
たことを受け、東京マイコープは組合員が家庭で気
軽に取り組める企画を実施するようになりました。
海外の未電化地域に手づくりの太陽光パネルを

贈ったり、センターの掲示板に活用したりといった
取り組みの一方で、2004 年にはホームページに子
どもを対象としたゲームプログラム「環境すごろく」
を掲載し、2005 年には日常生活のエコロジー度を
チェックしてくらしを見直すきっかけをつくる「エコ・
カレンダー（環境家計簿）」を配付しました。
また、2008 年 8月から2009 年 3月にかけて、
各組合員の家庭で削減したCO2 排出量に応じ、パ
ルシステム東京がポイントを付与する環境省の委託
事業「地域型 CO2 削減エコ・アクション・ポイン
ト事業」を実施しました。
2009 年度には養成講座を受講した組合員が、

希望する組合員家庭を訪問し、家電や住宅事情を
診断して省エネのコツをアドバイスする「省エネアド
バイザー制度」をはじめました。

省エネアドバイザー制度の活動　2018年
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政策（案）」が作成されましたが、その題名に表さ
れる通り、国際連帯と平和は緊密に関連しています。　
パルシステム東京が国際連帯として継続的に取り組
んでいる、韓国の高

コ ヤ ン
陽坡

パ ジ ュ
州ドゥレ生協との交流は、

2001 年、新潟県笹神村（現・阿賀野市）で行っ
た日韓子ども交流サマーキャンプが最初でした。そ
の後、東日本大震災による中断などを経て、2014
年から訪韓、訪日平和スタディツアーや役職員訪問
等を通して、お互いの国や生協についての理解を深
め、文化や歴史、社会を知るきっかけづくりを行っ
ています。
また、「家庭でできる国際支援活動」を合言葉に、
従来行われてきた書き損じハガキなどを回収・換金
して国際支援に役立てる取り組みは、2009 年より
年 1 回のキャンペーン期間を設け、定期的に実施す
るようになりました。パルシステム東京が回収した書
き損じハガキなどを、NPO 法人ハンガー・フリー・
ワールド、シャプラニール＝市民による海外協力の
会を通じて飢餓問題を抱えた国の教育、栄養改善
への支援や家事使用人として働く児童労働の改善に
役立てています。

平和な社会への願い

平和を願う活動は1980 年代から行われています。
1981 年にたつみ生協（パルシステム東京の前身生
協のひとつ）が店舗で開催した「東京大空襲写真
展」はその原点といってもいいでしょう。この写真
展は大きな反響を呼び、翌 1982 年に浅草国際劇
場で開催した「下町反戦平和の集い」には、組合
員約 200 名を含む5,000 名が参加しました。実行
委員会が所有していた空襲の写真パネルは2002 年
3月に開館した東京大空襲・戦災資料センター（江
東区）に引き継がれました。2002 年度からは平
和を学び考える機会として年 1 回、「平和のつどい」
（2016 年度から名称をピースフェスに）を継続開
催しています。2004 年 12月には、内閣総理大臣
にあてて「イラクへの自衛隊派遣についての緊急声
明」を提出しました。
組合員が気軽に参加できる国際協力「平和カン

パ」は、1996 年度からはじめています。これは海
外の子どもたちを支援するために組合員がカンパを行
い、支援団体に託して届けるものです。初年度は原
発事故が発生したチェルノブイリの子どもたちに向け、
医薬品の購入を目的としたカンパを行いました。
また、組合員が気軽に立ち寄り、平和を考える
きっかけになる場をつくるため、2003 年から「ピー
スカフェ」をはじめています。
2014 年には、安全保障関連法や集団的自衛権
行使問題など、生活に関わる法の問題が議論される
機会が増えたことから、身近な場所で気軽に立ち寄っ
て学べる「憲法カフェ」をはじめました。

国際交流と国際支援

2002 年、「東京マイコープの『平和と国際連帯』

気軽に参加できるカンパから国際連帯まで、
パルシステム東京は多彩な平和活動を行っています。
近年ではカフェ形式の場も設け、学びと伝え合いを大切にしています。

平和と国際連帯

平和活動と社会課題への支援
パルシステムの
「活動と政策」

書き損じはがき回収仕分け作業
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り活動にも参加するようになりました。2019 年に
東京都および都内 53の行政区と見守り協定を締結
し、地域包括支援センターおよび行政と連携して、
安否確認などに協力しています。

パル未
ミ
来
ライ
花
カ
基金

パルシステム東京は大規模災害の発生に際し、被
災地に職員や組合員を派遣するなどして、ボランティ
ア活動を行ってきました。
2011 年の東日本大震災においても、発生直後か

ら被災地と被災者の支援を行うとともに、福島親子
交流企画や福島支援カンパをすすめてきました。
さらに、組合員の支援活動を資金面で応援する
ため、2011 年度の剰余金をもとに「パルシステム
東京　震災復興支援基金『パル未

ミ
来
ライ
花
カ
基金』」を

2014 年に設置しました。この基金は、組合員を代
表とする復興支援活動を行うグループへの助成を行
うとともに、その支援活動を広く組合員に広報する
ことで、被災地と被災者を忘れず、次の活動へとつ
なげていくことを目的としたものです。

助け合い活動から介護事業へ

かつて、ジョイコープとEコープは、くらしの困り
ごとを組合員同士の助け合い活動として、主に産前
産後や高齢者世帯を対象とした家事などの援助を
行っていました。
この2つの生協が合併し、東京マイコープとなっ
てからは、少子高齢化社会においてその活動経験
を活かし、地域社会に貢献することを目的として、
1998 年より「陽だまり」を拠点とした介護福祉事
業をはじめました。また、2002 年から福祉用具の
販売・貸与サービスもはじめました。
2003 年 4月には、一般市民の目で介護サービス

を評価し、質の高い福祉サービスにつなげていくた
めの機関として、「陽だまり市民評価委員会」を設
置しました。
2014 年、パルシステム連合会が総合福祉政策

を制定し、たすけあい活動や見守り活動、居場所づ
くり、相談などのインフォーマルサービスによって、
公的支援の対象にならない人々も支えていくことが
生協の役割であるとしました。
パルシステム東京では、地域の居場所

づくりの取り組みを広げることを目的に、
各施設を組合員や市民団体に活用しても
らいました。2014 年に大田「自由塾」、
2016 年に下馬「あじさいの家」、2017
年以降、辰巳「パルの家」、練馬「パル
の家」、江東「パルの家」を順次開所し、
組合員を担い手として、学習支援や高齢
者の見守りや支え合いを目的とした地域
ミニデイサービスをすすめています。
近年では、毎週同じ曜日・時間帯に配

達担当者が訪問する宅配事業の特徴を活
かして、自治体が推進する高齢者の見守

2020年に制定した「地域福祉政策」は
身近なところ、できることからを基本に、
公の手の届きにくい助け合いの福祉を明言化したものです。

パルシステムの
「活動と政策」

福祉と地域コミュニティ

助け合い活動を軸にした展開

「パル未来花基金」「はちみつ會」福島県の親子保養企画　外遊びの様子　2019年
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増えないといった課題が表面化し、組織は改革を迫
られることになりました。機関運営における理事や
総代の役割の明確化もそのひとつでした。
1996 年、合併当初の2 年間は旧生協の枠組み

を踏襲した地域委員会を定例で開催していましたが、
1998 年からは東京全域から集まって月１回の組合
員協議会を開くようになりました。さらに、2004、
2005 年度に組合員参加の検討委員会を設置して、
組合員の組織と活動の見直しをしました。
その結果、2006 年度を試行期間として「地域に
軸足を置く」「ピラミッド型からフラット型へ」「ネッ
トワークする」を3 本柱とした改革をすすめることに
なりました。
委員会は2 種類に整理され、委員が居住する自
治体の単位でまとまって活動する「パルシステム東
京委員会」と、「食べもの、食育、くらし、福祉、
環境、平和、子育て」の7つの活動テーマ別にまと
まって活動する「分野別委員会」で構成されるよう
になりました。いずれの委員会も組合員 5 名以上で
組織され、自主・自発的な活動を行っています。
昨今、夫婦ともに働く世帯割合が高まり、平日の

昼間を主体とする組織活動に参加することが難しく
なってきています。一方、インターネットを介したコ

班と委員会

組合設立当初、共同購入を中心とした生協の運
営、運動、事業利用の基礎単位として「班」がつく
られました。一定の数の組合員世帯が集まって班を
構成し、班ごとの会議を定期的に開催するなどして、
共同購入の際に生じる集計業務の分担を決めたり、
生協の運動方針を理解したり、組合員の要望をまと
めたりする場にしてきました。
班の代表や一部の組合員は地域や店舗別に組織

された運営委員会に参加し、生協の運営に関わりま
した。

また、総代会で決定した運営方針は運営委員会
から班へと伝達され、また、組合員の要望や意向は
班を通して運営委員会へとくみ上げられ、事業運営
や政策推進に反映されました。
このように班を基礎としたピラミッド型の組織構造
は、組合員の能動的な参加を促しながら生協を円滑
に運営していくために、重要な役割を果たしてきまし
た。しかし、時代が変わり働く女性の増加などによっ
て生協の利用形態が共同購入から個配へと移行し、
組合員世帯が集まって班をつくるのが難しくなってき
ました。さらに、組合員の自発的な活動への参加が

協同組合の運営や活動の主体は組合員です。
組合の事業や政策を推進するために、組合員自らが学び合い、社会に広げる活動をすすめています。
くらしが大きく変化していくなか、時代に対応した組合員活動の模索が続いています。

組合員活動の変遷と学び合い

時代に即した模索と学びの歴史
パルシステムの
「活動と政策」

あけぼの生協「班会」の様子　1984年頃

共同購入「班」の仕分け風景　1980年代前半
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を中心に身近な地域で学びの場が広がっています。

組合員自らが講師に～新たな学び合い

組合員視点からの新たな学びの場として、パルシ
ステム東京およびパルシステム連合会では、各種の
組合員講師養成講座を開講しています。
2006 年、パルシステム連合会が開講する「PLA

養成講座」がはじまりました。PLAはパルシステム・
ライフアシスタントの頭文字で、パルシステム商品
の成り立ちや商品政策、事業システム、商品に関す
るさまざまな取り組みを、くらしの視点から多くの組
合員に伝えるとともに、組合員の意見を聞き取って、
商品に関する活動の活性化と参加の広がりを支援す
る人を指します。PLA 養成講座は開講初年度から
組合員が参加しています。
また、2007 年には食育を広げる役割を担う人材
を育成するために、「食育リーダー養成講座」をは
じめました。以降、食育リーダーが出前講座などを
実施し、生協内だけでなく、教育現場や店舗などさ
まざまな場で、パルシステム東京の考える食育を広
めています。その他、石けん講師や人材バンク、ファ
シリテーターもさまざまな分野で活動しています。

ミュニケーション技術は発展し、時間・場所の制約
にとらわれずに、自由につながり合うことが可能にな
るなか、組織参加にとどまらず、企画参加、多様な
参加と、新たな活動の模索がはじまっています。

学びの場

協同組合の原則にもある通り、学びは生協の発展
のために重要な活動として位置付けられ、パルシス
テム東京の草創期より積極的に行われました。その
一つが「生協学校」です。
1976 年に、あけぼの生協（パルシステム東京の

前身生協のひとつ）ではじまった生協学校は、運営
委員、理事、職員がともに学習し、商品や社会への
理解を深め、組合員に広げていくことを重視しまし
た。最初の1 年間は憲法の学習会に取り組み、そ
の後、食の安全や石けん、環境問題などへとテーマ
を広げながら、次 と々学習会が実施されました。
これらの取り組みは、2002 年の食品衛生法改正
に向けた期間限定の「食品安全チューター」、その
後の「Ｍｙマイ塾」「Ｍｙマイカレッジ」「子育て個
育てワークショップ」などにもつながりました。
現在は、ネットでの情報発信も工夫され、委員会

食育リーダーの食育講座「続けられる！毎日の発酵キッチン」2019年

委員会活動「子育てグッズが防災グッズ」　2017年

PLA学習会「味覚を育てる離乳食講座」2019年

石けん講師による石けん出前講座　2019年
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各地域生協の誕生

原点は「生活から社会を見る」

濱口　本日はお集まりいただきありがとうございま
す。まずは、50年前に私たちがどんな思いで生協を
つくり、どんな苦労をしてきたのか振り返ってみた

いと思います。辰巳団地生協の創立者である下山さ
んからお願いします。
下山　辰巳団地は 3,000 世帯を超える大きな団地
でしたが、生鮮食品を扱う店舗が 2店舗しかなく、
寡占状態で値段が高かった。官製の自治会はすでに
ありましたが、自分たちで新しい自治会をつくるこ
とになり、ひょんなことから私が会長選挙で当選し

のちにパルシステム東京となる辰巳団地生協とタマ消費生協が誕生したのは 1970 年。
以降、次 と々発足した東京周辺の地域生協が事業連帯や統合を繰り返し、今日のパルシステム東京があります。

この半世紀を振り返り、明日への歩みを進めるために、創生期からの担い手がつどい、
当時の思いと運営の苦労、そして将来への期待と展望を語り合いました。

原 秀一
（パルシステム連合会 前専務理事）

下山 保
（首都圏コープ事業連合 元理事長）

濱口 廣孝
（首都圏コープ事業連合 元理事長）

若森 資朗
（パルシステム連合会 元理事長）

増田 レア
（東京マイコープ 元理事長）

本間 恵
（E コープ 元理事長）

山根 眞知子
（東京マイコープ 元理事長）

多様性の共存

パルシステム東京　50周年記念座談会
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ました。そのときの公約のひとつが、「生協とその店
舗をつくる」ということだった。自治会が都と交渉
して店舗を勝ち取りました。生協の機関紙の名前が

『物価と生活』だったことからもわかるように、最大
の課題は物価で、「生協とは何ぞや」といった議論は
ありませんでした。一方で、タマ消費生協に学生運
動の仲間がいて、協力し合えることになった。さっ
そく米の共同事業をすることになり、「珠

たま
米
まい

」という
ネーミングの米の取り扱いから最初の事業連帯がは
じまりました。
若森　60 年代、70 年代の安保反対運動や全共闘運
動に取り組んだ人たちが、地域活動の大切さを感じ、
地域生協づくりを行いました。そのなかで生まれた
タマ消費生協は、店舗ではなく共同購入に取り組み
ました。多摩ニュータウンのような、ほうぼうから
見ず知らずの人たちが集まった新設巨大団地では、
人と人とをつなぐのに共同購入が有効で、地域に新
たな協同性をはぐくむことにつながったと思います。
　当時は公害などで食べものへの不安もあったので、
国の押し付けではなく、自分たちで安全基準をつく
ろうと、そのための運動も行いました。「生活から社
会を見よう」というスローガンのもと、くらし感覚
で学び、社会の問題点や課題を知って、地域から社
会を変えていこうとしました。
　しかし設立 2 年後くらいに、専従者主導、組合員
主導を巡って混乱が起きました。そこで出した結論
が、組合員主権でした。これは今も続いている「会
員生協の理事長は組合員から」という伝統につな
がっていると思います。
濱口　増田さんはたつみ生協が最初でしたね。
増田　私は茨城で霞ヶ浦のアオコ問題などから、
ずっと石けんを使っていたのですが、合成洗剤に反
対する生協が集まって石けん洗剤工業会の前に合成
洗剤を積み上げたニュースを、これは生協の仲間が
やっていると見ていました。その後たつみ生協で、自
分のくらしと社会の動きがつながっているのを地域
で実感しました。石けんの活動は川の問題でもあり
地域には小さいながらも製紙や製瓶の工場など、牛
乳パックのリサイクルやリユース瓶につながる運動
が身近にありました。石けんの実験や店舗前でのア

ピール活動をし 1 年 365 日、石けん関連の活動を
していました。
濱口　原さんは立川生協が最初だと思いますが、そ
の頃の共同購入はどうでした？
原　私が入ったのは立川生協が発足して 10 年くら
いたった頃です。私が入る前の 10 年は内紛に次ぐ
内紛だったとか（一同笑）。
　店舗はなくて共同購入だけでしたが、自分たちで
注文書を書いて輪転機で刷って 配付していました。
生協にお金がなくて組合員に商品の代金を前払いし
てもらうような状況でしたね。供給高は 2 億に届か
ず、借金が 3,000 万円以上あって、理事長が家を担
保にして労金からお金を借りていました。その後合
併してジョイコープになるまで、余裕はまったくな
かったです。
濱口　山根さんが生協に入ったきっかけは。
山根　子どもが生まれて、農薬のかかった食べもの
で子どもを育てたくないと単純に思ったからです。
入ったのは原さんのいった内紛を重ねていた共同購
入会です。のちに立川生協に合流するんですけど、農
産の委員会もあって、産直だとか、農薬の削減だと
かに組合員さんの意識が向いていたと思います。活
動は班単位で、班で野菜や牛乳を共同購入するほか、
班会が食べものや農薬について勉強する場になって
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いました。普通の主婦が「へえーそうなんだ」と社
会問題を理解することができた。班会で意見が出る
と地域委員会にもっていかれ、それが理事会や総代
会へいくという形でした。組合員が社会参加をする
入り口になったのが、班会だったと思います。
濱口　本間さんは江戸川生協だったと思いますが、
江戸川生協は女性組合員を早い段階で常勤の理事に
していましたね。
本間　常勤理事は男性のみということに異議申し立
てをした結果、4人の女性常勤理事と非常勤理事 1
人の計 5人で組織部の業務を担うことになりまし
た。1988年に 3生協が合併してEコープになって
からは、行政区ごとの委員会のほかに専門委員会も
より多彩になり、それらの活動が活発になるにつれ
て、地域横断的に組合員の参加も増えていきました。
活動を通して組合員が社会的課題に関心をもち、と
くに女性にとっては専業主婦という殻を破って社会
参加に一歩を踏み出すきっかけになったと思います。
濱口　どの生協も設立初期は、組合員が自分の生活
を自分で守るというところから出発している点が共
通していますね。

東京マイコープへの統合

システムの統一・変革に取り組む

濱口　各地に地域生協ができて間もなく、それぞれ
が連帯し、組織の統合へと向かいます。1988 年に
Eコープができた頃、東京には 25、26くらいの地
域生協がありましたが、今は 6つくらいに集約され
ています。私たちも合併を繰り返して東京マイコー
プになったのが1996年で、パルシステム東京の50
年の歴史の真ん中くらいです。私たちの組織合同は
切羽詰まってやったという一面もあるし、積極的な
連帯を積み重ねてそうなったともいえます。連帯の
はじまりはどうだったのか。下山さん、1977 年の
首都圏事業連の設立についてお願いします。
下山　70年代は生協のなかで主流派といわれる規
模の大きい生協の影響力が強く、遅れて参入した私
たちは集まって連帯するしかなかった。まずは東京
からはじめました。当時は都民生協（現・コープみ
らい）がダントツで、東都生協が二番手でした。し
かし私たちも協力し合えば二番手になれるのではな
いかという考えで討論し、事業連帯について総論賛
成の道が開けました。
濱口　その後、首都圏コープ事業連合が法人として
発足し、前後して Eコープ、ジョイコープもできて、
これでしばらくいけるかと思っていたら、すぐにそ
の 2つが統合することになりました。原さん、当時
の様子はどうでしたか。
原　ジョイコープは 1993 年に発足し、供給高は
100 億円を超えましたが、それで落ち着くことな
く、都内第２生協をめざしてすぐに動き出しました。
ジョイコープができたばかりなので、当然いろいろ
議論がありました。実は私自身、強引すぎるのでは
ないかと思ったこともありました。役職員が丁寧に
説明し議論したことで、提案２年目に合意され、東
京マイコープが発足できました。
山根　合併では、それぞれの組合員さんの合意を得
るのが大変だったと聞きました。
若森　問題になっていたのは商品に対する考え方で
す。合併によって商品の選定基準が甘くなるのでは、
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と心配されていました。そこで商品については品質
基準書をつくって合意していきましょうということ
になり、「昔ながら」といった曖昧な基準をやめて、
多様な知見を検討し、科学的根拠に基づいてより安
全・安心を優先した基準をつくりました。それをし
たことで、違和感が払拭されていったと思います。
濱口　商品政策をまとめたりもしたよね。
若森　そのようにして乗り越えていきました。
濱口　Eコープは個配をしていなかったけど、ジョ
イコープは個配をはじめていましたね。
山根　はい。個人の事情に対応しようという発想か
らはじまったのが個配です。夜勤のある人や、事情
があって班をつくれない人に個配をしていました。
共同購入はたすけあいや情報交換、事業効率の面か
らみてもすばらしいシステムだけど、協同組合イ
コール共同購入ではなく、事業を通じて課題を解決
するのが協同の精神だと思うんです。もちろん反対
意見もあったけど、共同購入ができない人を協同組
合から排除するのは違うと、私たちは考えていまし
た。生協として組合員一人ひとりに目を向けようと
考えて進めていました。
若森　個配は 3生協（北多摩・ふれあい・南埼玉わ
かば）でスタートしました。初めは否定的だったほ
かのグループ生協も、すぐにやりはじめました。パ

ルシステムグループ以外の生協は様子見でしたが、
事業拡大をみて、少し遅れて取り組みはじめました。
山根　個配の是非と理念を組織として突き詰めたこ
とが、組合員の多様性を認める結果になったし、の
ちのちの福祉事業に通じる視点になったと思います。
濱口　合併によって生協の活動も大きく変わりまし
たね。本間さん、それについてお話しいただけます
か。
本間　東京マイコープ設立時に「基本理念」をまと
め、それに基づいて社会参加や地域貢献に関連した
新しい機能を生協のなかにつくろうという話になり
ました。そのひとつが、組合員が関わるNPOとワー
カーズ・コレクティブを支援する中間支援センター
（NPOサポートセンター）です。ここから新しい団
体も増え、市民事業と市民活動が軌道に乗ってきま
した。これらの団体のネットワーク組織として「コ
ミュニティ・ワーク連絡会」の活動も活発になりま
した。
濱口　今のセカンドリーグに近いものですね。
本間　そうですね。また「人材バンク」をつくり、地
区や支部の企画で講師が必要なときに、外部からで
はなく組合員人材の活用を進めました。個人のキャ
リア形成支援と、組合員同士の助け合いという 2つ
の機能を期待しました。「市民活動助成基金制度」も
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できましたが、これは同意をとるのに一悶着あって、
当時は生協の仕組みは組合員だけが使うべきで、そ
れ以外の人に使わせるのはどうなのか、との意見が
ありました。ですが、結果的にはみなさん納得し、地
域社会にインフラを開放していくことになりました。
濱口　組織合同によって活動が広がり、事業や運動
が多様化しましたね。
下山　1990 年に首都圏コープ事業連合が法人化し
た直後、組織理念として「多様性の共存」を決めま
した。当時はまだひとつの価値観に結集するのが正
しいという時代だったので、非常に斬新だったので
はないでしょうか。この組織理念が、パルシステム
をどこよりも強い組織にしました。そしてパルシス
テムが、過去も今も自由闊達な論議が保障される生
協として知られるようになりました。
　今後市民社会が深化していくにつれ、LGBTをは
じめ人々の社会的自由性や政治的自由、一人ひとり
の心の自由にとって、「多様性の共存」という理念が
ますます重要性を増していきます。先んじて理念化
したパルシステムは、これを育てていってほしいと
願っています。

これからのパルシステム東京

格差を埋める人のつながりの再構築

濱口　では最後となりますが、メインテーマ「多様
性の共存」を軸に、「協同組合としての生協の未来に
向けた理念と役割は何か」について、みなさんから
次の世代に向けた期待と提言をいただきたいと思い
ます。
若森　この生協の創設に関わった人たちの多くは、
協同組合はどうあるべきかという理論や理念的なこ
とより、いま社会は何を必要としているのか、その
ためにどのような運動が有効かと考えながら取り組
みを行ってきたと思います。食の安全・安心が求め
られていた時代は、パルシステムは独自の基準を定
め、大きな成果を上げてきました。しかしいつの間
にか社会全体の動きに対するアプローチが弱まって
いったと映ったのでしょう。口の悪い人から、おま
えたちは事業の成功に埋没してしまったと揶揄する
声も聞こえてきました。
　でもそうではない、私たちは食の流通の民主化や
食の安全・安心の確保、農業・環境への取り組みを
通して社会を変える意志をもって活動してきたのだ
と、胸を張っていいと思います。それは産直活動やさ
まざまな地域活動を通して取り組まれている「食と
農を基本に協同の地域づくり」に表現されています。
　現在、日本は格差・分断社会に突き進んでいて、生
活者が自立をめざそうとしてもそれを可能とする環
境がなく、困難がつきまとっています。そのような
生きづらさを抱えている生活者に寄り添う活動が必
要で、組織的な対応がより求められています。パル
システム東京は力がともない社会的立場も大きく
なったのだから、その資源を今まで以上に社会に還
元する活動に活用すべきだと思います。
　過去に、生協の利益の源泉は組合員なのだから、そ
れを組合員以外の人のために使うのはとんでもない
といわれたことがあります。しかし、例えば特養を
はじめ組合員以外の人にも役立つことに対して直接
的に、または支援組織を通じて間接的に資源を使い、
社会に貢献していくことが、自分たち組合員にも良
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い結果をもたらすことになります。そのようにして
社会に役立って初めて、生協は利益を蓄積すること
が許されると思います。社会が必要としているとこ
ろに、パルシステムの資源を活用し、循環をつくっ
てほしいと思っています。それを組合員との合意を
大切にしながら行うことが、生協活動であり、運動
であると思います。
増田　くらしから社会をつくる、その際にくらしと
社会が乖離していない姿をつくるのが生協だと思い
ます。くらしを通して本当に自分たちに必要なこと
は何だろうと考えれば、社会とのつながりがみえて
くる。
　私が活動をはじめたばかりの頃に、ベンポスタ子
ども共和国という青少年のための自立支援共同体を
招く活動がありました。事業連合や生産者、メーカー
も巻き込んで、サーカスの子どもたちを呼びました。
これもくらしのなかの思いからはじまったのです。
このような社会とつながる活動が今後もあることを
期待しています。
原　私が期待するのは、人と人とのつながりをつ
くってほしいということ。いま、個々人が分断され
ていますよね。少子化が進んで親戚の人数も減って
いるし、町内の付き合いも昔のように活発ではない。
都市部では孤独死も増えています。そのなかで、生

協がつながりをつくっていくことはとても重要で、
道筋は 2つあると思うんです。ひとつは地域です。
今相談役をしている株式会社パルブレッドは引きこ
もりだった人に働いてもらっているんですけど、こ
れまで家のなかにずっといた人が外に出て働くこと
で、家族は灯りがともったような気持ちになると思
うんです。また、地域の子ども食堂との連携もはじ
まりました。そういう人、団体と一緒に地域をつくっ
ていくことです。
　もうひとつは、産地とのつながりです。今年は新
型コロナの影響で事情が違いますが、毎年 2万人近
くの人が何らかの形で産地と交流しているというの
はすごいし、財産です。遠隔地でもリモートでつな
げば生産者や事業者の状況がわかります。立場の違
う人たちの生活を知れば、エシカルな思考や活動に
生きてくる。地域と産地を入り口として、人と人と
のつながりをつくりながら、助け合う余裕のある社
会をつくってほしいと思います。
本間　多様性の共存の裏には格差や分断、排除が張
り付いています。その解決は生協単独では難しく、原
さんがおっしゃったように地域の自治体や他生協、
市民団体等と協力して、解決にあたる必要があると
思います。地域にとって生協が課題解決に向けて頼
れる存在になってほしいですね。これは ICAの協同
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組合の基本的価値、その原則にもう一度立ち戻って
今日的な新しい価値を生み出すことでもあります。
例えば「組合員の人材資源を活用する」といった項
目に関して、介護・保育の人材育成、就労支援、小
中学生対象の学習支援など、さまざまな事業が考え
られるのではないでしょうか。ジェンダーギャップ
の問題は、女性職員や組合員理事の現状について、単
に比率だけでなく内実がともなっているかの検証も
必要だと思います。
下山　新型コロナの影響で、見えにくい格差貧困の
拡大がかつてない勢いで広がるなか、パルシステム
東京も「新宿ごはんプラス」という取り組みに協力
していると聞いて、嬉しく思いました。
　しかしそれだけでは不十分です。私が2016年頃
に「もったいない生協」と称して格差貧困問題にも
対応できる生協、反貧困生協を唱えたときは、パル
システムのトップも東京都生協連のトップも反対で
した。私は「救済は大事だけれど、生協の本来の役
割ではない。生協は本業の助け合いの役割を果たさ
なければならない」と主張しましたが、受け入れら
れませんでした。
　貧困者の救済を含めた助け合いは難しいといわれ
ますが、私はそうは思わない。やるかやらないかだ
けの話です。ロッチデールが示すように、生協の原
点は誰もが幸せに生きるための食と経済、貧困への
対応です。パルシステム東京はいろんな試みをほか
に先駆けてやってきたのだから、これからは失業と
貧困に対応する永続性のあるシステムづくりに挑戦
してほしいと思います。
　それともうひとつ、地域密着型生協への体質改善
が必要だと思います。大きい組織だと難しいので、組
織を 5,000 人くらいの規模に分割すればいいと思
います。法人を分割する必要はなく、独立性の高い
活動の単位にすればいいのです。そこは地域の人々
が集う場所で、子どもや高齢者の居場所であり、相
談所であり、行政の窓口にもなれるところです。
　地域コミュニティで大事なのは皮肉にも「三密」
です。デジタル化に遅れてはなりませんが、アナロ
グの重要性を忘れたら生協は終わりです。アナログ
の居場所をたくさんもっている生協になることが大

事です。
山根　私は格差拡大への対応として、商品の価格を
誰もが利用できるようにしてほしいと思います。商
品の質を下げろということではないのですが、わず
かな工夫で価格が下がるなら、そちらを選ぶくらい
の気持ちがほしい。それともうひとつは、今みなさ
んがおっしゃったように、社会に必要とされている
ことを事業化していってほしいということ。私は
NPO支援をはじめて 20年になりますが、必ずしも
儲からなくても、生協という、人も資源もある組織
が本気で取り組めば、事業として発展させられる手
応えを感じています。
濱口　皆さんから、50周年という大きな節目を迎え
て、さらなる飛躍をめざすパルシステム東京への期
待をこめた未来への提言を語っていただきました。
共通の提起は、過度な競争社会が差別や分断をもた
らし、格差や貧困が拡大し、人と人がつながりにく
い社会が進行していることに対する取り組みです。
　とりわけ新型コロナの影響を受けて、身近な貧困
や格差、失業の問題が深刻さを増しています。それ
らの課題は、直接生協の事業に取り込めるもので
あったり、行政や他団体と共同して取り組む課題で
あったりします。現在のパルシステム東京は、かつ
てわれわれが小規模の生協で、少額の資金に泣いて
いた頃とはまったく違います。半世紀かけて築き上
げた資源や社会的ポジションは、自分たちが自覚し
ている以上に、地域や社会の課題解決のために有効
活用できる可能性をもっています。
　そうした視点から、新しい事業を地域のなかに創
造して、組合員にもっと活動してもらったり、働い
たりしてもらえるような場をつくってほしいと思い
ます。改めてわれわれが何のために生協をはじめた
かという原点を今の時代の視点で見つめ直して、多
様性の共存を大切にしながら、変化する現実の社会
に対応する「誰もが安心して生活できる地域のセー
フティーネット」をつくるという、社会的な使命を
果たしてほしいと思います。
　本日は長時間にわたってありがとうございました。
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　座談会を通じてパルシステム東京の成り立ちをたどることで、
同じ思いや願いをもつ人たちが助け合い、くらしを良くしていこ
うと活動してきた私たちの原点を再確認することができました。
対話、協力、互いを尊重するコミュニケーションを通じてつなが
りをつくり、誰もがくらしやすい社会へ向けて事業と活動を行っ
てきたのが、パルシステム東京であったと思います。
　今、私たちの生活や社会に求めることは多様化し、平和、環
境、食の安全・安心に加えて、格差是正、地域でのつながり、
精神的充実感をいかに高めるかなど、課題は多く、また複雑化
しています。　　　
　座談会でも触れられていたように、誰もが何らかの生きづらさ
を感じることがあると思います。それは目に見えるものかもしれ
ないし、見えないものかもしれない。見えないと決めつけ、見な
いふりをしているのかもしれません。生きづらさを受け入れなが
ら生活できる人がいる一方で、自分の思いを言葉にして発信す
ることができず、社会から姿が見えなくなってしまう人もいます。
それは現代の深刻な課題です。
　地域のつながりを強めることが解決につながるとはいえ、何ら
かの理由で人とのつながりをもつことができなかったり、本人も
それを求めていないことが、少なからずあります。まずはさまざ
まな場を地域に設け、そのサポートの方法も、気軽な場から少
しずつ信頼関係をつくっていくものまで、多様であることが大事
だと思います。同様に関わる人々も、ときに運営側であり、とき
に訪問者であるような多様性があってもいいはずです。
　さらに、地域を主体としたリアルな場と、ネットなどを活用し
た場の2つをつくり、ネットでは世界の仲間とも出会え、より多
様な生活や文化のなかでつながっていくような仕組みをつくって
いければ、新たな可能性が広がるのではないかと考えます。小
さな単位で考えると同時に、大きな視野で未来を切り開いてい
きたいと思います。
　人と人とのつながりを放棄したとき、この社会は機械に占領さ
れてしまいます。「つながり」について、さまざまな形、方法を
模索し続けていくことが必要なのです。
　先輩からのバトンを受けて皆で智恵を出し合い、未来に求め
られているものを形にするために今自分が何をすべきか考え、新
しい挑戦を進めて次世代へつなぐ。私はそのために活動してい
きたいと思います。

　初めに、今日のパルシステム東京の創設に携わってこられ
たすべての皆さまに感謝いたします。私たちが今こうして事
業を継続できているのも、各地域生協時代に苦労を乗り越え、
連携を進めてきた皆さまがいたからであり、その先に私たち
がいることを忘れてはなりません。
　創生期メンバーによる座談会でさまざまな提言を受け、こ
れからのパルシステム東京に期待されているのは、「もっと」
人と社会につながり、役立つ組織になることだと、私は受け
止めました。
　パルシステム東京は現在、NPOへの施設貸し出しや、市民
活動に助成金を支給するなど、さまざまな活動に対して応援
を行っています。それらを調べているうちに、自分も参加し
てみたい活動や、知らなかった団体があることに気がつきま
した。もしかすると、専門部署以外の職員には、私と同じよ
うにおおまかにしかそのような活動に対する認識がないかも
しれません。今より「もっと」深いつながりをつくっていく
ために自分にできることを考えたとき、座談会を通じて知り
得た情報や創生期メンバーからのメッセージを、まずは身近
にいる同僚や、組合員からの問い合わせ窓口となる職員など
に伝え、さまざまな活動やパルシステム東京のルーツを知る
きっかけをつくっていくべきだと思いました。
　また、組合員に対しては、ＣＭの効果もあり、食材宅配とし
てのパルシステム東京の認知度はとても高くなっていますが、
半面、活動に対する認識は薄く、組合員ではなく「お客さま」
的な感覚の組合員が多くなっているように感じます。そこで、
生協は商品を買うだけの組織ではなく、さまざまな活動を行っ
ていることを知ってもらうために、職員が商品のおすすめと同
じように伝えていくことで、組合員とのつながりも広がってい
くように思えます。そうすれば、座談会で触れていた「組合
員にもっと働いてもらう」「組合員の人材資源の活用」の間口
が広がるはずです。
　ただし、伝えるためには、職員自身が組合員活動や委員会
活動などに参加し、実体験を伝えられるようにする必要があ
ります。そのために、職員の研修プログラムに活動参加を取
り入れられるような提案もしていきたいと思います。
　終わりに、今後ますます進むであろう高齢化や格差拡大、
そして現在のコロナ不況などのさまざまな社会問題に対し、
「食べもの」「地球環境」「人」を大切にした「社会」をつく
るという理念のもと、パルシステム東京は、解決に向けた一
翼を担う存在をめざします。
　創生期メンバーの意志を受け継ぎ、人と社会をつなげてい
く役割が私たちに求められていることを自覚して、その使命
を果たしていきたいと思います。

先達の貴重な体験や想い、将来への期待や提言を受けて、パルシステム東京は明日に向かい、どのような一歩を
踏み出したらいいのでしょうか。現役世代の代表として、組合員理事の江尻亜紀さんと、事業推進部の園城寺正紀
さんにその想いを語ってもらいました。

パルシステム東京　50周年記念座談会

未来に向けて人と人との
多様な「つながり」を
提案したい
組合員理事　江尻 亜紀

社会問題の解決に向けて
地域から頼られる存在に

事業推進部　園城寺 正紀

継承―明日への第一歩
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写真で
見る
50年

注文書・商品カタログ

197
0年

198
0年

199
0年

1970年5月
物価と生活
辰巳団地生協の機関紙
『物価と生活』に添付さ
れた、計画購入書という
商品の注文書。

1974年12月
タマ消費商品案内
当時のカタログ、兼注文書。

1985年6月
共同購入ごあんない
たつみ生協とあけぼの生協の
カタログ。OCR注文書導入の
記念フェアを特集。

1992年
注文書（OCR用紙）

1988年4月
えぷろんWeekiy
３生協が合併し、「Eコー
プ」となった。

1993年4月
エプロン
多摩エリアの5生協が合
併し、「JOYCOOP」発足。

1992年11月
エプロン
この企画回よりフルカラーに。

1996年4月
エプロン
E コープ・JOYCOOP・小金井
生協・下馬生協が組織統合し、
「東京マイコープ」に。

1996年4月
pal・mart
個人宅配専用カタログ。

1997年4月
エプロン
この頃、カタログロゴがポッ
プな書体に。

1999年6月
apron
この頃、カタロ
グロゴがローマ
字に変更。

1999年10月
apron・pal
共同購入と個人宅配のカタ
ログが統合し、リニューア
ル。
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200
0年

201
0年

202
0年

2000年8月
マイキッチン

『エプロン』より名称変更し、『マイキッチ
ン』に。選べるカタログ 3 媒体のはじまり。

2000年11月
Kinari
選べるカタログ第 2 弾。少人数世帯向
けカタログ『Kinari』。

2001年2月
YUMYUM!!
選べるカタログ第 3 弾。幼児のいる世
帯向けカタログ『YUMYUM!!』。

2002年12月
マイキッチン
カタログロゴをリニュー
アル。インターネット注
文のおすすめも記載。

2001年
インターネット注文画面
2001 年開始当時の注文画面。

2008年9月
my kitchen

「東京マイコープ」から「パルシス
テム東京」へ名称変更のお知らせ。
この頃、カタログロゴが英字に。

2010年4月
my kitchen
発足から 40 周年を迎え
たことを記念。ほかの 2
媒体も同様。

2011年4月
my kitchen
東日本大震災の影響により、
媒体を一時的に統一（同年
5 月 3 回企画まで）。

2011年10月
コトコト

『my kitchen』より名称変更し、『コ
トコト』に。

2014年
宅配サービスアプリ

「タベソダ」

2012年4月
きなり

『Kinari』より『きなり』へリニュー
アル。介護用品の紹介も。

2010年4月
法人版パルシステム
専用カタログ
法人向けカタログも展開。3
カ月有効の保存版。

2017年4月
注文書リニューアル

2015年2月
きなりセレクト
カタログと注文書が統合
し見やすくなった、高齢
者向けカタログ。

2019年10月
コトコト
デザインを一新しリニューア
ル。

2020年7月
コトコト・きなり統一版
新型コロナウイルス禍による影
響により、媒体を一時的に統一

（同年 8 月 4 回企画まで）。

写真で見る 50年
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写真で
見る
50年

商品パッケージ・キャラクター・ロゴマーク

たつみ生協マーク
1970 年代中期、各案内書や店舗
月末セールチラシなどに使用。

たつみ生協ロゴ
1980 年代中期で使用。

北多摩・あけぼの・
調布（ふれあい）・
江戸川・西多摩の各生協マーク
1980年代～1990年代前期で使用。商品パッ
ケージにも使用例は多い。

立川生協マーク
（JOY マーク）

1990 年代初期に使用。
「JOYCOOP」のロゴを
先行して使用。

生活協同組合　E コープロゴ（日生協マーク）

1980 年代後半から 1992 年頃まで使用。Eは EAT、EARTH、
ECOLOGYの頭文字から。

生活協同組合
JOYCOOP マーク
1993 年～ 1996 年まで使用。多
摩地区の 5生協が合併して発足。

1981年
こんせん牛乳
誕生時は 120℃ 2 秒殺
菌の UHT（超高温加熱
処理法）製法だった。

1990年前半
ポークウインナー
包材が変更され、「首都圏コー
プ事業連合」のマークが表示
されている。

1990年代初期
せいきょう
マヨネーズ
430g

1994年
せいきょう醤油（結城）
900ml
リユースびんを使用した商品の
供給開始。

1988年
ロースハムなど
スライスハムの供給開始。

1987年
こんせん 72牛乳
取り組みから8年の年月
をかけ、ついに 72℃ 15
秒殺菌を実現。

1983年
こんせん HTST 牛乳
85℃ 15 秒殺菌の HTST（高
温短時間殺菌）製法に。1985
年からは「タオルを贈る運動」
もはじまった。

1986年
こんせん 75牛乳
75℃ 15 秒殺菌を実現。
キャラクターの「こんせ
んくん」登場。

1983年
ウインナー・ハム
独自工場の（株）事業連ハム設立。
まだハムはスライスできず、ブロッ
クで供給していた。

1980年後半
ポークウインナー

（ペアパック）

NET が 300g（150g×2）と現
在より少しボリュームがあり、
包材も今はない形状。

1977年
粉石けん 水ばしょう
「植物性原料使用」、「ABS、LAS、
リン酸塩、蛍光剤、着色料を含み
ません」等を表示。

タマ消費生協マーク
1970 年代中期～ 1990 年代
前半まで使用。

197
0年

198
0年

199
0年
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30周年記念キャラクター
「コプリン」と「たまちゃん」（右）
創立 30周年を記念し、公募した案とデザイナーの意見を参考
にして製作。

30周年記念ロゴ
2000年、発足から30周年を記念して製作。

40周年記念ロゴ
2010年、創立40周年を
記念して製作。

50周年記念ロゴ
組合員公募作品。

生活協同組合
東京マイコープマーク
1996年～2008年まで使用。人々
がつどい、活動していく時の和・
輪・つながりを表現。

生活協同組合
パルシステム東京ロゴ
2008 年から現在まで使用。

2003年〜
こんせん 72牛乳
デザインをリニューアル。
1996 年より現在の牛乳パッ
クになる。

2011年〜
yumyum
産直うらごしコーン
230g

2014年〜
お料理セット

「ごぼうと産直豚バラ肉の味噌煮セット」
材料は下ごしらえ済み、自前の工場で製造。

2007年
組合員開発協力商品

「糖しぼり大根」

2019年〜
あらびきポークウインナー
シングル 100g

2020年〜
組合員開発協力商品

「産直米の焼きおにぎり
8 個 376g」
環境に配慮しプラスチック削減の
ため、トレーレス化。

2018年
組合員開発協力商品

「カリコロおからリング」

2000年代中期
粉石けん 水ばしょう
パッケージをリニューアル。

2008年
九州のほうれん草

（カット・バラ凍結）
300g

200
0年

201
0年

202
0年
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写真で
見る
50年

制服・配送車両

1974年
立川生協

1981年
あけぼの生協

1980年代中期
江戸川生協
江戸川生協のＴシャツ。

1990年代初期
タマ消費生協
タマ消費生協のジャンパー。左胸部
に「タマ消費生協」の刺繍入り。

1990年代初期
北多摩生協
北多摩生協のＴシャツ。
背中にロゴ入り。

1990年代初期
西多摩生協
西多摩生協のジャンパー。
左胸部に「にしたま生協」
の刺繍入り。

1993年〜 1996年
JOYCOOP

1996年〜 2003年
東京マイコープ
合併～パルシステムブラン
ド確立までの間に使用した
ポロシャツ。

2003年〜 2016年
東京マイコープ／
パルシステム東京
春秋用の上下。業務時着用ズボンを正
式に採用。

1987年
江戸川生協

1989年
北多摩生協

1990年
タマ消費生協

1989年
西多摩生協

2003年〜 2016年
東京マイコープ／
パルシステム東京
ポロシャツ

1996年〜 2003年
東京マイコープ
春秋用のジャンパー。ほかに光
沢のあるバージョンもあった。

197
0年

198
0年

199
0年
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77写真で見る 50年

2016年〜
パルシステム東京
現行ユニフォームの冬季仕様。

2016年〜
パルシステム東京
2016 年にリニューアルし、現行のデザイン
となった。

1990年
ふれあい（調布）生協

1999年
東京マイコープ

1990年代後期
マイコープエクスプレス
子会社マイコープエクスプレス
（現・パルライン）の車両。

2001年
アシスト
配送委託先、アシスト（現・ロジカル）の車両。
荷台のロゴが目を引くデザイン。

2020年
パルシステム東京
一部配送センターにて展開中の「夜間便」。荷台には「50周年」記念ロゴマーク。

2014年
パルシステム東京
お届け日と時間帯が選べる「指定便」配送専用の軽車両。

2019年
パルシステム
でんきTシャツ

2010年代
パルシステム東京
夏季酷暑対策として、Ｔシャ
ツとハーフパンツが登場。

2020年
パルシステム東京
創立 50周年記念Ｔシャツ。リサイクルへの
配慮から 3色を用意。

200
0年

201
0年

202
0年
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78 資料編

組合組織図

組織図

パルシステム東京委員会

エリア協議会

エリア運営会議

総代・役員選挙管理委員会

監事

常勤監事

理事会

行政区連絡会

分野別委員会

分野別会議

業務執行理事
パルシステム担当

常務理事
福祉担当

業務執行理事
政策・管理担当

常任理事会

理事長 専務理事

顧問

専務理事諮問機関

環境監査委員会

総 代 会

コンプライアンス委員会

危機管理委員会

理事会のもとに置く委員会等

役員人事委員会

パルシステム東京商品会議

役員報酬審議会

国際協力平和カンパ推進会議

地域区理事推薦委員会

緊急支援カンパ運営会議

市民活動助成基金運営委員会

復興支援委員会

資料編
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組合組織図

※＝子会社

2020 年 4 月 1 日現在

組合組織図

パルシステム
事業本部

商品推進本部

福祉事業本部

政策推進本部

組織運営本部

管理本部

運営本部

事業推進部

商品・産直推進部

運営企画室

人事部

経理部

総務部

機関運営室

広報室

マネジメント推進室

政策・環境推進部

福祉事業活動部

組織部

営業課

事業改革課

商品推進課

産直推進課

政策推進課

環境推進課

人事・育成課

給与課

会計課

総務課

施設管理課

供給課

組合員活動サポートライン

江東センター
港センター
池尻センター
足立センター
世田谷センター
大田センター
練馬センター
江戸川センター
板橋センター
青梅センター
八王子センター
昭島センター
多摩センター
東村山センター
府中センター
三鷹センター
狛江センター

ホームヘルプサービス江戸川陽だまり
ケアマネジメントサービス江戸川陽だまり
デイサービスセンター東雲陽だまり 
デイサービスセンター辰巳陽だまり 
ホームヘルプサービス辰巳陽だまり
ケアマネジメントサービス辰巳陽だまり
デイサービスセンター八潮陽だまり
ホームヘルプサービス八潮陽だまり 
ホームヘルプサービス府中陽だまり
ケアマネジメントサービス府中陽だまり 
グループホーム府中陽だまり
デイサービスセンター府中陽だまり だんらん
ぱる★キッズ府中
ホームヘルプサービス東村山陽だまり 
ケアマネジメントサービス東村山陽だまり 
デイサービスセンター中野陽だまり 
ホームヘルプサービス中野陽だまり 
ケアマネジメントサービス中野陽だまり
デイサービスセンター中野陽だまり だんらん 
デイサービスセンター第二中野陽だまり 
グループホーム中野陽だまり
グループホーム中野中央陽だまり
デイサービスセンター上町陽だまり 
デイサービスセンター上町陽だまり だんらん 
ホームヘルプサービス狛江陽だまり
ケアマネジメントサービス狛江陽だまり
デイサービスセンター愛宕陽だまり
デイサービスセンター足立陽だまり
ぱる★キッズ足立

（株）うなかみの大地※

受付センター

監事会事務局
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80 資料編

歴代理事長・役員

Ｅ
コ
ー
プ

歴
代
理
事
長
　
合
併
前
（
１
９
７
０
年
度
～
１
９
９
５
年
度
）

年度 タマ消費生協 北多摩生協 立川生協 調布生協（ふれあい生協） 西多摩生協
1970　昭和45年

中村　幸安1971　昭和46年

中澤　正之
1972　昭和47年
1973　昭和48年
1974　昭和49年 山脇　和夫 奥島　孝康

小池　一郎

1975　昭和50年 中村　幸安

山田　周司

川崎　俊男
1976　昭和51年 大西　敏之

栗田　睦吉

原島　征男1977　昭和52年 入江　艶子1978　昭和53年
中村　幸安1979　昭和54年 宮岡　政雄

1980　昭和55年 山本　大二郎
羽村　達郎1981　昭和56年

楠美　信子

1982　昭和57年 原　久子1983　昭和58年
1984　昭和59年

塚田　綾南

室川　定義1985　昭和60年
1986　昭和61年

熊野谿　淑子
1987　昭和62年

立花　録郎1988　昭和63年

木村　順子
1989　昭和64年／平成元年
1990　平成2年 島村　美智子
1991　平成3年 河西　信美

羽村　達郎
1992　平成4年 斎藤　由美子

1993年　JOYCOOP誕生（タマ消費生協、北多摩生協、立川生協、ふれあい生協、西多摩生協が合併）
1993　平成5年

木村　順子1994　平成6年
1995　平成7年

Ｊ
Ｏ
Ｙ
Ｃ
Ｏ
Ｏ
Ｐ

年度 辰巳団地生協（たつみ生協） あけぼの生協 江戸川生協 生協共働社
1970　昭和45年 長谷川　泉太郎
1971　昭和46年 長谷川　泉太郎／下山　保
1972　昭和47年

下山　保

伊藤　守国

1973　昭和48年
1974　昭和49年

井川　清

1975　昭和50年
1976　昭和51年

市川　高義

1977　昭和52年
1978　昭和53年

日野原　一1979　昭和54年
1980　昭和55年
1981　昭和56年

湯本　章子

1982　昭和57年
1983　昭和58年
1984　昭和59年
1985　昭和60年
1986　昭和61年
1987　昭和62年
1988年　Eコープ誕生（たつみ生協、あけぼの生協、江戸川生協が合併）

1988　昭和63年 湯本　章子1989　昭和64年／平成元年
1990　平成2年

本間　恵

1991　平成3年
1992　平成4年
1993　平成5年
1994　平成6年
1995　平成7年
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歴代理事長・役員

歴代理事長・役員

東
京
マ
イ
コ
ー
プ

パ
ル
シ
ス
テ
ム
東
京

歴
代
理
事
長
・
副
理
事
長
・
専
務
理
事
　
合
併
後
（
１
９
９
６
年
度
～
２
０
２
０
年
度
）

年度 理事長 副理事長 専務理事

1996年　東京マイコープ誕生（E コープ、JOYCOOP、小金井生協、下馬生協が組織統合）
1996 平成8年4月1日〜 木村　順子

本間　惠

渡邊　進一郎

1996 平成8年6月3日〜

山根　眞知子
1997 平成9年

1998 平成10年

1999 平成11年

2000 平成12年

増田　レア

2001 平成13年

2002 平成14年

2003 平成15年

2004 平成16年

中村　洋
2005 平成17年

2006 平成18年
吉森　弘子

2007 平成19年

2008年　パルシステム東京に名称変更
2008 平成20年

吉森　弘子

中村　洋

2009 平成21年

佐藤　功一

2010 平成22年

2011 平成23年

2012 平成24年

2013 平成25年

野々山　理恵子

2014 平成26年

2015 平成27年

辻　正一
2016 平成28年

2017 平成29年

2018 平成30年

2019 平成31年／令和元年
松野　玲子 杉原　学

2020 令和2年
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82 資料編

業績の推移

パルシステム事業高・総事業高
80,000,000（単位：千円） ■ パルシステム事業高　■ 総事業高

■ 店舗事業　■ 福祉事業収入
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2,263,796

2,058,030

1,807,353

1,557,060
1,445,369
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1,114,146

476,793 446,660 433,793

20,190 34,071 53,653
136,080
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323,249
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67,605,36168,206,18567,594,202
69,320,66770,384,830

67,495,101

63,448,390

59,062,412

55,508,585
53,359,860

49,887,853

46,025,799
43,185,964

41,186,955
39,270,468

35,060,801

32,153,745
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組合員数・組合員出資金
600,000（単位：人） （単位：千円）20,000,000

500,000

15,000,000

400,000

10,000,000300,000

5,000,000

200,000

100,000

0 0

年度 組合員数（人） 組合員出資金（千円）

1996　平成8年 148,454 3,699,763
1997　平成9年 157,897 4,132,648
1998　平成10年 166,707 4,653,926
1999　平成11年 181,907 5,231,175
2000　平成12年 193,989 5,746,779
2001　平成13年 205,342 6,227,589
2002　平成14年 225,584 6,815,296
2003　平成15年 247,810 7,454,533
2004　平成16年 274,935 8,260,945
2005　平成17年 301,112 9,096,015
2006　平成18年 330,006 9,992,393
2007　平成19年 351,833 10,858,368

年度 組合員数（人） 組合員出資金（千円）

2008　平成20年　 370,410 11,601,527
2009　平成21年 393,775 12,378,820
2010　平成22年 400,143 13,089,969
2011　平成23年 415,882 13,873,823
2012　平成24年 422,016 14,506,667
2013　平成25年 434,586 15,116,377
2014　平成26年 442,143 15,832,386
2015　平成27年 450,710 16,511,349
2016　平成28年 464,135 17,211,574
2017　平成29年 478,796 17,864,218
2018　平成30年 497,878 18,540,202
2019　平成31年／令和元年 514,531 19,216,643
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業績の推移

業績の推移
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84 資料編

店舗の変遷・事業所一覧

店舗の変遷

1970年 辰巳団地生協設立　※1973年たつみ生協に名称変更

1971年 辰巳店開店（江東区）　※2001年11月30日閉店

1974年 センター店（駅前店）開店（江東区）　※2014年3月31日閉店

1975年 南砂店開店（江東区）　※2009年3月31日閉店

1979年 東雲店開店（江東区）　※2006年7月29日閉店

1980年 勝どき店開店（中央区）　※1997年3月23日閉店

1982年 石島店開店（江東区）　※1993年閉店

1984年 金町店開店（葛飾区）

1986年 稲荷店開店（江東区）　※1994年1月7日閉店

1990年 等々力店開店（世田谷区）　※2010年12月10日閉店

1990年 臨海店開店（江戸川区）　※2002年11月2日閉店

1992年 八潮店開店（品川区）　※2011年3月31日閉店

1993年 幡ヶ谷店開店（渋谷区）　※1998年8月21日閉店

1994年 南綾瀬店開店（足立区）　※1995年6月30日閉店

1996年 東京マイコープ発足（Eコープ、JOYCOOP、下馬生協、小金井生協が合併）
	 	下馬１号店	※1998年3月23日閉店、下馬店第2店舗	※2006年2月28日閉店、
	 上町店	※2005年9月29日閉店、小金井生協店	※1998年9月29日閉店、上目黒店	※2005年11月30日閉店、
	 駒沢店	※2001年6月30日閉店、本町店	※1997年8月29日閉店

1997年 金町店を「とらじろう」へ（葛飾区）　※2005年2月26日閉店

2007年 等々力店別館開店（世田谷区）　※2010年12月10日閉店

2008年 パルシステム東京に名称変更

事業所一覧

本部事務所	 〒 169-8526	新宿区大久保 2-2-6　ラクアス東新宿

保育園		 ぱる★キッズ府中	 〒 183-0054	 府中市幸町 2-13-29　1F

	 ぱる★キッズ足立	 〒 121-0011	 足立区中央本町 4-3-23　1F

関連施設	 パルひろば辰巳	 〒 135-0053	 江東区辰巳 1-1-34	　辰巳ビル 2F

	 パルひろば足立	 〒 121-0011	 足立区中央本町 4-3-23　3F

	 パルひろば下馬	 〒 154-0002	 世田谷区下馬 4-13-6
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店舗の変遷・事業所一覧

店舗の変遷・事業所一覧

配送センター	 江東センター	 〒 136-0076	 江東区南砂 2-36-1

	 港センター	 〒 108-0075	 港区港南 5-5-12

	 池尻センター	 〒 154-0001	 世田谷区池尻 2-23-4

	 足立センター	 〒 121-0011	 足立区中央本町 4-3-7

	 世田谷センター	 〒 157-0061	 世田谷区北烏山 7-21-11

	 大田センター	 〒 146-0081	 大田区仲池上 1-31-1

	 練馬センター	 〒 179-0073	 練馬区田柄 4-38-5

	 江戸川センター	 〒 132-0025	 江戸川区松江 2-10-18

	 板橋センター	 〒 174-0041	 板橋区舟渡 3-20-28

	 青梅センター	 〒 198-0024	 青梅市新町 3-11-1

	 八王子センター	 〒 192-0033	 八王子市高倉町 4-7

	 昭島センター	 〒 196-0021	 昭島市武蔵野 2-23-2

	 多摩センター	 〒 206-0032	 多摩市南野 1-2-5

	 東村山センター	 〒 189-0011	 東村山市恩多町 1-10-1

	 府中センター	 〒 183-0052	 府中市新町 2-29-4

	 三鷹センター	 〒 181-0013	 三鷹市下連雀 6-15-18

	 狛江センター	 〒 201-0003	 狛江市和泉本町 4-5-24

福祉事務所	 江戸川陽だまり	 〒 132-0025	 江戸川区松江 2-10-18　●●

	 東雲陽だまり	 〒 135-0062	 江東区東雲 2-4-3-106　●

	 辰巳陽だまり	 〒 135-0053	 江東区辰巳 1-2-9-101　●

	 辰巳陽だまり	 〒 135-0053	 江東区辰巳 1-1-34　辰巳ビル 3F　●●

	 八潮陽だまり	 〒 140-0003	 品川区八潮 5-2-2　八潮ビル 2・3F　●●

	 府中陽だまり	 〒 183-0054	 府中市幸町 2-13-30　●●

	 府中陽だまり	 〒 183-0054	 府中市幸町 2-13-29　1F・2F　●●

	 東村山陽だまり	 〒 189-0011	 東村山市恩多町 1-10-1　●●

	 中野陽だまり	 〒 164-0003	 中野区東中野 4-7-9　1F・2F　●●●

	 第二中野陽だまり	 〒 164-0003	 中野区東中野 1-4-10　1F・2F・3F　●●●

	 中野中央陽だまり	 〒 164-0011	 中野区中央 5-41-18　東京都生協連会館 5F　●

	 上町陽だまり	 〒 154-0017	 世田谷区世田谷 2-8-2　パルテノン上町１F　●●

	 狛江陽だまり	 〒 201-0003	 狛江市和泉本町 4-5-24　2F　●●

	 愛宕陽だまり	 〒 206-0041	 多摩市愛宕 3-2　愛宕かえで館 1F　●

	 足立陽だまり	 〒 121-0011	 足立区中央本町 4-3-23	2F　●

●	デイサービスセンター　●	ホームヘルプサービス　●	ケアマネジメントサービス　●	認知症対応型デイサービスセンター　●	認知症対応型グループホーム
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86 資料編

意見書・募金活動など

運動・署名活動（抜粋）
年 月 日 至 出来事

1972 お米、酒類販売免許取得運動（辰巳団地生協）

1973 灯油について通産省へあけぼの生協などと抗議、メーカー交渉（たつみ生協）
「暮らしと健康を守る生協」として PCBをはじめ汚染物質、有害物質（ABS洗剤）、添加物等を店舗から追放し（コーラ）、
公害商品の学習会や実験を実施（たつみ生協）

1978 減反反対運動で農林水産省に陳情（あけぼの生協）

1980 11 12 合成洗剤追放集会、デモ行進

1981 3 16 3.16合成洗剤返還行動（中元・歳暮等でもらって使わない合成洗剤を組合員家庭から回収し、石けん工業会に返還した運動）

1984 公共施設から合成洗剤を追放することを求める署名（江戸川生協、たつみ生協）

1985 牛乳生産者にタオルを贈る運動開始

1989 3 「食品安全条例」制定のための署名（Eコープ、生活クラブ生協とともに参加）
「脱原発法制定」を求める署名活動に向けた連続学習会（Eコープ、平和委員会主催）

1991 厚生省へ「水質安全基準の見直しを求める」署名（Eコープ）
「リサイクル条例の制定を求める請願」署名（Eコープ）
「リサイクル条例要綱」の提案を出し、都議会へ働きかけ（Eコープ）

1992 新残留農薬基準の取り消しを求める運動　厚生省を相手取り訴訟（Eコープ）

1993 5
10

「PL 法（製造物責任法）」署名8,657筆（Eコープ）
「食糧自給の回復と食糧の安全を求める」署名（Eコープ）

1997 10 「遺伝子組み換え食品の表示を求める」署名

2001 11 「「食品衛生法」の改正と充実強化を求める」署名
（東京マイコープ過去最高の約13万名の署名）

2004 1 「容器包装リサイクル法の改正を求める国会請願」署名、首都圏コープ全体で 26万2532筆（うち東京マイコープ 8
万1,298筆）

2008 1
11

28 2008.3.10 「六ヶ所再処理工場の本格稼働中止を求める」署名3万1,602筆
「核兵器の廃絶を求める要請書」署名　2万6,873筆（以降、同趣旨の署名を継続）
パルシステム 100万人の食づくり運動開始（2014年より「ほんもの実感！」くらしづくりアクション）

2009 「食品に放射線を照射することに反対する」署名実施

2011 8

11

29 2018.12 「脱原発を実現し、自然エネルギー中心の社会を求める（さようなら原発1000万人署名）」署名パルシステム東京累
計10万1,913筆
パルシステム商品検査センターに、放射能検査機器（ゲルマニウム半導体検出器）を２台設置
※うちパルシステム東京は 1台購入

2012 「ＴＰＰの交渉参加および加盟に反対し、日本の『農林水産業』の再生を求める」署名5万948筆（パルシステムグルー
プの生協と 42の産地）

2013 9 16 2013.10.11 原発事故被害者の救済を求める全国署名「子ども・被災者支援法の幅広い適用と早期実施　賠償の時効問題の抜本的
な解決を求める請願署名」に協力2万2,728筆

2014 10 13 2015.4.20 「核兵器禁止条約を求める」署名2万3,920筆

2015 4 13 2015.5.1 原発事故被害者の救済を求める全国運動　第二期署名「原発事故被害者の住宅・健康・保養支援の立法化と完全賠償
の実現を求める請願」署名1万6,031筆

2016 10 「遺伝子組み換え表示の拡充を求める」署名　パルシステムグループ全体で 6万1,284筆（うちパルシステム東京3万
9,480筆）

2017 7 2017.9 「ヒバクシャ国際署名」　パルシステムグループ全体で 18万1,208筆（うちパルシステム東京4万1,685筆）

2019 7
8

29 2019.12
2019.11

「核兵器禁止条約の早期締結を求める」署名「ヒバクシャ国際署名」2万6,930筆
「すべてのゲノム編集食品の規制と表示を求める」署名　パルシステムグループ全体で 9万598筆（うちパルシステ
ム東京4万7,268筆）
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意見書・募金活動など

意見書・募金活動など

意見書・抗議文など（抜粋）
年 月 日 至 出来事

1974 6 3 電力料金値上げ反対、自治体と共同行動（たつみ生協）

1975 石油の闇カルテルに対し、集団訴訟を起こし、辰巳地区より総勢180名中50余名が参加（たつみ生協）

1997 11 26 意見書「連合会の容器ガイドライン案」（首都圏コープ事業連合理事会宛）

1998 12 ロシア、アメリカが実施した「未臨界核実験」に抗議し、エリツィン大統領、クリントン大統領あての抗議文を大使
館に届けた（1998 ／ 12・1999 ／ 02）※以後、核実験実施の際には抗議文を提出

1999 塩ビラップ 357本を回収し、他の消費者団体とともに約1万7,000本のラップをメーカーに返還、併せて「ダイオキ
シンの発生源となる塩化ビニリデン製造の転換と、適正処理と保管」を要望（塩ビラップメーカー宛）

2000 プラスチック物流資材のリサイクル開始にあたり、マテリアルリサイクルでの実施を要請（首都圏コープ事業連合宛）

2001 9
11

同時多発テロ発生に対して平和を希求する生協として遺憾と憂慮の意を表明
「テロ廃絶およびアフガン情勢の平和的解決を求める要請書」（内閣総理大臣宛）

2002 4
6
12

NO₂測定の結果をふまえ、「大気汚染防止のための施策強化を求める要望書」提出（東京都知事宛）
「有事法制についての東京マイコープの考え方」表明
組合員から寄せられた「有事法制についてのメッセージ」1,076通と「有事法制についての東京マイコープの考え方」を内閣府に届ける
食品安全確保政策の充実に関する請願

2003 3
11
12

「イラクに対する武力攻撃に抗議する」声明（内閣総理大臣、アメリカ大統領、イギリス首相、イラク大統領宛）　
意見書「温暖化対策税制の具体的な制度（案）〜国民による検討・議論のための提案〜（報告）」（環境省宛）
「イラクへの自衛隊派遣について反対する緊急声明」（内閣総理大臣宛）

2004 1
5
12

6 意見書「遺伝子組み換え食品（種子植物）の安全評価基準（案）」（内閣府食品安全委員会宛）
「自衛隊の撤退について検討を求める声明」（内閣総理大臣宛）
意見書「容器包装リサイクル法改正市民案―最終案」（容器包装リサイクル法の改正を求める全国ネットワーク宛）

2005 5
8

25
1

意見書「厚生労働省関係牛海綿脳症対策特別措置法施行規則の一部改正（案）」（厚生労働省医薬食品局宛）
意見書「容器包装リサイクル法改正」（経済産業省宛）

2006 8
10
10

23
5
11

意見書「食品の放射線照射について（案）」（内閣府原子力政策担当室宛）
意見書「食の安全に関するリスクコミュニケーションの改善に向けて（案）」（内閣府食品安全委員会宛）
朝鮮民主主義人民共和国による地下核実験実施発表に対する抗議書を提出	（朝鮮民主主義人民共和国国防委員長宛）
※以後、北朝鮮の核実験実施の際には抗議文を提出

2007 3 14 意見書「有機農業の推進に関する基本的な方針（案）」（農林水産省生産局農産振興課環境保全型農業対策室宛）

2008 5
6

11

22
26

28

「遺伝子組み換え食品（微生物）の安全評価基準（案）」（内閣府食品安全委員会事務局評価課宛）
意見書「食品からのカドミウム摂取の現状に係る安全性確保についての食品健康影響評価に関する審議結果（案）」（内
閣府食品安全委員会宛）
意見書「化審法見直し合同委員会報告書（案）」（環境省総合環境政策局環境保健部企画課化学物質審査室宛）

2009 4

7

1

3

意見書「体細胞クローン技術を用いて産出された牛及び豚並びにそれらの後代に由来する食品健康影響評価に関する
審議結果（案）」（内閣府食品安全委員会事務局宛）
意見書「我が国における農薬登録制度上の課題と対応方針（案）」（農林水産省安全局農産安全管理課農薬対策室（農薬企画班）宛）

2010 9 21 意見書「原子力政策大綱（平成17年10月策定）」の見直しの必要性に関する意見募集（内閣府　原子力政策担当室宛）

2011 11 4 意見書「遺伝子組換えダイズ、トウモロコシ及びワタの第一種使用等に関する承認」（農林水産省消費・安全局農産安全管理課宛）

2012 4
8

18
2

意見書「関西電力大飯原子力発電所の再稼働に反対します」（内閣総理大臣、内閣官房長官、経済産業大臣宛）
意見書「エネルギー・環境に関する選択肢」（エネルギー・環境会議事務局宛）

2013 5
6

11
12

9
18

26
26

意見書「原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴う関係規則の整備等に関する規則（案）など」（原子力規制委員会宛）
意見書「除草剤グリホサート耐性セイヨウナタネMON88302系統に係る食品健康影響評価に関する審議結果 ( 案）」
（内閣府食品安全委員会事務局評価課宛）
意見書「特定秘密保護法案」（内閣総理大臣、内閣府特命担当大臣宛）
意見書「新しい『エネルギー基本計画』策定」（資源エネルギー庁長官官房総合政策課宛）

2014 3

3
8
11

14

14
15
26

意見書「東京電力福島第一原子力発電所の事故の原因究明と安全対策なしに原発再稼働を容認するエネルギー基本計
画政府案に反対します」（内閣総理大臣宛）
意見書「集団的自衛権の行使を認める憲法解釈の変更に強く反対します」（内閣総理大臣宛）
意見書「九州電力川内原発1・2号機の設置変更許可申請に関する審査書案」に審査の撤廃を求める（原子力規制委員会宛）
意見書「開発協力大綱案についての修正と民主主義的論議の場を求めます」（外務省国際協力局政策課宛）
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年 月 日 至 出来事

2015 1
2

7
9

15
6

21
15

意見書「電気事業者による再エネ電気調達に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令案」（経済産業大臣宛）
「消費者が電気を選ぶために、必要な情報の表示義務」を小売電気業者に負わせる要望書（経済産業大臣・資源エネ
ルギー庁長官宛）
パルシステムグループ 9生協2連合会の理事長連名で「パルシステム平和の願い―戦後70年によせて―」を表明
意見書「集団的自衛権に絡む安保法制関連法案の廃案を求めます」（内閣総理大臣宛）

2016 1
3
5

11
11
11

15
9
27

17
17
25

日印原子力協定締結の原則合意に反対（内閣総理大臣、外務大臣宛）
意見書「加熱時に生じるアクリルアミドに係る食品健康影響評価に関する審議結果（案）」（食品安全委員会宛）
全国に被ばくを強い、環境を汚染する「8000 ベクレル／ kg以下の汚染土を全国の公共事業で利用」方針に反対し
ます（環境大臣宛）
意見書「原子力損害の賠償」（内閣府原子力委員会宛）
意見書「原子力発電の廃炉費用」（経済産業大臣宛）
「核兵器禁止条約の交渉開始を求める決議に関する日本政府への要請書」（内閣総理大臣宛）

2017 3
4
5
7

15
20
30
27

意見書「二ホンウナギの生息地保全の考え方案」（環境省宛）
意見書「食品表示基準の一部改正（原料原産地表示）」（消費者庁宛）
意見書「組織犯罪処罰法改正に対し、国民的な論議に基づく、慎重な審議を求めます」（内閣総理大臣宛）
核兵器禁止条約への批准を求める要請書（内閣総理大臣宛）

2018 6
7

9

8
27

5

意見書「第5次エネルギー基本計画策定に向けた計画案」（資源エネルギー庁宛）
意見書「日本原子力発電株式会社東海第二発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書に関する審査書案に対する科学
的・技術的意見の募集」（原子力規制委員会委員長宛）
意見書「ゲノム編集等、遺伝子操作技術の規制」（環境大臣、農林水産大臣、厚生労働大臣、消費者庁担当大臣宛）

2019 5 16 意見書「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略（仮称）（案）」（環境省地球環境局総務課低炭素社会推進室宛）

2020 3

3

5
5
6

9

11

13

11
18
11

17

「東北電力株式会社女川原子力発電所２号炉の発電用原子炉設置変更許可申請書に関する審査書」決定に対する抗議
文（原子力規制委員会委員長宛）
意見書「化管法対象物質見直し合同会合報告（案）」（化管法対象物質見直し合同会合パブコメ担当、厚労省医薬・生
活衛生局医薬品審査管理課化学物質安全対策室、経済産業省製造産業局化学物質管理課、環境省大臣官房環境保健部
環境安全課宛）
意見書「多核種除去設備等処理水の取り扱い」（経済産業省大臣宛）
種苗法一部改正に関する要望書（衆議院・参議院議長　農林水産大臣宛）
意見書「日本原燃株式会社再処理事業所における再処理の事業の変更許可申請書に関する審査書（案）」（原子力規制
委員会委員長宛）
意見書「再生可能エネルギーで持続可能型社会への転換を－六ヶ所再処理工場の稼働に反対します」（内閣総理大臣、
原子力規制委員会委員長宛）

募金・カンパ（抜粋）
年 月 日 至 出来事

1996 8 世界の厳しい状況の子どもたちへの支援「平和カンパ」開始　※以降毎年実施

1997 2 「日本海ロシアタンカー座礁重油カンパ」を実施（712万円）

1998 9

9

「JAささかみ集中豪雨被害支援」を実施。（首都圏コープ事業連合全体で1,851万円、うち東京マイコープ661万9,600
円）
「パプアニューギニア地震津波災害支援カンパ」を実施。382万9,100円を大使館に届ける※東京マイコープとして初
めて取り組んだ海外の大規模災害支援
「コロンビア地震被災者救援募金」を実施
「ハリケーンミッチ緊急募金」を実施

1999 10
11

「トルコ大地震被災者救援カンパ」を実施（285万7,000円）
「台湾大地震被災者救援カンパ」を実施（274万6,980円）

2000 11 「三宅島・新島・神津島における火山活動災害等の救援募金」を実施（293万332円）
「エルサルバドル・インド地震被害緊急カンパ」を実施（399万2,200円）
「鳥取県西部地震に対する緊急募金」を実施
「有珠山火山活動災害義援金」を実施
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年 月 日 至 出来事

2004 3 「イラン南東部地震に対する緊急募金」を実施（70万5,072円）
「新潟県中越地震支援カンパ」を実施（2,692万5,416円）
「台風被害に対する産直産地支援カンパ」を実施（1,086万7,981円）

2005 3
4

「インド・スマトラ島沖地震・津波被害に対する復興支援カンパ」を実施（1,312万4,844円）
「三宅島島民帰島支援カンパ」を実施（633万7,314円）
「パキスタン地震被災者支援カンパ」を実施（427万7,091円）

2006 3
6 1 2006.7.7

「フィリピン・レイテ島地滑り被害支援カンパ」を実施（199万4,913円）
「ジャワ島中部地震緊急支援カンパ」を実施（416万7,316円）

2007 4
4
7
9
11

9
16
30
3

2007.5.18
2007.5.18
2007.9.7
2007.9.28

「能登半島地震被災者支援カンパ」を実施（378万9,545円）
「ソロモン諸島沖地震被災者支援カンパ」を実施（187万1,801円）
「新潟県中越地震支援カンパ」を実施（900万9,092円）
「ペルー沖地震被災者支援カンパ」を実施（102万3,090円）
「バングラデシュ・サイクロン被災者支援カンパ	」を実施（527万9,989円）

2008 5
5

26
26

2008.6.20
2008.6.20

「ミャンマー・サイクロン被災者支援カンパ」を実施（1,076万8,580円）
「中国・四川省地震被災者支援カンパ」を実施（1,000万346円）

2009 10
10

19
19

2009.11.13
2009.11.13

「スマトラ沖地震被災者支援カンパ」を実施（367万7,862円）
「フィリピン台風被害被災者支援カンパ」を実施（163万3,370円）

2010 1

1
3
8

18

25
15
23

2010.2.12

2010.3.5
2010.4.23
2010.9.17

NPT（核不拡散条約）再検討会議に向けて、被爆者ニューヨーク派遣と原爆パネル展開催のための募金を実施（113
万8,598円）
「ハイチ地震被災者支援カンパ」を実施（901万4,153円）
「チリ地震被災者支援カンパ」を実施（757万2,270円）
「パキスタン洪水被災者支援カンパ」を実施（595万1,792円）

2011 3
3

28
28

2011.4.1
2011.5.6

「物資支援カンパ」を実施。タオル 18万2,926枚・石けん 12万2,597個・カイロ 16万1,953個が寄せられた
「東日本大震災被災地・被災者支援カンパ」を実施
パルシステムグループでのべ 25万933人から 4億29万5,100円が寄せられた（うちパルシステム東京のべ 8万7,738
名・1億5,359万1,406円）

2012 10 8 2012.10.26 「福島支援カンパ」（放射能から子どもを守る活動に取り組む支援団体へのカンパ )を開始（2019年度までに総額7,249
万6,926円をのべ 43団体へ贈呈）

2013 12 2 2013.12.31 「フィリピン台風大規模災害緊急支援カンパ」を実施（676万2,100円）

2014 3
10

10
12

3

20
8

2014.5.9

2014.11.14
2017.11

「雪害緊急支援カンパ」を実施（738万4,000円）
震災復興支援基金「パル未来花（ミライカ）基金」を７月創設。2014年度下期は 12グループの活動に総額227万6,710
円を助成　※以降、2019年現在までに 88グループに 2,222万6,710円を助成
「ヒバクシャニューヨーク派遣と原爆展開催支援カンパ」を実施（72万1,000円）
パルシステム連合会主催「2014年度福島子ども保養カンパ」を開始。パルシステムグループで 1,570万8,580円が
寄せられた（うちパルシステム東京組合員より 497万9,400円）※2015年〜 2017年度は 30万円を組織カンパ

2015 5
9

4
28

2015.7.24
2015.10.9

「ネパール地震被災者緊急支援カンパ」を実施（3,965万7,100円）
「台風18号大雨水害大規模災害緊急支援カンパ」を実施（2,335万7,800円）

2016 4 「熊本地震緊急支援募金」を実施（8,522万900円）

2017 7 「九州北部豪雨緊急支援募金」を実施（パルシステムグループ全体：7,865万7,499円、うちパルシステム東京：2,554万4,716円）

2018 7 「西日本豪雨緊急支援募金」を実施（パルシステムグループ全体：１億3,897万998円、うちパルシステム東京：4,690万2,600円）

2019 9
10
10

12

23
21
28

2

2019.10.18
2019.11.12
2020.3.20

2020.12.27

「台風15号被害　緊急支援募金」を実施（うちパルシステム東京：3,163万336円）
「台風19号被害　緊急支援募金」を実施（うちパルシステム東京：3,600万5,705円）
「2019年度原発事故被災者応援カンパ」を実施（パルシステムグループ全体：2,042万4,129円、うちパルシステム
東京820万円）
「核兵器をなくそう」と活動する被爆者をカンパで応援！ /「被爆者の活動支援カンパ」を実施（62万9,400円）

2020 7 20 2020.8.14 「2020年7月豪雨　災害緊急支援募金」を実施（パルシステムグループ全体：1億4,520万9,465円、うちパルシステ
ム東京4,996万9,918円）

意見書・募金活動など
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90

年 月 /日 パルシステム東京とパルシステムグループの動き

1970 3

12

辰巳団地生協誕生（1973年に「たつみ生協」へ名称変更）

タマ消費生協誕生

1971 ● 北多摩生協誕生

1972 ● 	あけぼの生協誕生

1974 ●

●

●

	立川生協誕生

	調布生協誕生（1988年に「ふれあい生協」へ名称変更）

	生協共働社誕生

1975 ● 	西多摩生協誕生

1976 ● 江戸川生協誕生

1977 1

●

	首都圏生活協同組合事業連絡会議（パルシステム生活協同組合連合会の前身）発足、共同商品開発・共同仕入事業開始

		「粉石けん　水ばしょう」供給開始

1979 2

●

	（株）事業連畜産設立。精肉加工事業を開始

大気汚染測定調査開始（タマ消費生協）

1980 11/12 合成洗剤追放集会、デモ行進

1981 3/16

●

	3.16合成洗剤返還行動（中元・歳暮等でもらった合成洗剤と石けんを取り替え、回収した合成洗剤を石けん洗剤工業会に返還した運動）

「こんせん牛乳」PB化（UHT120℃ 2秒殺菌）

1983 6 山形県村山市に（株）事業連ハム設立。産直肉を使った無添加ハム・ソーセージの製造開始

1985 ●

●

●

共同購入商品カタログ・注文用紙を統一、共同購入でOCRシステム稼働（５月たつみ生協、１０月あけぼの生協）

牛乳生産者にタオルを贈る運動開始

三商食品（株）（現・共生食品（株））へ北多摩生協、西多摩生協、立川生協、調布生協の生鮮食品の仕分け共同委託

1986 7

●

たつみ生協、あけぼの生協、「せいきょう共同事業センター」稼働（京浜島）

多摩地域4生協（北多摩生協、西多摩生協、立川生協、調布生協）コンピュータ共同利用開始

1987 4

8

●

首都圏事業連絡会議の名称を首都圏コープ事業連合会に変更、5月に畜産事業を担う（株）事業連畜産と（株）事
業連ハムを統合し、（株）首都圏コープ（現・（株）パル・ミート）に改称

生協共働社から、たつみ生協へ組合員移籍

多摩地域4生協で共同商品部発足、統一注文書となる

1988 4

7

生協Ｅコープ誕生（たつみ生協、あけぼの生協、江戸川生協が合併）

仕分けセンター「多摩連帯事業センター」稼働

1989 12

●

保険事業の（株）コープふれあいサービス（現・（株）パルふれあいサービス）設立

多摩地域部会、Ｅコープとコンピュータシステム統一

1990 2

10

10

●

生活協同組合連合会	首都圏コープ事業連合（現・パルシステム連合会）法人認可

「個人宅配事業」を開始（北多摩生協、ふれあい生協）

首都圏コープ生産者・消費者協議会（現・パルシステム生産者・消費者協議会（通称：生消協））設立総会

（株）オルター・トレード・ジャパン（ATJ）を通じてフェアトレードバナナの供給開始

年　表
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91年表

年 月 /日 パルシステム東京とパルシステムグループの動き

1991 ● タマ消費生協で「牛乳パック」の回収開始

1992 3

6

青果、米の共同仕入事業の（株）ジーピーエス設立。青果と米の仕入物流を開始

ブラジルのリオデジャネイロで開かれた地球環境サミットと併行して開催された市民・NGOなどの ’92 グローバ
ル・フォーラムに組合員を派遣

1993 4

●

生協 JOYCOOP誕生（北多摩生協、タマ消費生協、立川生協、西多摩生協、ふれあい生協が合併）

個人宅配の取り組みを本格化

1994 7

●

びん再使用ネットワーク設立参加。リユースびんでの供給・回収開始

OCR用紙のリサイクル開始

1995 6

8/15

●

「首都圏コープ事業連合　商品政策」制定

JOYCOOP、「たすけあい共済」の元受資格を取得

予約登録米制度開始

1996 1

4

6

8

●

Ｅコープ、「たすけあい共済」の元受資格を取得

生協東京マイコープ誕生（生協Ｅコープ、生協 JOYCOOP、下馬生協、小金井生協が組織統合。本部・稲城市）

第1回東京環境キャンペーン開始

原爆投下日に被爆地を訪れる「ヒロシマ行動、ナガサキ行動」（現・ピースアクション in ヒロシマ・ナガサキ）に
参加（以降、現在まで形式を変えながら継続）

協同組合石けん運動連絡会（現・せっけん運動ネットワーク）に加盟。シャボン玉キャンペーン取り組み

1997 11

12

●

（株）せいきょうのパン屋さん（現・（株）パルブレッド）設立

京都で開催された「第3回気候変動枠組条約締約国会議」（COP3）に理事・職員・組合員を派遣

ダイオキシン検査開始（乳製品、近海魚加工品、土壌等）

1998 4

7

●

●

●

●

「デイサービス八潮陽だまり」開設

東京マイコープの子会社として（株）マイコープエクスプレス設立

NPOサポートセンター設置

市民活動助成基金交付開始

商品案内の遺伝子組み換え表示開始

「農薬削減プログラム」制定

1999 8

10/28

10

12

●

●

●

●

●

初の環境配慮型センター多摩センター開設。組合員グループ「萌」が屋上に太陽光パネルを設置

「パルシステム東京　環境方針」制定

共同購入と個人宅配の商品カタログを『エプロン・パル』に統一。商品カタログのリサイクル回収開始

「世界の国で原爆展を！」をテーマに、「原爆と人間展」をパプア・ニューギニア総合大学で開催

個人対応型無店舗事業を「パルシステム」と呼称し、利用形態を「個人利用」「グループ利用」へ

「個人利用」の組合員数が「グループ利用」を上回る

コミュニティ・ワーク連絡会が発足

稲城に「商品検査センター」設置、微生物検査開始

「無洗米」供給開始
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年 月 /日 パルシステム東京とパルシステムグループの動き

2000 3

3

4

4

5

7

7

8/31

8

10

●

「首都圏コープ事業連合　食料・農業政策」制定

「首都圏コープ事業連合　産直方針」制定

創立30周年

アースデイ東京2000 で環境配慮型ハウスを生活クラブ生協と共同展示

稲城市から新宿区北山伏町に本部移転

三宅島噴火災害ボランティア活動に組合員・職員が参加

インターネット事業の（株）コープネクスト（現・（株）パルシステム・リレーションズ）設立

府中センター開設

ISO14001認証を取得（店舗を除く。店舗、福祉施設は 2001年に取得）

多摩市から委託され「多摩市愛宕デイサービスセンター」開設

野菜、卵の冷蔵配送開始

2001 2/1

2

5

6

●

●

東村山センター開設

新潟県上越市　食料と農業に関する基本協定締結

青森県藤崎町　食料と農業に関する基本協定締結

「八潮陽だまり」居宅・訪問　開設

『マイキッチン』『Kinari』『YUMYUM!!』3種類の商品カタログがそろう

北戸田リサイクルセンター（現・杉戸リサイクルセンター）開設、インターネット注文「オンラインパル」運用開始

2002 1/7

4

8

10

12

港センター開設

「福祉用具販売・貸与」開設　（2018年3月閉所）

「デイサービス辰巳陽だまり」、「辰巳陽だまり」訪問・居宅　開設

「府中陽だまり」訪問・居宅　開設

	「平和のつどい」開始（「2002年度平和のつどい in 立川」立川市後援）

2003 3/24

3

3

5/23

5

7

7

10/6

10

11

12

第9回臨時総代会を開催（一般用医薬品斡旋、指定産地外原料使用問題）

「東京マイコープ　エコ・ステーション（LPGスタンド）」を東村山センターに設置（2016年9月に閉鎖）

環境事業の（株）エコサポート（現・（株）パルシステム電力）設立

「パルシステム」ブランド政策制定

指定産地外原料使用問題の調査委員会設置　2003.5 ～ 8　計36回開催

「東村山陽だまり」訪問・居宅　開設

委員会対象の出前講座「ピースカフェ」を開始。国際協力ＮＧＯが講師となり、世界の状況を学ぶ企画として、委
員会主催で継続的に開催

江戸川センター開設

パルシステムブランドの強化として、新ユニフォームと「こんせんくん」のトラック導入

「江戸川陽だまり」訪問・居宅　開設

陽だまり市民評価委員会創設、「八潮陽だまり」第三者評価委員会を開催

2004 4

4

9/6

12

「デイサービス中野陽だまり」「中野陽だまり」訪問・居宅　開設

「いなぎめぐみの里山」開所

大田センター開設

「調布陽だまり」（現・狛江陽だまり）訪問・居宅　開設
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93年表

年 月 /日 パルシステム東京とパルシステムグループの動き

2005 2

6

8/29

9

9

12

●

東京マイコープ本部を移転（新宿区四谷）

地球温暖化防止のためにくらしの場からのCO₂削減をめざし「エコ・カレンダー」環境家計簿スタート

江東センター移転

「こんせんくん」のテレビCM開始

首都圏コープ事業連合が「パルシステム生活協同組合連合会」に名称変更

エコプロダクツへの参加（パルシステム連合会と共同出展）

（株）うなかみの大地設立

2006 2/28

4/24

4

6

10

八王子センター移転

三鷹センター開設

千葉県旭市　食料と農水産業に関する基本協定締結

秋田県　パルシステム・秋田南部圏　食と農推進協議会設立

「デイサービス中野だんらん」（認知症対応型）開設

2007 ●

●

●

「個人パル」「ふれんどパル」「グループパル」の 3つの利用業態開始

東京都労働局より次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定

ISO14001認証を返上、自己適合宣言へ切り替え

2008 4

6

8

9/1

12/15

●

㈱マイコープエクスプレスと㈱コープ・アイが合併し、㈱パルラインとして設立

パルシステム PB商品「とまとまと」から、防カビ剤イマザリル検出、「パルシステム商品のあり方（基準の遵守
と広報体制など）検討会」を理事会のもとに設置

環境省委託事業「地域型CO₂削減エコ・アクション・ポイント事業」の実施（～ 2019/1）

「生活協同組合パルシステム東京」に名称変更

板橋センター開設

パルシステム「100万人の食づくり」運動開始

2009 1/12

1/29

3/26

3/27

10/1

12

12

●

練馬センター移転

「パルシステム東京　消費者政策」制定

「パルシステム東京　食育政策」制定

「パルシステム　環境政策」制定

福祉専門職員制度の創設

省エネアドバイザー制度開始

パルシステム共済生活協同組合連合会設立

「パルぷらす＠たつみ」（現・パルひろば辰巳）開所

2010 4/1

4

4

5/10

6

7/12

7

12/1

3 カ年計画で産地1泊研修開始（東日本大震災を受け 2011年度は被災地の復興支援を含む）　

核不拡散条約（NPT）再検討会議生協代表団として職員1名をNYへ派遣

創立40周年

羽村センターから青梅センターへ移転

「デイサービス上町だんらん」（認知症対応型）・「デイサービス上町陽だまり」開設

狛江センター開設

組合員とパルシステム東京、パルシステム連合会が同じ場で商品について議論する、「パルシステム東京商品会議」を設置

嘱託職員制度を専門職員制度に制度改正

090-095_年表_CC2021.indd   93090-095_年表_CC2021.indd   93 2021/04/08   10:372021/04/08   10:37



94

年 月 /日 パルシステム東京とパルシステムグループの動き

2011 3/11

3/15

4/1

5/18

5

7/16

9/17

11

12/22

東日本大震災発生

日本生協連の「救援・支援先遣隊」として、岩手県・宮城県に職員・車両を派遣

パルシステム東京本部を移転（新宿区大久保）

「パルシステム東京　地域コミュニティ政策」制定

パルシステムサービスセンター（PSC）開設

職員による復興支援活動「復興支援プロジェクト」を開始

組合員による傾聴ボランティア「パル・パラソルカフェ」に組合員を派遣。宮城県東松島市の仮設住宅で傾聴ボラ
ンティア活動を開始

パルシステム商品検査センターに、放射能測定器（ゲルマニウム半導体検出器）を２台導入（うち１台はパルシス
テム東京が購入）

「パルステム東京　エネルギー政策」制定

2012 1/27

2

3/24

5

6/28

「パルシステム　エネルギー政策」制定

「デイサービス東雲陽だまり」開設

原発事故の影響を受ける福島への支援として「パルシステム福島親子交流企画」を開催

シャボン玉フォーラムｉｎ東京を開催　（受け入れ団体：パルシステム東京）

「パルシステム東京　福祉政策」制定

2013 3/9

4

4

7

9/26

9

10/4

12

「東日本大震災復興支援シンポジウム」を開催　

「デイサービス中野第二陽だまり」「グループホーム中野陽だまり」開設

子会社（株）うなかみの大地に電力事業部門を新設、パルシステム東京18事業所の電力を再生可能エネルギーを
主体とした電力に切り替え

プラスチック問題への取り組み開始　有害化学物質削減学習会（講師：東京農工大学　高田秀重教授）

障がい者雇用「ご家族交流会」開催（2015年からは支援機関、2017年からは職員本人も加わり「わくわく交流会」
として毎年継続）

役職員向け行動スローガン「パルでよかった」制定

福島の現状を知るための「福島スタディツアー」を開始（以降、毎年10月～ 12月に、1泊2日で開催）

お米の出前授業「フード・アクション・ニッポン　アワード 2013　販売促進・消費促進部門」入賞

2014 3

4/25

6

7

11

12/18

●

●

「ぱる★キッズ府中」（無認可保育所）開設（府中市複合型施設として、2017年10月に東京都認証保育所）

「パルシステム　総合福祉政策」制定

「デイサービス府中だんらん」（認知症対応型）・「府中陽だまり」グループホーム・訪問・居宅　開設

震災復興支援基金「パル未来花（ミライカ）基金」を創設

加入から注文までアプリで完結できる「タベソダ」サービス開始

「パルシステム東京　平和政策」制定

配送曜日・時間帯を選べる「パルシステムの指定便」サービス開始

「『ほんもの実感！』くらしづくりアクション」開始（「100万人の食づくり」運動を名称変更）

2015 2

4

注文用紙一体型カタログ『きなりセレクト』サービス開始

戦後70年の企画として、８～ 10月を「パルシステム東京平和月間」に設定。平和企画を重点的に実施
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95年表

年 月 /日 パルシステム東京とパルシステムグループの動き

2016 2/20

3

3

10

10

12

「子どもの甲状腺モニター検診」を開始。検診に先駆けて「甲状腺モニター検診キックオフ学習会」を開催

子会社（株）うなかみの大地が担っていた新電力事業をパルシステムグループ生協組合員への電力供給を目的に（株）
パルシステム電力（旧・エコサポート）へ事業を移譲

WEB版「エコライフチェック」開始（現在は終了）

組合員へ再生可能エネルギーによる電気供給開始

「見守り安心サービス」開始

「中野中央陽だまり」グループホーム開設

2017 1

6

12/26

12

●

いなぎめぐみの里山の土地の一部を取得

総代会にてペットボトル水を取り扱わないことを議決

第1回「ジャパン SDGs アワード」でパルシステム連合会が SDGs 推進副本部長（内閣官房長官）賞を受賞

いなぎめぐみの里山　コープ共済連支援企画「森林保全と健康づくり～竹の伐採＆ミニ門松づくり～」開始

環境活動と平和・復興支援に関する情報誌『エコ＆ピースナビゲーター』創刊

2018 1

3

4/1

4

10/15

福島スタディツアーで訪れた福島県楢葉町の「わらじ組」を応援するため、府中･大田センターにて布ぞうりの販売

「いなぎめぐみの里山」が稲城市の「自然環境保全地域」に指定

定時職員・福祉定時職員の定年65歳に延長、および雇い入れから最初の契約更新時において無期転換とする制度
改正

「デイサービス足立陽だまり」「ぱる★キッズ足立（東京都認証保育所）」開設

昭島センター開設（立川センター閉鎖）

2019 1

3

4

12

組合員数50万名を突破

一般社団法人国際介護人材育成事業団を通じ、ミャンマーから介護技能実習生１期生を受け入れ（２名：	辰巳陽だ
まり１名・八潮陽だまり１名）

新エコ・チャレンジ基準運用開始

エコプロダクツ 2019　環境省ブースに協力してマイクロプラスチック採取体験実施

2020 3/26

4

「パルシステム東京　地域福祉政策」制定

創立50周年

090-095_年表_CC2021.indd   95090-095_年表_CC2021.indd   95 2021/04/08   10:372021/04/08   10:37



編集後記

本誌の作成では資料の掘り起こしに多くの時間を要しました。また、ラフ段階では予定ページ数をはるかに超

える内容になり、意見をすり合わせながら取捨選択するという各担当の根気強く地道な作業なしには形にするこ

とは叶いませんでした。持ち寄り、検討し、合意し、決定する。一見単純に思えるこの流れが半世紀にわたるパ

ルシステム東京の本流、協同組合の本質を実感する場面が幾度となくありました。

一つひとつをつなぐ過程で見えてきたのは、いつの時代でも職員と組合員がより良い方向を望み、熱意を込め

て歩んできたという先駆者の足跡。班から個配へ、カタログの改廃など当時では無謀と思える内容だったはずで

す。それを組合員と相対しながら議論し、すすめていく。それが組合員の思いを大切にしながら事業と運動の両

輪を牽引したパルシステム東京の強みだと再確認しました。2019年末にはじまった新型コロナウイルスの影

響は、パルシステム東京50周年の祝賀ムードを飲みこんでしまったかに見えますが、パルシステム東京がもつ

チャレンジ精神は続いています。

一貫して流れる「多様性の共存」の価値。それの意図するものは、平準化ではなく個々の違いを認めつつ、価

値観を共有できるところまで追求すること。それこそが次の世代に手渡すバトンではないでしょうか。Pal（友達）

system（制度）の名称に込められた「個人の参加が大きな協同をつくり出す」という想いをつないでいきたい

と思いました。

良いものをつくりたい一心ではありましたが、多くのわがままにご対応、ご尽力くださった出版文化社の皆さ

ま、そして多くの時間を費やし、意見を交わし合った編纂メンバーの皆さまに心より感謝を申し上げます。

2021年 3月

� 組合員理事　山口寿美子

� 周年史編纂メンバー

� 山口　寿美子（組合員理事）　中村　正子（組合員理事）
� 村島　伊津子（組合員理事）　江尻　亜紀（組合員理事）

� 市嶋　淳一（執行役員）　間野　直（執行役員）
� 佐藤　智広（広報室）　横井　進也（政策・環境推進部環境推進課）
� 伊藤　綾子（人事部給与課）　澤田　信行（福祉事業活動部）
� 園城寺　正紀（事業推進部供給課）

� 事務局（運営企画室）
� 松本　守史　　北川　勝之

未来へのバトン 
パルシステム東京50年のあゆみ
2021年3月発行
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